
【様式１】 【こうち男女共同参画プラン　平成29年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

1
男女共同参画社会に関する
県民意識調査の実施（5年ご
と）

男女共同参画プランに基づく具体的な
取り組み実施の際の参考資料として活
用する。

-

男女共同参画プランに基づく具体的な取り組
み実施の際の参考資料として活用した。
調査は実施なし。（次期調査は平成３１年度
実施）

調査結果を有効活用できている。
男女共同参画プランに基づく具体的な取
り組み実施の際の参考資料として活用す
る。

-
県民生活･男女共
同参画課

2 男女別統計資料の充実
内閣府調査、県勢の主要指標（統計
課）における女性関連指標の作成

-

【内閣府調査】
７月から９月にかけて調査を実施し、回答を集
計した。
12月に内閣府から調査結果が発表され、県
HPにおいても公表した。
【県勢の主要指標】
12月から１月にかけて関係課に調査を実施
し、２月に統計課へ提出。
【調査項目】
県議会議員や審議会等における女性の割合
等

【内閣府調査】
統計資料の充実等につながった。
【県勢の主要指標】
調査結果を統計課に提供し、統計課発
行の「県勢の主要指標」への掲載を通じ
て、統計資料の充実につながった。

内閣府調査、県勢の主要指標（統計課）
における女性関連指標の作成

-
県民生活･男女共
同参画課ほか関
係課

3
市町村が行う行政施策影響
調査への支援

（こうち男女共同参画センター管理運営
費)
男女共同参画に関する各種統計データ
の収集及び提供を行う。

収集データの活用策

・全国の男女共同参画/女性センター及び都
道府県の男女共同参画に関する様々な情
報、県内グループの各種統計データを収集、
整理し、図書・情報資料室やホームページで
情報提供した。
・全国、県及び市町村の現状把握や調査結果
の活用をしている。

　県及び市町村の現状把握、事業実施
の参考資料となっている。

（こうち男女共同参画センター管理運営
費)
男女共同参画に関する各種統計データの
収集及び提供を行う。

収集データの活用策
県民生活･男女共
同参画課

4
県職員への男女共同参画に
関する研修の実施

職員等のＬＧＢＴへの理解を深めるた
め、性的マイノリティにかかる研修を開
催する。

多くの職員に出席していただくよう、
興味深いテーマ設定、専門知識を
持った講師の選定、開催時期の配
慮が必要。

研修会開催日：平成29年１１月２日（木）
出席者：県職員104名、市町村職員12名、そ
の他５名　　計121名
講師：ソーシャルアライ・コナツハット　長澤紀
美子氏、高山満里奈氏、浜口ゆかり氏
演題：「多様な性を認め合う"高知家"～私が
私でいられるまち～」

　SOGIとはなにか、多様な性のありあり
ようを認め合う社会を目指すために等に
ついて講義をしていただき、職員の意
識、知識の向上につながった。

研修開催日：平成30年９月６日（木）
講師：白井文氏
演題：未定

　多くの職員に出席していただくよ
う、興味深いテーマ設定、専門知識
を持った講師の選定、開催時期の
配慮が必要。

県民生活･男女共
同参画課

5
市町村職員への男女共同参
画・女性問題に関する研修の
実施

同上 同上 同上 同上 同上 同上
県民生活･男女共
同参画課

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組
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6

10の人権課題の研修等をとおして、女
性や男性に関わる差別の現実を明らか
にしていくとともに、学校での組織的な
取組を具体的に計画していけるように
研修内容を改善する。

講師招聘のための予算に限りがあ
るため、適任の講師の選定が難し
い。

○人権教育セミナーⅢ期（8/21）において、
「HIV/エイズと性的マイノリティ」と題して、講
師自身の体験をもとにした講義・演習の実
施。
・受講者58名。
・性的マイノリティの児童生徒に対し、教職員
として配慮すべきことや普段の学校生活での
留意点等について学ぶ機会となった。
○性的マイノリティに対する基本的な認識を
深めることができた。また、性的マイノリティの
児童生徒への対応の仕方について人権に配
慮した具体的な事例を学ぶことができた。

セミナーⅢ期全体の受講後アンケート
（５件法）の総合評価は、４．５と高い評
価であった。「新しい情報を得ることがで
きたか」が【４．７】と最も高く、「自己の課
題意識に応える内容になっていました
か」【４．５】、「学校・学級での教育実践
に生かせる内容でしたか」【４．４】という
評価であり、研修のねらいは概ね達成
できたと考える。

10の人権課題の研修等をとおして、女性
や男性に関わる差別の現実を明らかにし
ていくとともに、講師の選定等、関係機関
との連絡を密にとり、学校での組織的な取
組を具体的に計画していけるように研修
内容を改善する。

講師招聘のための予算に限りがあ
るため、適任の講師の選定が難し
い。

教育センター

7

教職員研修等において、男女共同参画
や女性の人権をテーマにした内容を組
み込んでもらえるよう、人権教育主任連
絡協議会等を通じて働きかける。

男女共同参画や女性の人権につい
ての研修の場の設定と教職員の
ニーズとの調整。

男女共同参画や女性の人権についての研修
の必要性については、県民に身近な１０の人
権課題と併せて、人権教育主任連絡協議会
等で説明してきた。

学校のニーズとしては、新たに追加され
た３つの人権課題への対応やいじめ、
ネット問題等をテーマにした研修依頼が
多く、女性の人権をテーマにしたニーズ
は少ない。女性の人権について考える
場の必要性を機会あるごとに訴えていく
必要がある。

教職員研修等において、男女共同参画や
女性の人権をテーマにした内容を組み込
んでもらうことと、人権問題についての研
修の機会を増やすことを、人権教育主任
連絡協議会等を通じて働きかける。

男女共同参画や女性の人権につい
ての研修の場の設定と教職員の
ニーズとの調整。

人権教育課
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【人権啓発研修事業－市町村人権啓発
担当者連絡協議会開催事業】
対象：市町村人権啓発担当者
内容：県内３ブロック（いの町、四万十
市、田野町）で実施予定。啓発企画力
の向上、担当者間のネットワークの形
成を図る。

発表事例の発掘や教育及び啓発
各分野におけるタイムリーなテーマ
設定が必要。

平成29年度
市町村人権啓発担当者連絡協議会
　・平成29年度事業説明等
　　（法務局、人権課、人権教育課、公益財団
法人高知県人権啓発センター）
　・実践発表（香美市、高知市、黒潮町、室戸
市）
　・意見交換（事業・取り組み等意見交換
[中部]　開催日：5月15日
　　　　　会場：県立高知青少年の家
　　　　　参加者：30名
[西部]　開催日：5月18日
　　　　　会　場：四万十市立中央公民館
　　　　　参加者：11名
[東部]　開催日：5月22日
　　　　　会　場：田野町ふれあいセンター
　　　　　参加者：16名

[参加者アンケートから]
・他市町村の取り組みを参考にできる。
・担当者同士のつながりができた。
・ＰＤＣＡシートを作成することで取り組み方法
が明確になった。

　ブロック別に実施しているが、参加者
の割合を考慮して、他のブロックに変更
し参加できるように検討する。
　国の動向等情報（資料）の提供、他県
の先進的な取組みの紹介、公務員とし
ての人権に関する配慮を学ぶ機会の提
供、人権担当新任者が短時間で実施で
きる取組みや勉強方法の紹介について
検討する。

【人権啓発研修事業－市町村人権啓発担
当者連絡協議会開催事業】
対象：市町村人権啓発担当者
内容：県内３ブロック（いの町、四万十市、
田野町）で実施予定。啓発企画力の向
上、担当者間のネットワークの形成を図
る。

　[東部]平成30年5月14日
　[西部]　　〃　 　5月17日
　[中央]　　〃　　 5月21日

[次年度に向けて]
・３日程で参加可能な日を選択でき
るようにする。
・視聴覚教材の活用を検討する。

人権課

9

各市町村の人権教育・啓発に関する取
組において、男女共同参画や女性の人
権をテーマにした内容を組み込んでもら
えるよう、市町村人権教育・啓発担当者
連絡協議会等を通じて働きかける。

男女共同参画や女性の人権につい
ての研修の場の設定と地域住民の
ニーズとの調整。

男女共同参画や女性の人権についての研修
の必要性については、県民に身近な１０の人
権課題と併せて、市町村人権教育・啓発担当
者連絡協議会等で説明してきた。

市町村のニーズとしては、新たに追加さ
れた３つの人権課題への対応やいじ
め、ネット問題等をテーマにした研修依
頼が多く、女性の人権をテーマにした
ニーズは少ない。女性の人権について
考える場の必要性を機会あるごとに訴
えていく必要がある。

市町村の人権教育・啓発に関する取組に
おいて、男女共同参画や女性の人権を
テーマにした内容を組み込んでもらうこと
と、人権問題についての研修の機会を増
やすことを、市町村人権教育・啓発担当者
連絡協議会等を通じて働きかける。

男女共同参画や女性の人権につい
ての研修の場の設定と市町村の
ニーズとの調整。

人権教育課
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市町村人権啓発・人権教育
担当研修の実施
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・今後も、各教育事務所と連携を図りな
がら、人権教育全体計画・年間指導計
画の充実に向けた支援を継続する。
・県立学校については、人権教育課で
計画の点検を行い、充実に向けた支援
を行う。

各学校の特色に応じた取組を尊重
しつつ、学校が抱える課題や求め
る支援に適切に対応していくことが
必要。

・各学校の人権教育全体計画・年間指導計画
の整備状況について確認した。
・不備のある部分については、各教育事務所
と連携し、指導助言を行った。
・公立小・中学校、県立学校とも、100％の整
備状況であり、教育事務所等の指導により、
内容も充実してきている。

・内容が十分でない学校について、公立
小・中学校は市町村教委の指導事務担
当者を通じて、県立学校は直接、学校
への指導を行い、見直し充実を図る必
要がある。

・今後も、各教育事務所と連携を図りなが
ら、人権教育全体計画・年間指導計画の
充実に向けた支援を継続する。
・県立学校については、人権教育課で計
画の点検を行い、充実に向けた支援を行
う。

各学校の特色に応じた取組を尊重
しつつ、学校が抱える課題や求め
る支援に適切に対応していくことが
必要。

人権教育課
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・市町村担当課との連携及び実施園と
の事前・事後の連絡を密にすることによ
り、支援内容の充実を図るとともに、地
域におけるミドルリーダーの育成・活用
により、各園の日々の保育実践及び保
育者としての資質・専門性の向上を図
る。

・園内研修の実施及び継続の必要
性が十分理解されていない園や市
町村がある。

・園内研修支援において241回（79園）の研修
支援を行い、そのうちブロック別研修支援では
4園でミドル公開保育を開催し、ミドルリーダー
による協議進行や発表等を行っている。
・園内研修実施後のアンケート回答では、「参
考になった」が100％、「今後も引き続き園内
研修を実施する」が96.9％の結果となってい
る。

・園内研修支援後のアンケートで「研修
が参考になった」と回答した園が100％
と、各園の保育実践につながるものと
なっている。

・地域の偏りなく保育実践や保育者として
の資質・専門性が向上するよう、ブロック
別研修会園内研修による継続支援を行
い、実践的・組織的な研修の理解を図る。
・また、ブロック別研修会を２年間の取組
とし、ブロック別研修会１年目園公開保育
および２年目園ミドル公開保育のグループ
協議の進行や全体運営等を通して、地域
におけるミドルリーダーの育成・活用を促
していく。

・人材不足や多忙感などから園内
研修の参加体制を整えることが難
しく、実施や継続の認識に欠ける市
町村もまだあり、地域による取組の
差が大きい。

幼保支援課
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【人権啓発事業－人権啓発研修企業
リーダー養成講座開催事業】
●　ヒューマンパワー育成講座：２回
内容：CSRに関する基調講演、事例発
表等

●　ハートフルセミナー：5回
内容：映画上映や講演会、人権落語等

・効果的な広報を実施し、参加を広
く呼びかける必要がある。

人権啓発研修企業リーダー養成講座開催事
業
●ヒューマンパワー育成講座
①講演会「いろいろなハラスメントへの対応
　　　　　　と最新情報」　　開催日：1月19日
　講　師：(株)アトリエエム代表取締役
　　　　　　三木啓子氏　　参加者：77人
[アンケートから]
理解の深まり：「大いに深まった」、「深まった」
の
割合９８％
・様々なハラスメントがあり自身も勉強していく
必要があると感じた。
・共通の認識を持つことが必要だと思った。個
性を尊重することも。
・ロールプレイはすぐに実践できるケースが取
り上げられていて良かった。
●ハートフルセミナー：5回
①講演会「なぜ私が？一生消えない
　　　　ネットの書き込み」　　開催日：８月20日
　講　師：㈱情報文化総合研究所代表取締役
　　　　　佐藤佳弘氏　　参加者：６１人
[アンケートから]
満足度：７５％の参加者が満足度８０％以上
　・講師の語り口調が聞き取りやすく、専門用
　語の解説もわかりやすかった。
　・インターネットの問題点がよくわかった。
　・法規制を急ぐ必要性があると感じた。
　・いつでも誰でも被害者になりえると感じた。

●ヒューマンパワー育成講座
①様々なハラスメントが起こる背景やそ
の具体的な事例を挙げながら、する側さ
れる側双方の立場に立って、どうすれば
ハラスメントをなくすことができるのか参
加者に考えさせるロールプレイなどがあ
り、現場で実践できる内容であった。

●ハートフルセミナー
①　講師は全国の自治体でインターネッ
トによる人権侵害に関する有識者会議
の委員やアドバイザーを務め、被害状
況や現時点で可能な対策、法規制の課
題などクイズや多くの参考資料を交え、
わかりやすく解説いただいた。
　特に、女性をテーマとしていないが、イ
ンターネットが性犯罪につながる危険性
もあり、保護者はもちろんであるが、ＳＮ
Ｓが身近にある若年世代に受講してもら
いたい内容であった。

【人権啓発事業－人権啓発研修企業リー
ダー養成講座開催事業】
●　ヒューマンパワー育成講座：２回
内容：CSRに関する基調講演、事例発表
等

●　ハートフルセミナー：5回
内容：映画上映や講演会、人権落語等

・効果的な広報を実施し、参加を広
く呼びかける必要がある。 人権課
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人権教育推進講座支援事業は終了し
たが、研修依頼には、講師として対応す
るようにし、各市町村の人権教育・啓発
に関する取組において、男女共同参画
や女性の人権をテーマにした内容を組
み込んでもらえるよう、市町村担当者会
等を通じて働きかける。

男女共同参画や女性の人権につい
ての研修の場の設定と地域住民の
ニーズとの調整。

・依頼のあった市町村については、講師を派
遣するなど、地域住民への人権研修・啓発を
支援した。
・広く人権問題について啓発する機会はあっ
たが、男女共同参画に限った研修は実施でき
ていない。

市町村のニーズとしては、新たに追加さ
れた３つの人権課題への対応やいじ
め、ネット問題等をテーマにした研修依
頼が多く、女性の人権をテーマにした
ニーズは少ない。女性の人権について
考える場の必要性を機会あるごとに訴
えていく必要がある。

市町村の人権教育・啓発に関する取組に
おいて、男女共同参画や女性の人権を
テーマにした内容を組み込んでもらうこと
と、人権問題についての研修の機会を増
やすことを、市町村人権教育・啓発担当者
連絡協議会等を通じて働きかける。

男女共同参画や女性の人権につい
ての研修の場の設定と市町村の
ニーズとの調整。

人権教育課
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子どもの発達段階に応じた
人権（女性）教育の推進

地域・職場における人権（女
性）研修の実施
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【人権啓発研修事業－人権啓発シリー
ズ新聞掲載事業】
対象：県民
内容：高知新聞の紙面を通して、さまざ
まな人権について啓発コラムを掲載す
ることで、県民の人権意識の普及高揚
を図る。

【人権啓発研修事業－人権啓発セン
ター情報発信事業】
対象：県民
内容：WEB広告、新聞広告等、さまざま
な媒体を利用し、県民の人権意識の普
及高揚を図る。

（人権啓発研修事業　人権啓発シ
リーズ新聞掲載事業）
・さまざまな人権課題をテーマとで
きるよう複数年にわたる計画を立て
る必要がある一方で社会情勢の変
化への対応も求められる。
・テーマに合った執筆者の情報収集
が必要である。

（人権啓発研修事業　人権啓発セ
ンター情報発信事業）
媒体の対象となる年齢層に関心を
喚起させられるよう工夫する必要が
ある。

【人権啓発研修事業－人権啓発シリーズ新聞
掲載事業】
「心呼吸２０１７人権啓発シリーズ」
　　　　　　　　　　　　（高知新聞朝刊掲載）
第3回（８／２１）「社会の常識、ネットの常識」
　（情報文化総合研究所代表取締役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤佳弘）
第5回（１０／１７）「隣にいるＬＧＢＴと共に」
　　（弁護士　山下敏雅）
第7回（１２／２７）「もうセクハラなくそうよ」
　（アトリエエム(株)代表・産業カウンセラー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三木啓
子）

【人権啓発研修事業－人権啓発センター情報
発信事業】については、「女性の人権」を取り
上げることはできなかった。

第3回は、インターネットは性犯罪につな
がる危険性があり、保護者はもちろんで
あるが、ＳＮＳが身近にある若年世代へ
のメッセージになった。
第5回は、性的マイノリティの人々が抱
える様々な困難を紹介し、「性」による身
近な人権問題としてとらえることの大切
さを伝えることができた。
第7回は、様々なハラスメントの中で特
に「セクハラ」を取り上げ、「セクハラ」が
人権侵害であり被害者の立場に立つこ
と、周囲の不用意な言動が2次被害につ
ながること、職場の男女共同参画を進
めることの大切さなどわかりやすく伝え
ることができた。

【人権啓発研修事業－人権啓発シリーズ
新聞掲載事業】
対象：県民
内容：高知新聞の紙面を通して、さまざま
な人権について啓発コラムを掲載すること
で、県民の人権意識の普及高揚を図る。

【人権啓発研修事業－人権啓発センター
情報発信事業】
対象：県民
内容：WEB広告、新聞広告等、さまざまな
媒体を利用し、県民の人権意識の普及高
揚を図る。

（人権啓発研修事業　人権啓発シ
リーズ新聞掲載事業）
・さまざまな人権課題をテーマとで
きるよう複数年にわたる計画を立て
る必要がある一方で社会情勢の変
化への対応も求められる。
・テーマに合った執筆者の情報収集
が必要である。

（人権啓発研修事業　人権啓発セ
ンター情報発信事業）
媒体の対象となる年齢層に関心を
喚起させられるよう工夫する必要が
ある。

人権課
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（こうち男女共同参画センター管理運営
費)
・情報紙「ソーレ・スコープ」
・ホームページやメールマガジン、SNS
の活用による啓発・広報
・啓発誌の改訂・活用や啓発パネル展
示・貸出し
・出前講座事業の実施
・図書等利用PR事業の実施
・公共交通機関での啓発広告
・地域イベント等での啓発

効果的な啓発・広報の検討

・情報紙「ソーレ・スコープ」発行(4月、7月、10
月、１月)
・ホームページやメールマガジン(毎月発行)、
フェイスブック（7/1開始）による啓発・広報
・啓発誌「ぐーちょきぱー」の改訂及び活用や
啓発パネルの館内展示・貸出しによる啓発
・ソーレ登録のサポーター講師やソーレ職員
による出前講座の実施
・図書等利用PR事業として、「私のためのリフ
レッシュタイム」の実施（5月、8月、１月）とテー
マを決めた図書の企画展示（毎月）
・男女共同参画推進月間に公共交通機関（路
面電車）で啓発広告

・情報紙、啓発誌の配布先が団体・企業
中心であることからより広範囲な啓発・
広報が可能
・これまで男女共同参画について学ぶ
機会のなかった県民への啓発・広報の
ため、様々な方法や媒体で啓発・広報
を実施

・情報紙「ソーレ・スコープ」
・ホームページやメールマガジン、SNSの
活用による啓発・広報
・啓発誌の改訂・活用や啓発パネル展示・
貸出し
・出前講座事業の実施
・図書等利用PR事業の実施
・公共交通機関での啓発広告
・地域イベント等での啓発

・効果的な啓発・広報の検討 ソーレ

16

対象：県民
内容：「高知県人権尊重の社会づくり条
例」第２条第２項に基づき、県民の人権
意識の高揚を図るため、県内の人権侵
害の実態などについて、ホームページ
等において公表する。

新たに追加した「犯罪被害者等」「イ
ンターネットによる人権侵害」「災害
と人権」については、これまでの７つ
の人権課題とも関連する課題であ
ることから、関係課と連携し、内容
を充実させる必要がある。

・人権（女性）に関する実態の公表
相談・対応件数や主な取組等を公表

・人権に関する県民意識調査の実施
[設問例]女性に関する人権上の問題点
[回　答]女性に関する人権上の問題点は、
「男女の固定的な役割分担意識を他の人に
押しつける」（42.5%）、「マタニティ・ハラスメン
ト」（31.5%）、「セクシャル・ハラスメント」
（30.4%）の順に高い

・人権（女性）に関する実態の公表
女性の悩みごと等の相談のうち16％
が、また一時保護人数のうち70％がＤＶ
に関するものであった。

・人権に関する県民意識調査の実施
前回（平成２４年度）、前々回（平成１４
年度）調査と比較すると、「セクシャル・
ハラスメント」の割合は増加してきてい
る。
また、前回調査より、「男女の固定的な
役割分担意識を他の人に押しつける」
の割合は増加し、「ドメスティック・バイオ
レンス」や「女性が多い職場で非正規職
員が多い」は減少している。

対象：県民
内容：「高知県人権尊重の社会づくり条
例」第２条第２項に基づき、県民の人権意
識の高揚を図るため、県内の人権侵害の
実態などについて、ホームページ等にお
いて公表する。

新たに追加した「犯罪被害者等」「イ
ンターネットによる人権侵害」「災害
と人権」については、これまでの７つ
の人権課題とも関連する課題であ
ることから、関係課と連携し、内容
を充実させる必要がある。

人権課

17 - - － － － － ソーレ
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県民への男女共同参画・女
性問題に関する啓発・広報
（情報誌、ホームページ、メー
ルマガジン等による広報）

人権（女性）に関する実態調
査と公表
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【人権啓発活動市町村委託事業】
対象：市町村
内容：人権尊重思想の普及啓発を図
り、基本的人権の擁護に資するため、
住民を対象とする講演会や研修会など
の啓発活動を委託する。

継続して実施する必要がある。
人権啓発活動市町村委託事業を34市町村で
実施。そのうち1町が女性の人権をテーマに
講演会を実施。

講師の選択や広報手段が参加者数に
直結している。

（人権啓発活動市町村委託事業）
対象：市町村
内容：人権尊重思想の普及啓発を図り、
基本的人権の擁護に資するため、住民を
対象とする講演会や研修会などの啓発活
動を委託する。

継続して実施する必要がある。 人権課

19 事例に応じて随時対応 関係課と連携した情報収集 事例（依頼）なし － 事例に応じて随時対応 関係課と連携した情報収集
県民生活･男女共
同参画課

20

【人権啓発研修事業－人権ふれあい支
援事業】
対象：市町村、NPOやボランティアグ
ループなどの民間団体
内容：対象者が自主的に行う、人権意
識の高揚を目的とした活動（交流体験
活動、講演会、研修会、啓発資料の作
成・配布等）を支援することにより、人権
尊重の社会づくりを推進する。

さまざまな団体から応募があるよう
広報活動を充実する必要がある。

平成２９年度助成：１０団体、1,400千円
・団体名：いのちつなぐカフェ
　事業名：親子で学ぶ多様な性～わたしとセク
シャルマイノリティ～
　内　容：　映画「しみじみ歩いてる」上映
　　　ワークショップ
　　　　講師コナツハット　浜口ゆかり氏
　　　　　　　高知県立大学教授長澤紀美子氏
　ねらい：子どもとその支援者がセクシャル・
マイノリティをとおして、社会にある多様性を
知り、相手の立場を想像し思いやることで、人
権や尊厳を守る多様性包摂社会をつくること
のできる支援者を増やす。

・助成先10団体のうちＰＴＡが５団体等、
助成先に偏りが見られるので、募集の
広報に力を入れる必要がある。

【人権啓発研修事業－人権ふれあい支援
事業】
対象：市町村、NPOやボランティアグルー
プなどの民間団体
内容：対象者が自主的に行う、人権意識
の高揚を目的とした活動（交流体験活動、
講演会、研修会、啓発資料の作成・配布
等）を支援することにより、人権尊重の社
会づくりを推進する。

さまざまな団体から応募があるよう
広報活動を充実する必要がある。

人権課
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【ソーレ・えいど事業】
事業主体：男女共同参画を推進するグ
ループ・団体等
対象事業：男女共同参画社会の実現に
向けて、県民を対象に実施する講演会
や講座、調査研究等
内容：１企画上限２０万円以内

関係グループ・団体への・事業内容
の周知

　男女共同参画を推進する事業を実施する次
の４団体に助成金交付を決定した。申請４団
体に対し、選考会により４団体を採択。
１　エメラルド・ツリー
　仕事もプライベートも楽しむためのマインド
セラピー
２　ソーシャルアライ・コナツハット
　教育関係者のためのＳＯＧＩアカデミー
３　いのちをつなぐ舎
　台所育児を学ぶいのちをつなぐ子連れ防災
（講座、調理実習）
４　ママの働き方応援隊高知校
　赤ちゃん先生プロジェクト　～子育て中のお
母さんが大学生等を対象に子育て講座～

地域、民間団体と連携し、男女共同参
画課に資する事業を実施することによ
り、男女共同参画の啓発や地域社会づ
くりにつながった。

【ソーレ・えいど事業】
事業主体：男女共同参画を推進するグ
ループ・団体等
対象事業：男女共同参画社会の実現に向
けて、県民を対象に実施する講演会や講
座、調査研究等
内容：１企画上限２０万円以内

関係グループ・団体への・事業内容
の周知

県民生活･男女共
同参画課(ソーレ）
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市町村が行う女性の人権に
関する啓発事業の支援

民間団体が行う女性の人権
に関する啓発事業の支援
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実施後の分析、検証
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実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組

通
し
番
号

テ
ー
マ

課
　
　
題

取
組

取組の内容 担当課室

22
男女共同参画に関する苦情
の申出・処理制度の充実

さんSUN高知、ラジオ等で、制度周知の
広報を行う。
市町村への制度周知を定期的に実施

事業内容の県民への周知

実績なし。
苦情処理制度の周知のため、次の広報を実
施。
・さんSUN高知１月号に掲載
・ほっとこうち１月号への掲載

機会を通じて、制度の周知ができた。
さんSUN高知、ラジオ等で、制度周知の広
報を行う。
市町村への制度周知を定期的に実施

事業内容の県民への周知
県民生活・男女共
同参画課

23
市町村における男女共同参
画計画策定促進及び策定支
援

女性活躍推進法で市町村に女性活躍
推進計画の策定が義務付けられ、男女
共同参画計画との一体的な策定も可と
されていることから、両計画の一体的な
策定を働きかける

市町村における男女共同参画の取
り組みの優先度を上げる働きかけ

男女共同参画計画の策定働きかけ（10市町
村訪問）

・H30　1町で新規計画策定予定（仁淀
川町）
・男女共同参画の専任部署がない市町
村もあり、計画策定の優先度が低い。
・今度も計画策定の働きかけを継続す
る。

・市町村の個別訪問を強化し、計画の必
要性等を説明

市町村における男女共同参画の取
り組みの優先度を上げる働きかけ

県民生活･男女共
同参画課

24
市町村における女性活躍推
進法に定める推進計画の策
定支援

・市町村の個別訪問を強化し、計画の
必要性等を説明

・町村部には専任部署がないため、
計画策定がしやすい環境の整備

男女共同参画計画と併せた、女性活躍推進
法に定める女性活躍推進計画の策定働きか
け（10市町村訪問）

・H30　1町で新規計画策定予定（仁淀
川町）
・男女共同参画の専任部署がない市町
村もあり、計画策定の優先度が低い。
・今度も計画策定の働きかけを継続す
る。

女性活躍推進法で市町村に女性活躍推
進計画の策定が義務付けられ、男女共同
参画計画との一体的な策定も可とされて
いることから、両計画の一体的な策定を
働きかける

・町村部には専任部署がないため、
計画策定がしやすい環境の整備

県民生活･男女共
同参画課

25
男女共同参画に関する統計
データの収集・提供

（こうち男女共同参画センター管理運営
費)
男女共同参画に関する各種統計データ
の収集及び提供を行う。

収集データの活用策

・全国の男女共同参画/女性センター及び都
道府県の男女共同参画に関する様々な情
報、県内グループの各種統計データを収集、
整理し、図書・情報資料室やホームページで
情報提供した。
・全国、県及び市町村の現状把握や調査結果
の活用をしている。

・県及び市町村の現状把握、事業実施
の参考資料となっている。

・男女共同参画に関する各種統計データ
の収集及び提供を行う。

・収集データの活用策 ソーレ
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組
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し
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取
組

取組の内容 担当課室

26

（人権啓発研修事業　人権啓発シリー
ズ新聞掲載事業）
対象：県民
内容：高知新聞の紙面を通して、さまざ
まな人権について啓発コラムを掲載す
ることで、県民の人権意識の普及高揚
を図る。

（人権啓発研修事業　人権啓発セン
ター情報発信事業）
対象：県民
内容：WEB広告、新聞広告等、さまざま
な媒体を利用し、県民の人権意識の普
及高揚を図る。

（人権啓発研修事業　人権啓発シ
リーズ新聞掲載事業）
・さまざまな人権課題をテーマとで
きるよう複数年にわたる計画を立て
る必要がある一方で社会情勢の変
化への対応も求められる。
・テーマに合った執筆者の情報収集
が必要である。

（人権啓発研修事業　人権啓発セ
ンター情報発信事業）
媒体の対象となる年齢層に関心を
喚起させられるよう工夫する必要が
ある。

【人権啓発研修事業－人権啓発シリーズ新聞
掲載事業】
「心呼吸２０１７人権啓発シリーズ」
　　　　　　　　　　　　（高知新聞朝刊掲載）
第3回（８／２１）「社会の常識、ネットの常識」
　（情報文化総合研究所代表取締役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤佳弘）
第5回（１０／１７）「隣にいるＬＧＢＴと共に」
　　（弁護士　山下敏雅）
第7回（１２／２７）「もうセクハラなくそうよ」
　（アトリエエム(株)代表・産業カウンセラー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三木啓
子）

【人権啓発研修事業－人権啓発センター情報
発信事業】については、「女性の人権」を取り
上げることはできなかった。

第3回は、インターネットは性犯罪につな
がる危険性があり、保護者はもちろんで
あるが、ＳＮＳが身近にある若年世代へ
のメッセージになった。
第5回は、性的マイノリティの人々が抱
える様々な困難を紹介し、「性」による身
近な人権問題としてとらえることの大切
さを伝えることができた。
第7回は、様々なハラスメントの中で特
に「セクハラ」を取り上げ、「セクハラ」が
人権侵害であり被害者の立場に立つこ
と、周囲の不用意な言動が2次被害につ
ながること、職場の男女共同参画を進
めることの大切さなどわかりやすく伝え
ることができた。

【人権啓発研修事業－人権啓発シリーズ
新聞掲載事業】
対象：県民
内容：高知新聞の紙面を通して、さまざま
な人権について啓発コラムを掲載すること
で、県民の人権意識の普及高揚を図る。

【人権啓発研修事業－人権啓発センター
情報発信事業】
対象：県民
内容：WEB広告、新聞広告等、さまざまな
媒体を利用し、県民の人権意識の普及高
揚を図る。

（人権啓発研修事業　人権啓発シ
リーズ新聞掲載事業）
・さまざまな人権課題をテーマとで
きるよう複数年にわたる計画を立て
る必要がある一方で社会情勢の変
化への対応も求められる。
・テーマに合った執筆者の情報収集
が必要である。

（人権啓発研修事業　人権啓発セ
ンター情報発信事業）
媒体の対象となる年齢層に関心を
喚起させられるよう工夫する必要が
ある。

人権課

27

（こうち男女共同参画センター管理運営
費)
・情報紙「ソーレ・スコープ」
・ホームページやメールマガジン、SNS
の活用による啓発・広報
・啓発誌の改訂・活用や啓発パネル展
示・貸出し
・出前講座事業の実施
・図書等利用PR事業の実施
・公共交通機関での啓発広告
・地域イベント等での啓発

効果的な啓発・広報の検討

・情報紙「ソーレ・スコープ」発行(4月、7月、10
月、1月)
・ホームページやメールマガジン(毎月発行)、
フェイスブック（7/1開始）による啓発・広報
・啓発誌「ぐーちょきぱー」の改訂及び活用や
啓発パネルの館内展示・貸出しによる啓発
・ソーレ登録のサポーター講師やソーレ職員
による出前講座の実施
・図書等利用PR事業として、「私のためのリフ
レッシュタイム」の実施（5月、8月、１月）とテー
マを決めた図書の企画展示（毎月）
・男女共同参画推進月間に公共交通機関（路
面電車）で啓発広告

・情報紙、啓発誌の配布先が団体・企業
中心であることからより広範囲な啓発・
広報が可能
・これまで男女共同参画について学ぶ
機会のなかった県民への啓発・広報の
ため、様々な方法や媒体で啓発・広報
を実施

・情報紙「ソーレ・スコープ」
・ホームページやメールマガジン、SNSの
活用による啓発・広報
・啓発誌の改訂・活用や啓発パネル展示・
貸出し
・出前講座事業の実施
・図書等利用PR事業の実施
・公共交通機関での啓発広告
・地域イベント等での啓発

・効果的な啓発・広報の検討 ソーレ

28

対象：県民
内容：「高知県人権尊重の社会づくり条
例」第２条第２項に基づき、県民の人権
意識の高揚を図るため、県内の人権侵
害の実態などについて、ホームページ
等において公表する。

新たに追加した「犯罪被害者等」「イ
ンターネットによる人権侵害」「災害
と人権」については、これまでの７つ
の人権課題とも関連する課題であ
ることから、関係課と連携し、内容
を充実させる必要がある。

・人権（女性）に関する実態の公表
相談・対応件数や主な取組等を公表

・人権に関する県民意識調査の実施
[設問例]女性に関する人権上の問題点
[回　答]女性に関する人権上の問題点は、
「男女の固定的な役割分担意識を他の人に
押しつける」（42.5%）、「マタニティ・ハラスメン
ト」（31.5%）、「セクシャル・ハラスメント」
（30.4%）の順に高い

・人権（女性）に関する実態の公表
女性の悩みごと等の相談のうち16％
が、また一時保護人数のうち70％がＤＶ
に関するものであった。

・人権に関する県民意識調査の実施
前回（平成２４年度）、前々回（平成１４
年度）調査と比較すると、「セクシャル・
ハラスメント」の割合は増加してきてい
る。
また、前回調査より、「男女の固定的な
役割分担意識を他の人に押しつける」
の割合は増加し、「ドメスティック・バイオ
レンス」や「女性が多い職場で非正規職
員が多い」は減少している。

対象：県民
内容：「高知県人権尊重の社会づくり条
例」第２条第２項に基づき、県民の人権意
識の高揚を図るため、県内の人権侵害の
実態などについて、ホームページ等にお
いて公表する。

新たに追加した「犯罪被害者等」「イ
ンターネットによる人権侵害」「災害
と人権」については、これまでの７つ
の人権課題とも関連する課題であ
ることから、関係課と連携し、内容
を充実させる必要がある。

人権課

29 - - － － － － ソーレ
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県民への男女共同参画・女
性問題に関する啓発・広報
（情報誌、ホームページ、メー
ルマガジン等による広報）（再
掲）

人権（女性）に関する実態調
査と公表（再掲）
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女性リーダーの育成

男女共同参画の視点をもった人材、地
域の中核的なリーダーとなる女性を育
成するための事業を行うとともに、次年
度以降の継続実施に向けたリーダー育
成プログラムを策定
・女性の活躍応援
・防災スキル向上講座

・効果的で継続的に実施可能なプ
ログラムの策定

職場及び防災の２分野におけるリーダーとな
る女性の育成を行うための事業を行うととも
に、次年度以降の継続実施に向けたリーダー
育成プログラムを策定

・女性の活躍応援塾（９名）６回開催

・女性防災プロジェクト（37名）８回開催
　公開講座（6月、10月）延べ119名参加

・企業や参加者のニーズを把握し、プロ
グラム内容の十分な検証が必要
・年間で複数回の開催すべてに全員が
参加するのは困難

男女共同参画の視点を持った人材、地域
の中核的リーダーとなる女性を育成する
ため、職場及び防災のプログラム実施と
スキルアップのための講座を実施

・女性の活躍応援
・女性防災プロジェクト
・エンパワメント講座

・参加者に対する職場の協力
・関係機関との連携

ソーレ

31
メディアへの男女共同参画や
女性の人権等に関する情報
の提供

事例に応じ随時対応する 関係課と連携した情報収集 平成29年度は特に事例なし 特になし 事例に応じ随時対応する 関係課と連携した情報収集
広報広聴課ほか
関係課

32
男女共同参画や女性の人権等に関し、
記者クラブへの情報提供を行う。

多様な広報媒体への積極的な発信
県の広報紙への記事掲載やテレビ・ラジオで
の放送、記者クラブへの情報提供により男女
共同参画や女性の人権等の広報を行った。

男女共同参画や女性の人権等に関する
周知が図られることで、男女共同参画
の実現に向けた県民やメディアの意識
が醸成された。

男女共同参画や女性の人権等に関し、記
者クラブへの情報提供を行う。

多様な広報媒体への積極的な発信 広報広聴課

33 事例に応じて随時対応 関係課と連携した情報収集
男女共同参画や女性の人権に関し対応すべ
き事例は特になかった。

今後も関係課と連携した情報収集を継
続する。

事例に応じて随時対応 関係課と連携した情報収集 人権課

34 事例に応じて随時対応 関係課と連携した情報収集 該当事例なし － 事例に応じて随時対応 関係課と連携した情報収集
県民生活・男女共
同参画課

35
男女共同参画の視点に立っ
た広報作成の手引きの普及

・初任者研修会で配布
・他課からの相談に随時対応

普及機会の開拓

・県新規採用職員研修時において、日常の業
務での配慮の必要性を説明（4月、10月の２
回）
・他課が作成するチラシ等について、男女共
同参画の視点を反映させるため、当該手引き
を活用した。

有効に手引きを活用できているが、更に
広く普及させることが必要。

・初任者研修会で説明
・他課からの相談に随時対応

普及機会の開拓
県民生活・男女共
同参画課

36
青少年保護育成条例に基づ
く有害図書類の指定

・高知県青少年保護育成条例第11条第
２項に基づく有害図書類の包括指定
（青少年に有害な影響を及ぼすおそれ
のある図書類のうち、その内容が「一定
の基準」に該当する図書類を自動的に
有害図書に指定）

条例の周知

・青少年に有害な影響を及ぼすおそれのある
図書類が、有害図書として認知されている。

・有害図書は、販売店等で区別して陳列さ
れ、青少年が閲覧、購入しづらい環境ができ
ている。

・県内において、概ね条例を順守して販
売環境が保たれているが、引き続き条
例の周知に取り組む必要がある。

・高知県青少年保護育成条例第11条第２
項に基づく有害図書類の包括指定（青少
年に有害な影響を及ぼすおそれのある図
書類のうち、その内容が「一定の基準」に
該当する図書類を自動的に有害図書に指
定）

条例の周知 児童家庭課
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男女共同参画や女性の人権
等に関わる表現についてのメ
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37

女子差別撤廃委員会からの
最終見解や女子差別撤廃条
約選択議定書等の県民への
周知と浸透を図る

見解等があれば、市町村や県民に周知 国等の動向の情報収集

・国連女子差別撤廃委員会の最終見解を当
課のホームページに掲載している。（平成２８
年５月から）
・県庁本庁舎玄関ホールにおいて、啓発パネ
ル「北京行動綱領」を掲示（6/19～6/30）
・国から通知等があり次第、随時市町村等に
情報提供した。

機会を通じて周知するよう努めている。 見解等があれば、市町村や県民に周知 国等の動向の情報収集
県民生活･男女共
同参画課

38
国際化時代にふさわしい人
づくり（高知県国際交流協
会）

○国際交流協会全ての事業

○市町村イベント等への積極的な参加

○市町村や個人との連携や情報提
供

○新たな人材（ボランティア等）の発
掘

○市町村と共催で異文化理解講座を開催し、
協会のパネル展示やパンフレット配布を実施

・協会の活動について情報提供できた。

○日本語ボランティア研修や語学ボランティア
を対象とした通訳・翻訳講座を実施

○安芸市と四万十市の講座で情報提供
を行い、これまでよりも広く協会の活動
を周知できた。

○日本語ボランティア数が増加した
（201名→221名）

○国際交流協会全ての事業

○市町村イベント等への積極的な参加

○市町村や個人との連携や情報提
供

○新たな人材（ボランティア等）の発
掘

国際交流課

39
交流イベントや異文化理解講
座の開催（高知県国際交流
協会）

○国際ふれあい広場inこうち開催事業
県民の国際交流に対する理解を深めて
もらうとともに、県民の国際交流活動へ
の参画のきっかけづくりなどを目的に実
施。

○親子で学ぶ国際理解講座開催事業
小学生を対象に、21世紀を担う未来の
「国際土佐人」を育成するため、国際協
力や異文化理解のための講座を開催
し、国際感覚豊かな子どもたちを育て
る。

○異文化理解講座開催事業
県内在住外国人、留学生、国際交流員
などを講師として彼らの母国の様々な
生活様式、習慣等を紹介することにより
相互理解を深める。

○ジュニア国際大学開催事業を組
み替え、親子で学ぶ国際理解講座
開催事業として、小学生とその保護
者を対象に実施する。子供たちに
国際交流に関心をもってもらうため
「料理」を取り上げ、親子で調理す
ることにより親子の絆を深めるとと
もに、講師となる在住外国人や南
米研修生とのふれあいを通じて、多
文化共生や高知県人の南米移住に
対する理解を促進する。

○異文化理解講座の開催地や曜
日・時間帯などについて、より多くの
参加者が見込めるよう検討する必
要がある。

○国際ふれあい広場inこうち
　10月22日（日）開催を予定していたが、台風
接近のため中止

○親子で学ぶ国際理解講座
　8月2日（水）開催　31名参加
　12月2日（土）開催　21名参加

○異文化理解講座
　高知市
　　7月1日（土）中国・韓国　32名参加
　　7月15日（土）オーストラリア・マレーシア
　　　　　　　　　　　　　　　　　26名参加
　安芸市
　　11月18日（土）アルゼンチン・パラグアイ
　　　　　　　　　　　　　　　　　24名参加
　四万十市
　　12月16日（土）中国・イギリス　54名参加

○異文化理解出前講座
　11月18日から2月13日に5回開催
　538名参加

・県民にとって、異文化を体験する機会とな
り、外国の文化や習慣について理解が深まっ
た。

○国際ふれあい広場は台風接近のた
め中止となった。

○ジュニア国際大学を親子で学ぶ形に
組み替え、8月と12月の2回開催したこと
により参加希望者が増加した。

○異文化理解講座の開催を平日の夜
間（18:30～20:00）から土曜日の午後
（13:30～15:30）に変更したことや対象者
を高校生以上に拡大し、各高校に周知
したことが参加者の増加につながった。

○異文化理解出前講座の参加者は昨
年度よりも大きく増加している。（391名
→538名）

○国際ふれあい広場inこうち開催事業
県民の国際交流に対する理解を深めても
らうとともに、県民の国際交流活動への参
画のきっかけづくりなどを目的に実施。

○親子で学ぶ国際理解講座開催事業
小学生を対象に、21世紀を担う未来の「国
際土佐人」を育成するため、国際協力や
異文化理解のための講座を開催し、国際
感覚豊かな子どもたちを育てる。

○異文化理解講座開催事業
県内在住外国人、留学生、国際交流員な
どを講師として彼らの母国の様々な生活
様式、習慣等を紹介することにより相互理
解を深める。

○親子で学ぶ国際理解講座につい
ては、より多くの希望者が参加可能
となるよう検討する。

○異文化理解講座についても、より
多くの方に参加いただけるよう、開
催地や曜日・時間帯について、引き
続き検討する。

国際交流課
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組

通
し
番
号

テ
ー
マ

課
　
　
題

取
組

取組の内容 担当課室

40
男性の家事・育児・介護の分
担に向けた啓発

機会を通じてさらに配布し、啓発を図
る。

-

平成28年度に作成した男性の家事・育児・介
護の啓発冊子を、各種イベント等を利用して
配布し、啓発を行った。
また、高知市、ソーレに冊子データを提供する
ことで、広く活用してもらうことができた。（パネ
ル展示など）

写真、イラストを多用し、見やすく手に
取ってもらいやすい冊子であることか
ら、配布することで啓発につながってい
る。

・機会を通じてさらに配布し、啓発を図る。
・路面電車内に掲示する。（ソーレ）

-
県民生活･男女共
同参画課

41

こうち男女共同参画センター
「ソーレ」における広報・啓発
（男女共同参画関連講座・講
演会、情報誌等による啓発）

（こうち男女共同参画センター管理運営
費)
・情報紙「ソーレ・スコープ」
・男女共同参画推進月間講演会
・男性家事講座

効果的な啓発・広報の検討
・男女共同参画推進月間の開催　216名参加
「男が働かない、いいじゃないか！～男性の
仕事中心の生き方を見直す～」

・ジェンダーや性別役割について、男性
講師がその経験等から、男女共同参画
は男性も当事者であることが伝えられ
た。
・県立大学の協力により、多くの学生の
参加があった。

・情報紙「ソーレ・スコープ」
・男女共同参画推進月間講演会
・男性家事講座
・男性応援講座

・効果的な啓発・広報の検討 ソーレ

42 介護の基礎講座の開催
（ふくし交流プラザ管理運営事業）
・県民に対する介護講座事業の開催

県民介護講座事業の周知・参加の
促進

○県民介護講座
・体験入門講座
　（各コース随時開催）
　　見学コース　　　　　　　　14回388名
　　高齢者疑似体験コース13回286名
　　車イス体験コース　　　　6回113名
・家庭介護基礎講座（全５回）
　知っておきたい家庭介護　5回66名
・テーマ別講座（各テーマ２回、全20回）
　高齢期知っとく講座（認知症の話等）　20回
683名

・福祉用具の見学や高齢者疑似体験、
車椅子の体験を行い、介護を身近に感
じ、興味を持ってもらう機会を提供した。
・生活や病気、さまざまな支援制度など
身の回りの知識を学ぶことにより、介護
だけではない高齢者の生活や制度につ
いての知識を深めることができた。
・地域でも気軽に介護について学べる
環境を整えることにより、介護に対する
知識を深めたり、研修への参加意識を
高めることができた。

（ふくし交流プラザ管理運営事業）
・県民に対する介護講座事業の開催

県民介護講座事業の周知・参加の
促進

地域福祉政策
課

43
父親の育児参加のための啓
発

〇こうちプレマnetの活用促進
　県民への広報（市町村を通じて、妊産
婦等にもチラシを配布）
　子育てサークル等の活動やイベント
情報の提供・充実等
○子育て応援情報紙「大きくなあれ」の
発行　年4回・各40,000部
〇子育て出前講座　７回
○ライフプランセミナー出前講座10回

○子育て支援やワーク・ライフ・バラン
スの推進などの好事例の取組紹介等
　・高知家「出会い・結婚・子育て応援」
フォーラムの開催
　・高知家の出会い・結婚・子育て応援
団交流会の実施

◆ターゲット層に繋がる効果的な広
報・啓発の取り組み
◆企業への積極的な周知
◆高知家の出会い・結婚・子育て応
援団との協調活動

○子育て支援やワーク・ライフ・バラ
ンスの推進などの好事例の取組紹
介等

・高知家の出会い・結婚・子育て
応援団や企業の取組の充実
　・企業等の取組事例の横展開

○こうちプレマnetの運営
・子育てサークルや子育て支援センターの取
組情報を随時掲載　300件　（H29年度末）
・サイトアクセス数　183,908件
　（H29年度月平均アクセス数15,326件）
・高知市やいの町など、出生の多い市町
　が情報発信ツールとして活用
○子育て応援情報紙「大きくなあれ」年4回発
行　7月号　40000部発行
　育休事例やワークライフバランスへのアドバ
イス等を毎号掲載
○子育て出前講座
　3回実施　７╱29 　9╱28  12╱16
　27名参加（男性16名含む）

○子育て支援やワーク・ライフ・バランスの推
進などの好事例の取組紹介等
  ・高知家「出会い・結婚・子育て応援」フォー
ラムの開催(10/21)
　・高知家の出会い・結婚・子育て応援団交流
会の実施　（第１回9月：県内3カ所、第2回１１
月１カ所、第３回２月１ヵ所）
  ・応援団取組事例報告会の開催（2/13）

○こうちプレマnetの運営
　サイトへのアクセス数は増加傾向。
　今後もいろんな場面で周知を図るとと
もに、子育てに関する情報基地となるよ
う市町村にも活用を促していくことで啓
発効果が高まっていくと思われる
○子育て応援情報紙「大きくなあれ」発
行
　本事業における子育て支援に資する
情報発信としての狙いは民間の取り組
みやインターネットの発達により他に補
完できるツールが出てきたことから取組
の役割を終了する
○子育て出前講座
　男性の参加もあり、家庭での育児参加
について考える機会になっている

○応援団と協働した取組のさらなる充
実が必要
・県の施策を企業に取り入れていただく
ためのアプローチ
・他団体の取組事例を参考にした企業
の取組の横展開

〇こうちプレマnetの活用促進
　県民への広報（市町村を通じて、妊産婦
等にもチラシを配布）
　子育てサークル等の活動やイベント情
報の提供・充実等
　掲載内容の見直し
○子育て応援情報紙「大きくなあれ」の発
行
→廃止
〇子育て出前講座　７回

○応援団と協働した取組の充実に向けた
支援
・従業員への周知を図る「応援団通信」の
情報の充実
・県民に対して応援団が行う自らの取組を
紹介するため、新聞広告やパネルを活用
しての広報
・応援団交流会の開催（（具体的に進める
取組）
・高知家「出会い・結婚・子育て応援」
フォーラムの開催
・男性の育児休暇・育児休業の促進（企
業・団体における「育児休業・育児休暇の
取得促進宣言」）

◆ターゲット層に繋がる効果的な広
報・啓発の取り組み
◆企業への積極的な周知
◆高知家の出会い・結婚・子育て応
援団との協調活動

○応援団と協働した取組のさらなる
充実
・県の施策を企業に取り入れていた
だくためのアプローチ
・他団体の取組事例を参考にした
企業の取組の横展開

児童家庭課
少子対策課
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組

通
し
番
号
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マ

課
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取
組

取組の内容 担当課室

44 ・県広報誌等へ掲載 ・福祉用具常設展示品の再整理

・福祉に関する図書、ビデオ及び福祉機器の
貸出を行った。
・常設展示以外に、年1回県内最大規模（3日
間　　延べ約2,000名）の総合的な福祉用具の
展示会を開催した。
・さんＳＵＮ高知、高知新聞等に福祉機器展の
情報を掲載した。

・県広報誌などへの掲載及びパンフレッ
トの配布等により、介護講座を周知し
た。
・介護や福祉に関する様々な情報や機
器を貸出という方法で、手軽に入手でき
るよう努めた。
・福祉用具を一堂に集め、実際に手に
取ったり、体験することにより、さまざま
な障害やそれに合った用具や介護方法
があることを学ぶ機会を提供することが
できた。

・県広報誌等への介護支援情報の掲載
・福祉用具の常設展示による介護支援情
報の提供

・県民ニーズに対応した介護支援
情報の提供

地域福祉政策
課

45

・介護サービス情報の公表制度による
介護サービス事業者に関する情報の公
表
・高齢者の相談窓口に関する周知を広
く行う。
・介護者への支援と相談体制の確立

・地域包括支援センターなど、他機
関の相談窓口も含め、広く周知を行
う必要がある。
・認知症に関する正しい知識や相
談窓口の普及啓発を継続して実施
する必要がある。

・介護サービス情報の公表制度による介護
サービス事業者に関する情報の公表

・高齢者総合相談事業の実施
　　 一般相談：482件
　　 専門相談：37件

・認知症コールセンター利用件数：365件

・高齢者総合相談窓口への相談件数が
減少しているのは、各市町村地域包括
支援センターでの相談業務などが地域
の相談機関として認知されてきたためと
思われる。

・認知症コールセンターの利用件数は昨
年度より減少している。

・介護サービス情報の公表制度による介
護サービス事業者に関する情報の公表

・高齢者の総合相談窓口での相談受付及
び周知

・認知症高齢者及び介護者の相談体制の
確立

高齢者福祉課

46
県民への男女共同参画・女
性問題に関する啓発・広報
（再掲）

【人権啓発研修事業－人権啓発シリー
ズ新聞掲載事業】
対象：県民
内容：高知新聞の紙面を通して、さまざ
まな人権について啓発コラムを掲載す
ることで、県民の人権意識の普及高揚
を図る。

【人権啓発研修事業－人権啓発セン
ター情報発信事業】
対象：県民
内容：WEB広告、新聞広告等、さまざま
な媒体を利用し、県民の人権意識の普
及高揚を図る。

【人権啓発研修事業－人権啓発シ
リーズ新聞掲載事業】
・さまざまな人権課題をテーマとで
きるよう複数年にわたる計画を立て
る必要がある一方で社会情勢の変
化への対応も求められる。
・テーマに合った執筆者の情報収集
が必要である。

【人権啓発研修事業－人権啓発セ
ンター情報発信事業】
媒体の対象となる年齢層に関心を
喚起させられるよう工夫する必要が
ある。

【人権啓発研修事業－人権啓発シリーズ新聞
掲載事業】
「心呼吸２０１７人権啓発シリーズ」
　　　　　　　　　　　　（高知新聞朝刊掲載）
第3回（８／２１）「社会の常識、ネットの常識」
　（情報文化総合研究所代表取締役
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐藤佳弘）
第5回（１０／１７）「隣にいるＬＧＢＴと共に」
　　（弁護士　山下敏雅）
第7回（１２／２７）「もうセクハラなくそうよ」
　（アトリエエム(株)代表・産業カウンセラー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三木啓
子）

【人権啓発研修事業－人権啓発センター情報
発信事業】については、「女性の人権」を取り
上げることはできなかった。

第3回は、インターネットは性犯罪につな
がる危険性があり、保護者はもちろんで
あるが、ＳＮＳが身近にある若年世代へ
のメッセージになった。
第5回は、性的マイノリティの人々が抱
える様々な困難を紹介し、「性」による身
近な人権問題としてとらえることの大切
さを伝えることができた。
第7回は、様々なハラスメントの中で特
に「セクハラ」を取り上げ、「セクハラ」が
人権侵害であり被害者の立場に立つこ
と、周囲の不用意な言動が2次被害につ
ながること、職場の男女共同参画を進
めることの大切さなどわかりやすく伝え
ることができた。

【人権啓発研修事業－人権啓発シリーズ
新聞掲載事業】
対象：県民
内容：高知新聞の紙面を通して、さまざま
な人権について啓発コラムを掲載すること
で、県民の人権意識の普及高揚を図る。

【人権啓発研修事業－人権啓発センター
情報発信事業】
対象：県民
内容：WEB広告、新聞広告等、さまざまな
媒体を利用し、県民の人権意識の普及高
揚を図る。

（人権啓発研修事業　人権啓発シ
リーズ新聞掲載事業）
・さまざまな人権課題をテーマとで
きるよう複数年にわたる計画を立て
る必要がある一方で社会情勢の変
化への対応も求められる。
・テーマに合った執筆者の情報収集
が必要である。

（人権啓発研修事業　人権啓発セ
ンター情報発信事業）
媒体の対象となる年齢層に関心を
喚起させられるよう工夫する必要が
ある。

人権課
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の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画
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47

・道徳科研究指定校事業（10校指定）
・道徳推進リーダーの育成及び活用
・道徳教育パワーアップ研究協議会
・市町村道徳推進協議会
・道徳研修講座
・道徳教育に関する調査
・「家庭で取り組む　高知の道徳」改訂

・道徳の教科化に向けて趣旨の周
知及び徹底
・学校、家庭、地域との連携を図っ
た道徳教育の充実

・道徳科研究指定校事業（10校指定）
　「小・中学校道徳教育研究協議会及び
　　道徳科研究指定校研究発表会の開催」
　　11月13日　中村南小学校（108名参加）
　　11月17日　安田中学校（84名参加）
　　11月17日　葉山小学校（71名参加）
　　11月17日　一宮中学校（147名参加
　　11月21日　岡豊小学校（136名参加）
　　11月21日　東中筋中学校（59名参加）
　　11月24日　久礼中学校（103名参加）
　　11月28日　舟入小学校（173名参加）
・第2期道徳推進リーダーの育成・活用
　＊計12名（小6名、中6名）の育成
　　研修：第1回：5月 9日（ 43名参加）
  　　　　　第2回：6月30日（ 69名参加）
　　　　　　＊市町村道徳推進協議会を兼ねる
　　　　　　第3回：8月 2日（ 69名参加）
　　　　　　第4回：8月24日（ 21名参加）
　　　　　　第5回：自校研修
　　　　　　第6回：指定校の研究発表会に参加
　　　　　　第7回：1月23日（111名参加）
　　　　　　＊道徳教育パワーアップ研究協議
会
　　　　　　第8回：2月16日（ 41名参加）
・道徳教育に関する調査の実施（5月・2月）
・「家庭で取り組む　高知の道徳」改訂
　ワーキングを5回実施
　全小中学生に配付（H30,3,5）：52,300冊

・平成29年度全国学力・学習状況調査
児童生徒質問紙によれば、以下の質問
項目において肯定的回答をした児童生
徒の割合が、全国よりも高い結果となっ
た。
　「自分にはよいところがあると思う」
　　小学生：80.0（全国比＋2.1p）
　　中学生：71.1（全国比＋0.4p）
　「いじめはどんな理由があってもいけ
ないことだと思う」
　　小学生：97.4（全国比＋1.3p）
　　中学生：93.7（全国比＋0.9p）
　「人の役に立つ人間になりたいと思う」
　　小学生：94.0（全国比＋1.5p）
 　 中学生：93.3（全国比＋1.4p）

　一方、同じ質問紙で、道徳の時間に児
童生徒が自ら考え、話し合う活動ができ
ているかを問う項目において肯定的回
答が増えつつあるものの、児童生徒と
教員では受け止め方に差がある。
　児童（82.1）⇔小学校（95.9）
　生徒（83.5） ⇔中学校 （93.5）

　また、親切・思いやりに関する質問の
肯定的な回答が全国を下まわっており、
更に中学校においては、昨年度より減
少している。
　小学生：84.7（全国比－0.6p）
　中学生：83.3（全国比－1.1p）

・市町村教育委員会が主体となり、道徳
推進リーダーを活用しながら、地域ぐるみ
の道徳教育を推進する。

・各種研修会を通して、新学習指導要領
の趣旨や指導及び評価方法について周
知・徹底を図る。

・「家庭で取り組む　高知の道徳」を活用、
普及させ、児童生徒の道徳性の向上を図
る。

・「家庭で取り組む　高知の道徳」改
訂版の活用促進

・学校と家庭・地域の連携強化

・新学習指導要領の周知・徹底

・道徳推進リーダーの活用

小中学校課

48

49

50

51

52

53

男女平等や女性の人権に関
する教育の充実

・今後も、各教育事務所と連携を図りな
がら、人権教育全体計画・年間指導計
画の充実に向けた支援を継続する。

・県立学校については、人権教育課で
計画の点検を行い、充実に向けた支援

を行う。

各学校の特色に応じた取組を尊重
しつつ、学校が抱える課題や求め
る支援に適切に対応していくことが

必要。

男女共同参画や女性の人権についての研修
の必要性については、県民に身近な１０の人
権課題と併せて、人権教育主任連絡協議会
等で説明してきた。

学校のニーズとしては、新たに追加され
た３つの人権課題への対応やいじめ、
ネット問題等をテーマにした研修依頼が
多く、女性の人権をテーマにしたニーズ
は少ない。女性の人権について考える
場の必要性を機会あるごとに訴えていく

必要がある。

人権教育・啓発に関する取組において、
男女共同参画や女性の人権をテーマにし
た内容を組み込んでもらうことと、人権問
題についての研修の機会を増やすこと

を、人権教育主任連絡協議会等を通じて
働きかける。

男女共同参画や女性の人権につい
ての研修の場の設定と教職員の

ニーズとの調整。

高等学校課
特別支援教育課

人権教育課

男女平等や女性の人権に関
する小中学生向け教材の作
成

女性の人権をテーマにした実践事例の
充実に向けた支援を行う。

より汎用性のある実践事例の作成
に向けて、改訂作業部会での検討
が必要。

実践事例集の作成を進めており、女性の人権
については、高等学校の実践事例を資料とし
て作成している。

発達段階に応じた事例を、より多く作成
する必要がある。

女性の人権をテーマにした実践事例の充
実に向けた支援を行う。

より汎用性のある実践事例の作成
に向けて、改訂作業部会での検討
が必要。

小中学校課
特別支援教育課
人権教育課
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54

55

56

57

59

〇生徒の県内企業理解を促進するため
県内企業見学に参加する生徒を増や
す。
　特に普通高校に対して、ものづくり総
合技術展などを活用して、職業理解と
県内企業の魅力を伝える取り組みを推
奨する。

〇インターンシップについては、実施を
していない学校に対して実施を勧めると
ともに、すでに実施している学校につい
ては、就業体験が効果的なものになる
よう事前事後指導を充実させるよう助言
する。

〇企業見学やインターンシップ受け
入れ企業等の情報提供

〇企業・学校見学
　生徒、教職員が県内企業等を訪問し、施設
見学や体験学習を行う。
　参加生徒　1,938人　123社（11月末）

○ものづくり総合技術展
　　　1,811人が参加（見学）
　　　うち普通科・総合学科 814人が参加

〇インターンシップ
　職業観・勤労観の育成等を目標に、県内企
業で就業体験を行う。
　参加生徒　531人　296社（11月末）

　県内企業での見学や就業体験を通し
て、職業理解や勤労観の醸成につな
がった。
　徐々にではあるが、企業見学に参加
する生徒が増えている。
　また、企業見学等を実施していない学
校等にものづくり総合技術展への参加
（見学）を呼び賭け、多くの高校生が参
加することができた。

〇生徒の県内企業理解を促進するため県
内企業見学に参加する生徒を増やす。
　特に普通高校に対して、ものづくり総合
技術展などを活用して、職業理解と県内
企業の魅力を伝える取り組みを推奨す
る。

〇インターンシップについては、実施をし
ていない学校に対して実施を進めるととも
に、すでに実施している学校については、
就業体験が効果的なものになるよう事前
事後指導を充実させるよう助言する。

〇事前・事後指導の充実

○インターンシップ等の目的の明確
化

高等学校課

公立学校における男女混合
名簿導入の推進

次回の調査に向けて、今後とも、市町
村教育長会や小中校長会、県立学校
長会、指導事務担当者会等の場で、男
女混合名簿の意義・目的を周知してい

く。

市町村教育委員会との連携。
男女混合名簿の意義や必要性について周知
する場をもつことができなかった。

男女混合名簿を実施していない市町村
等に対して、働きかけを行う必要があ
る。

次回の調査に向けて、市町村教育長会や
小中校長会、県立学校長会、指導事務担
当者会等の場で、男女混合名簿の意義・
目的を周知していく。

市町村教育委員会との連携

 小中学校課
高等学校課

特別支援教育課
人権教育課

58

職域拡大を含めた個性と能
力に応じた進路指導の充実

○キャリア教育地区別指導者研修の開
催
・地区別（東部・中部・西部）開催
・新学習指導要領におけるキャリア教
育の趣旨の周知及び徹底
・キャリアシートの普及及び活用促進
○キャリアシート「指導の手引き」作成
　ＷＧの開催
　・年間５回
　・キャリアシート実践事例の収集
　・「みらいスイッチ」改訂について協議
○小・中学校におけるキャリア教育に関
する実態調査の実施

・新学習指導要領におけるキャリア
教育の趣旨の周知及び徹底
・キャリアシートの普及及び活用促
進

・キャリア教育地区別指導者研修の開催
　講話：新学習指導要領におけるキャリア教
育の趣旨について
　演習：キャリアシートの普及及び活用促進に
ついて
　中部7/27（116名）
　東部8/　3 （68名）
　西部8/18（62名）

・キャリアシートの「指導の手引き」作成ワーキ
ングの実施（5/23・7/7・12/15・1/12・3/13）
　内容：実践事例様式例検討
　　　　　キャリアシート活用演習の検討等

○本県の児童生徒の将来の夢や志に
関する意識は、ほぼ全国並である。
【H29年度全国学力・学習状況調査：肯
定的回答（全国平均との差）】
・将来の夢や目標をもっている
　小学生（－0.7p）　中学生（＋3.1p）
・人の役にたつ人間になりたいと思う
　小学生（＋1.5p）　中学生（＋1.4p）
・ものごとを最後までやりとげて、うれし
かったことがある
  小学生（＋0.5p）　中学生（－0.3p）
・特別活動を含め、教科横断的な指導と
系統的な指導を踏まえた新教育課程に
ついて理解が進んでいる。
　（参加者アンケートの結果）
　「新学習指導要領（特別活動）の趣旨
について理解できた」肯定的割合：92.3%
・演習で事例を作成することで、特別活
動の指導案の具体や自校の計画見直
しの必要性について理解が深まった。
　（参加者アンケートの結果）
　「演習を通して、キャリアシートを授業
に位置付ける意義や目的、活用の仕方
について理解できた」肯定的割合：97.1%
・キャリア教育地区別指導者研修で、
キャリアシートを活用して演習を行った
ものの、中身を初めて見る学校もあり、
まだ理解が十分とは言えない。
・各校において新学習指導要領に基づく
全体計画、年間指導計画の作成が必要
である。

・中学生のためのキャリア教育副読本「み
らいスイッチ」を新学習指導要領の内容に
基づき改訂し、配付することで自己の生き
方について深く考え、夢や志を抱き、個々
の進路選択に生かせるようにする。

・キャリアシートの効果的な活用方法事例
を掲載した「指導の手引き」を単元テスト
システムにて配信・普及していく。

・単元テストシステムを活用した校内研修
の実施により、新学習指導要領における
キャリア教育の周知・徹底を図る。

・新学習指導要領におけるキャリア
教育の趣旨の周知及び徹底

・新学習指導要領の趣旨に沿った
キャリア教育の全体計画及び、年
間指導計画に基づく実践や校内組
織運営の推進

・キャリアシートの活用促進

小中学校課
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60
職域拡大を含めた個性と能
力に応じた進路指導の充実

・就職アドバイザー（２名）を配置し、就
職先や現場実習先の開拓を継続する。
県内多くの企業等に当たっている。今
後は、高等学校の就職アドバイザーと
の情報交換等を密にする。
・卒業生に対するアフターケアを強化す
るため、卒業後３年程度の定着率等の
状況調査を実施する。
・外部専門家を活用した、キャリア教育
の充実については、昨年度から取り組
み始めた学校もあり、引き続き実施して
いく。今後は、知的障害の教育課程研
究集会等において、各学校の取組を共
有し、更なる充実に向けての取組を加
速させる。
・技能検定については、より多くの生徒
がチャレンジできるように検定種目・部
門を拡大する。

・障害者の雇用に消極的な事業者
に対して、より強く働きかけ、障害者
への理解を深めていく必要がある
・キャリア教育の視点での学習に十
分取り組めていない学校に対して、
外部専門家を活用し、実践例の積
み重ねが必要。
・労働関係機関との一層の連携に
より、情報共有や企業等への啓発
を行う必要がある。

・現場実習先・進路先の開拓
訪問事業所数：811社　　うち新規事業所：265社
・障害保健支援課主催の「障害者職業能力開発情
報交換会」への就職アドバイザーの参加
（4/19,9/6,11/29,2/16）
・Ｈ26～28年度卒業生の離職状況等に関する実態
調査の実施
離職率：7.4％　　内１年以内の離職率：62.5％
離職理由：ﾐｽﾏｯﾁﾝｸﾞ45％、問題行動20％、人間関
係15％、生活習慣の乱れ5％、その他15％
・キャリア教育アドバイザーの活用
中村特別支援学校･･･2回（8/2、11/8）
山田養護学校･･･3回（7/21、10/31,11/28）
日高養護学校･･･1回（11/1）
・特別支援学校第2回技能検定･･･Ｈ30年1月20日
開催（受検者50名）
○特別支援学校では、就職アドバイザーを活用す
ることで、新規の現場実習先や進路先の開拓がで
き、生徒の就労に対する意欲の向上につながっ
た。
○労働・福祉関係者・高等学校の就職アドバイ
ザーとの連携により、情報共有が進み、障害があ
る生徒の就労につながった。
○キャリア教育アドバイザー等の外部専門家の活
用により、キャリア教育の視点を取り入れた授業改
善につながった。

・高等部３年生のほぼ全員の現場実習
及び施設体験等を実施することができ
た。
・就職アドバイザーが、事業所訪問によ
る実習先や職場の開拓及び関係機関と
の連携を行ったことで、生徒の現場実習
等受け入れ先が拡大し、生徒の就労意
欲を高めることができた。
・Ｈ26～28年度卒業生の離職状況等に
関する実態調査を実施し、原因等につ
いて分析を行ったが、まだ特別支援学
校へのフィードバックができていない。
・職業のミスマッチングが早期離職の原
因につながっている可能性があり、保護
者への早期からのガイダンスや就職ア
ドバイザーと連携し、就労体験や現場実
習に計画的に取り組む必要がある。
・知的障害以外の特別支援学校でも、
外部専門家を活用するなど、キャリア教
育の視点での授業改善を進める必要が
ある

・引き続き就職アドバイザーによる就職先
や現場実習先の更なる開拓を行う。
・早期からの一貫したキャリア教育を推進
するため、進路支援推進会議（関係機関・
企業等と情報交換、研究協議）を実施す
る。また、児童生徒や保護者等に対して、
進路指導・就労支援セミナーを実施する。
・新学習指導要領の趣旨に沿った「主体
的・対話的で深い学び」（アクティブラーニ
ング）の視点を取り入れた教育課程及び
教育実践の研究を引き続き行う。
・特別支援学校第3回技能検定の開催
平成30年8月28日（予定）
（昨年度と同じ２部門で実施）
・障害者雇用促進セミナー（労働局主催）
へ多くの企業に参加を促すとともに、労働
局と連携し、企業への技能検定リーフレッ
トの配布等により特別支援学校の生徒に
ついて理解を深める。

・児童生徒の希望する進路の保障
を更に進めるため、進路支援推進
会議を活用し、教育･福祉･労働等
の関係機関、企業等とのネットワー
クを構築する。
・知的障害以外の障害種の特別支
援学校においても、新学習指導要
領の趣旨に沿った「主体的・対話的
で深い学び」（アクティブラーニン
グ）の視点を取り入れた教育課程
及び教育実践の研究を行う必要が
ある。
・特別支援学校に在籍する生徒に
も一般企業に就労可能な生徒が在
籍していることを企業側に知っても
らうことが必要である。

特別支援教育課

61
教職員等に対する男女共同
参画に関する研修の実施
【再掲】

教職員研修等において、男女共同参画
や女性の人権をテーマにした内容を組
み込んでもらえるよう、人権教育主任連
絡協議会等を通じて働きかける。

男女共同参画や女性の人権につい
ての研修の場の設定と教職員の
ニーズとの調整。

男女共同参画や女性の人権についての研修
の必要性については、県民に身近な１０の人
権課題と併せて、人権教育主任連絡協議会
等で説明してきた。

学校のニーズとしては、新たに追加され
た３つの人権課題への対応やいじめ、
ネット問題等をテーマにした研修依頼が
多く、女性の人権をテーマにしたニーズ
は少ない。女性の人権について考える
場の必要性を機会あるごとに訴えていく
必要がある。

教職員研修等において、男女共同参画や
女性の人権をテーマにした内容を組み込
んでもらうことと、人権問題についての研
修の機会を増やすことを、人権教育主任
連絡協議会等を通じて働きかける。

男女共同参画や女性の人権につい
ての研修の場の設定と教職員の
ニーズとの調整。

人権教育課

62

（思春期相談センター事業費）
・高知県性に関する専門講師派遣事
業、性の出前講話の継続実施
・思春期ハンドブックを高校1年生等に
配布、活用を図る

・思春期ハンドブックの教材活用の
推進
・教育委員会、学校現場との連携
強化

・高知県性に関する専門講師派遣事業の実
施：県立高等学校等9校実施
　(６月３校、７月4校、８月１校、９月１校、10月
４校、11月４校、12月２校、１月２校、３月１校)
　※思春期ハンドブックを活用
・思春期ハンドブックを高校1年生等に配布（６
月）

〈成果〉（3月末現在）
・専門講師派遣事業の実施校数　22校（3,116
人）
・思春期ハンドブックの配布
　　県内全高校1年生等　47校
　　配布希望校、市町村等　５高校、３中学、６
市町

①事業活用希望校が増加し、性教育の
機会を得る生徒数の拡大につながると
共に、思春期ハンドブックを活用した講
師による講話を実施することで、性に関
する正しい情報提供等について、直接
働きかけができている。

（思春期相談センター事業費）
・高知県性に関する専門講師派遣事業、
性の出前講話の継続実施
・思春期ハンドブックを高校1年生等に配
布、活用を図る
・塩見記念青少年プラザ移転（6月予定）。
移転の周知、来所者(面接相談含む）へ機
会をとらえた性情報の提供、館内関係団
体との連携強化

・思春期ハンドブックの教材活用の
推進
・教育委員会、学校現場との連携
強化

健康対策課

63

・「性に関する教育の充実」支援チーム
の開催により、「いきいき心と体の性教
育」（指導の手引き）の改訂に向けた活
用の現状把握
・ＷＹＳＨ教育全国研修会（性教育に関
する指導者研修会）へ引き続き教員を
派遣

・教職員の資質、意識に差があるこ
と

・高知県市町村衛生職員協議会（安芸支部）
において講義を実施
・支援チームによる取組は未実施

・性に関する教育について、外部講師と
の連携の充実が必要。
・ＷＹＳＨ教育全国研修会（性教育に関
する指導者研修会）への教員派遣は希
望者多数により抽選に漏れたため、派
遣できなかった。

・性に関する教育の実施状況調査の実施
（隔年）
・教員の資質向上を目的とした研修会等
を通じて、性に関する指導の年間計画（学
校保健計画への位置づけも含む）の作成
率の向上を目指す

・学習指導要領の改訂をふまえた
取組の推進

保健体育課
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64
高知県思春期相談センター
［PRINK］における性に関する
相談・啓発の実施

（思春期相談センター事業費）
・思春期相談センターでの相談事業の
継続
・思春期ハンドブックをホームページに
掲載し情報発信を継続

・思春期相談センター活動の周知
・ホームページによる情報発信の強
化

・電話・メール・面接相談の実施（随時）
・広報用名刺カードの配布

〈成果〉（３月末現在）
・電話相談　　1,152件
・メール相談　 　 19件
・面接相談　　　    0件
・広報用名刺カード配布
　県内高校全生徒、県立・私立・高知市中学
校や関係機関等に配布約 3.2万枚

・電話相談の約8割が思春期の子どもた
ちで、思春期の性の相談窓口として利
用され、利用者の悩み等にも対応でき
ている
・9割以上が男性の利用者で、その中で
も多い相談内容を記載した思春期ハン
ドブックをホームページに掲載し、情報
発信している。

（思春期相談センター事業費）
・思春期相談センターでの相談事業の継
続
・思春期ハンドブックをホームページに掲
載し情報発信を継続
・塩見記念青少年プラザ移転（6月予定）。
移転の周知、来所者(面接相談含む）へ機
会をとらえた性情報の提供、館内関係団
体との連携強化

・思春期相談センター活動の周知
・ホームページによる情報発信の強
化

健康対策課

65
PTA活動への男女共同参画
の促進

・高知県ＰＴＡ研究大会での取組
　高知県ＰＴＡ研究大会において、県の
取組について周知を図るとともに、学
校・家庭・地域が連携した取組について
働きかけを実施
　日時：平成29年７月9日
　参加者：県内保・幼・小・中・高等学校
ＰＴＡ及び関係者350名
　講演、実践報告による研修
　テーマ：『学校・家庭・地域から子ども
の育ちを考える』
・地区別研修会での取組
　小中学校ＰＴＡ、高等学校ＰＴＡとも
に、地区別研修会においていじめ防止
等、子どもたちの健全育成への取組に
ついて協議を実施

・男女とも参加を促進するよう次年
度の研修会への参加を計画しても
らうよう働きかける。
・育児中の保護者が安心して参加
できるようにするため託児支援を充
実させる。

・子どもたちを取り巻く多様な教育課題を解決
するために、保護者・学校・行政が一体となっ
て研修・協議を実施。
・ＰＴＡ研究大会　参加者数301人　アンケート
肯定的回答率　92.9%(585/630のべ回答数）
・ＰＴＡ教育行政研修会　総参加者数703人
アンケート肯定的回答率　79.8％
（3192/4001のべ回答数）

・各研修会に参加したＰＴＡは、男女とも
に新しい情報を得ることができ、新たな
取組活動への意欲を持つ事ができてい
る。
・PTA教育行政研修会の参加者数は前
年比で83名増加し、地域全体で子ども
たちを見守り育てる機運が高まってい
る。
・研修会への参加を前年度から働きか
け、予算を含め次年度の研修会への参
加を計画してもらうよう働きかけを続け
る。

・高知県ＰＴＡ研究大会での取組
　高知県ＰＴＡ研究大会において、県の取
組について周知を図るとともに、学校・家
庭・地域が連携した取組について働きか
けを実施
　日時：平成30年７月上旬
　参加者：県内保・幼・小・中・高等学校ＰＴ
Ａ及び関係者350名(予定）
　講演、実践報告による研修
　テーマ：「学校・家庭・地域から子どもの
育ちを考える」
・地区別研修会での取組
　小中学校ＰＴＡ、高等学校ＰＴＡともに、
地区別研修会においていじめ防止等、子
どもたちの健全育成への取組について協
議を実施

・少子化に伴い、小規模な単位ＰＴ
Ａでは外部の研修会に参加する人
員や旅費が十分でないことが課題
となっている。
・研修会への参加を前年度から働
きかけ、予算を含め次年度の研修
会への参加を計画してもらうよう働
きかけを続ける。

生涯学習課

66

民間企業等におけるワーク・
ライフ・バランスの推進（高知
家の出会い・結婚・子育て応
援団の創設・取組み支援）

○結婚や子育てを支援する機運の醸成
　・企業等の子育て支援やワーク・ライ
フ・バランスの推進などの取組事例の
紹介
　・テレビ等でのCM放送
　・高知家「出会い・結婚・子育て応援」
フォーラム

○「高知家の出会い・結婚・子育て応援
団」の取組の充実・拡大
　・応援団登録に向けた企業訪問等の
拡大
　・応援団通信の発行（定期）による応
援団への情報提供や取組情報の収集
　・応援団交流会の開催による担当者
間の情報共有の場づくり

○結婚や子育てを支援する機運の
醸成
　・効果的な広報、啓発の実施

○「高知家の出会い・結婚・子育て
応援団」の取組の推進
　・応援団の登録数の増加
　・応援団と協働した取組の充実

○結婚や子育てを支援する機運の醸成
　・応援団取組紹介冊子の作成・配布
　・映画館CM放映（8/5～9/1）
　 ・高知家「出会い・結婚・子育て応援」フォー
ラムの開催(10/21)

○「高知家の出会い・結婚・子育て応援団」の
取組の充実・拡大
  ・応援団登録に向けた企業訪問：延べ503団
体
　・応援団通信の発行
　　（2か月に１回発行）
　・応援団交流会の開催（第１回9月：県内3カ
所、第2回１１月１カ所、第３回２月１ヵ所）
  ・応援団取組事例報告会の開催（2/13）
  ・応援団グッズの作成・配布
　　＜成果＞応援団登録数476団体　H30.3末

○結婚や子育てを支援する機運の醸成
　・少子化対策の機運を醸成することが
必要

○「高知家の出会い・結婚・子育て応援
団」の取組の充実・拡大
　・応援団と協働した取組の充実に向け
た支援
　・他団体の取組事例を参考にした企業
の取組の横展開

○応援団の登録数増加に向けた取組
　・県職員の企業訪問及び民間団体が持
つネットワークを生かした勧誘

○応援団と協働した取組の充実
　・従業員への周知を図る「応援団通信」
の情報の充実
　・応援団の取組の紹介（新聞広告やパ
ネルを活用した広報の実施）
　・応援団交流会の開催
　・少子化対策の中で重点的に進めてい
るテーマでのフォーラムの開催
　・男性の育児休暇・育児休業の促進（企
業・団体における「育児休業・育児休暇の
取得促進宣言」）

○応援団の登録数増加に向けた取
組
　・平成31年度末目標値（770団体）
登録数獲得に向けた官民一体によ
る勧誘（継続）

○応援団と協働した取組の充実
　・県の施策を企業に取り入れてい
ただくためのアプローチ
　・他団体の取り組み事例を参考に
した企業の取り組みの横展開

少子対策課

67
経済団体等と連携した女性
の登用・継続就業の促進（女
性登用等促進事業）

・働きやすい職場づくりのためのミドル
セミナー開催
・働く女性対象のキャリアアップ・デザイ
ンセミナー開催
・女性活躍推進法に定める事業主行動
計画策定支援

・事業主行動計画の策定が進む支
援策の充実・強化

・啓発リーフレットを県内企業等に配布

＜成果＞
・ミドルセミナー参加者　29名
・キャリアアップセミナー参加者　64名
・事業主行動計画策定説明会参加者　67名

・女性だけでなく、男性も対象とした啓発
が必要
・出産・育児等を機にスキルアップ、キャ
リアアップへの意欲が低下する女性が
多い
・企業にとって行動計画を自主的に策定
するメリットが乏しい
・専門家派遣などの個別支援では策定
企業数を大幅に増やすことが困難

・男女がともに働きやすい職場づくりセミ
ナー開催（管理職・人事担当者向け、働く
男性・女性向け、キャリアデザイン）

･セミナー参加者の確保
・関係先との連携強化

県民生活・男女共
同参画課
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68

・働きやすい職場づくりのためのミドル
セミナー開催
・働く女性対象のキャリアアップ・デザイ
ンセミナー開催
・女性活躍推進法に定める事業主行動
計画策定支援

・事業主行動計画の策定が進む支
援策の充実・強化

・啓発リーフレットを県内企業等に配布

＜成果＞
・ミドルセミナー参加者　29名
・キャリアアップセミナー参加者　64名
・事業主行動計画策定説明会参加者　67名

・女性だけでなく、男性も対象とした啓発
が必要
・出産・育児等を機にスキルアップ、キャ
リアアップへの意欲が低下する女性が
多い
・企業にとって行動計画を自主的に策定
するメリットが乏しい
・専門家派遣などの個別支援では策定
企業数を大幅に増やすことが困難

・男女がともに働きやすい職場づくりセミ
ナー開催（管理職・人事担当者向け、働く
男性・女性向け、キャリアデザイン）
・関係機関と連携した女性活躍推進法に
定める事業主行動計画策定へのアプロー
チ

･セミナー参加者の確保
・関係先との連携強化

県民生活・男女共
同参画課

69

○結婚や子育てを支援する機運の醸成
　・企業等の子育て支援やワーク・ライ
フ・バランスの推進などの取組事例の
紹介
　・テレビ等でのCM放送
　・高知家「出会い・結婚・子育て応援」
フォーラム

○結婚や子育てを支援する機運の
醸成
　・効果的な広報、啓発の実施

○結婚や子育てを支援する機運の醸成
　・応援団取組紹介冊子の作成・配布
　・映画館CM放映（8/5～9/1）
　 ・高知家「出会い・結婚・子育て応援」フォー
ラムの開催(10/21)

○結婚や子育て支援する機運の醸成
　・少子化対策の機運を醸成することが
必要

○結婚や子育てを支援する機運の醸成
　・従業員への周知を図る「応援団通信」
の情報の充実
　・応援団の取組の紹介（新聞広告やパ
ネルを活用した広報の実施）
　・応援団交流会の開催
　・少子化対策の中で重点的に進めてい
るテーマでのフォーラムの開催

○応援団と協働した取組の充実
　・県の施策を企業に取り入れてい
ただくためのアプローチ
　・他団体の取り組み事例を参考に
した企業の取り組みの横展開

少子対策課

70
イクボスの県内普及による意
識啓発

・働きやすい職場づくりのためのミドル
セミナー開催
・働く女性対象のキャリアアップ・デザイ
ンセミナー開催
・女性活躍推進法に定める事業主行動
計画策定支援

・事業主行動計画の策定が進む支
援策の充実・強化

・啓発リーフレットを県内企業等に配布

＜成果＞
・ミドルセミナー参加者　29名
・キャリアアップセミナー参加者　64名
・事業主行動計画策定説明会参加者　67名

・女性だけでなく、男性も対象とした啓発
が必要
・出産・育児等を機にスキルアップ、キャ
リアアップへの意欲が低下する女性が
多い
・企業にとって行動計画を自主的に策定
するメリットが乏しい
・専門家派遣などの個別支援では策定
企業数を大幅に増やすことが困難

・男女がともに働きやすい職場づくりセミ
ナー開催（管理職・人事担当者向け、働く
男性・女性向け、キャリアデザイン）
・関係機関と連携した女性活躍推進法に
定める事業主行動計画策定へのアプロー
チ

･セミナー参加者の確保
・関係先との連携強化

県民生活・男女共
同参画課

71
次世代育成支援認証制度の
広報・普及促進

〇ワークライフバランス推進企業証制
度
・認証推進にかかる訪問件数目標１８０
件
・認証企業数H30年3月末目標：２１０社
・次世代育成支援企業認証制度をベー
スに、介護などの項目を上乗せし、認証
制度のバージョンアップを図る。

〇認証制度の周知啓発
〇事業主の意識の向上

○「次世代育成支援企業認証制度」を
　 「ワークライフバランス推進企業認証制度」
　へH29.6.1改正
○ワークライフバランス推進企業証制度
　・認証推進にかかる訪問件数：181件
　・認証企業数（H30.3月末）：193社

〇ワークライフバランス推進企業認証制
度
・県委託事業による社会保険労務士の
企業訪問が、認証制度の周知、認証企
業数の増加につながっている。

〇ワークライフバランス推進企業認証制
度
・認証推進にかかる訪問件数目標300件
・認証企業数H31年3月末目標：300社

〇認証制度の周知啓発
〇事業主の意識の向上

雇用労働政策課

Ⅰ
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民間企業等における女性の
活躍を促進するための啓発
や表彰制度の実施
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H29年度実施計画
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実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画
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（若手後継者育成事業費）
商工会・商工会議所の女性のための各
種セミナー、研修会の開催費などに対
して引き続き助成し、活動を支援する。

-

・商工会女性部員活動事例発表及び講演会
を開催（4月26日）
・商工会議所女性会連合会県連大会研修会
を開催（6月26 日）

（成果）
・商工会女性部員活動事例発表及び講演会
に95名 、商工会議所女性会連合会県連大会
研修会に57名が参加

商工会、商工会議所女性部は、他組織
とも連携して活動を行う機会も多く、全
体の組織運営には一部分で関与できて
いる。しかし、役職員として商工会等の
運営に直接関わる女性役員の数は少な
く、あくまで女性会の活動内にとどまって
いる状態。

（若手後継者育成事業費）
商工会・商工会議所の女性のための各種
セミナー、研修会等の開催費の他、地域
振興事業に対して助成する。

女性部として、商工会・商工会議所
の取組への協力体制はとれている
ので、今後、地域振興の担い手とし
て、女性部員の意識改革へ取組み
を推進する。

経営支援課

73

総合的な監督指針において、目標とさ
れている役員に占める女性の割合を早
期に10%、平成32年度までに15%を目指
すことに向けて、各農協での取組が進
められているかどうかなどについて、指
導を継続していく。

地域が男性主導となっている中で
の人材確保

各農協の状況を把握し、必要に応じてヒアリン
グの際に、女性役員の状況を確認するなどと
している。

引き続き、各農協に対してヒアリング等
を実施し、状況の把握、取り組みへの支
援が必要。

総合的な監督指針において、目標とされ
ている役員に占める女性の割合を早期に
10%、平成32年度までに15%を目指すこと
に向けて、各農協での取組が進められて
いるかどうかなどについて、指導を継続し
ていく。

地域が男性主導となっている中で
の人材確保

協同組合指導課

74
・常例検査時に啓発
・常例検査実施漁協箇所数＝16か所

啓発機会をとらえる取組
・常例検査時に啓発
・常例検査実施漁協箇所数＝16か所

女性組合員にかかわらず、組合員の減
少が著しい。（過去５年間で1,203人減少
しているが、女性組合員の割合は1.3%
増加している。）

・常例検査時に啓発
・常例検査実施漁協箇所数＝10か所

啓発機会をとらえる取組 水産政策課

75
人権啓発に関する企業リー
ダー養成講座の実施

【人権啓発事業－人権啓発研修企業
リーダー養成講座開催事業】
●　ヒューマンパワー育成講座：２回
内容：CSRに関する基調講演、事例発
表等

●　ハートフルセミナー：5回
内容：映画上映や講演会、人権落語等

・効果的な広報を実施し、参加を広
く呼びかける必要がある。

人権啓発研修企業リーダー養成講座開催事
業
●ヒューマンパワー育成講座
①講演会「いろいろなハラスメントへの対応
　　　　　　と最新情報」　　開催日：1月19日
　講　師：(株)アトリエエム代表取締役
　　　　　　三木啓子氏　　参加者：77人
[アンケートから]
理解の深まり：「大いに深まった」、「深まった」
の
割合９８％
・様々なハラスメントがあり自身も勉強していく
必要があると感じた。
・共通の認識を持つことが必要だと思った。個
性を尊重することも。
・ロールプレイはすぐに実践できるケースが取
り上げられていて良かった。
●ハートフルセミナー：5回
①講演会「なぜ私が？一生消えない
　　　　ネットの書き込み」　　開催日：８月20日
　講　師：㈱情報文化総合研究所代表取締役
　　　　　佐藤佳弘氏　　参加者：６１人
[アンケートから]
満足度：７５％の参加者が満足度８０％以上
　・講師の語り口調が聞き取りやすく、専門用
　語の解説もわかりやすかった。
　・インターネットの問題点がよくわかった。
　・法規制を急ぐ必要性があると感じた。
　・いつでも誰でも被害者になりえると感じた。

●ヒューマンパワー育成講座
①様々なハラスメントが起こる背景やそ
の具体的な事例を挙げながら、する側さ
れる側双方の立場に立って、どうすれば
ハラスメントをなくすことができるのか参
加者に考えさせるロールプレイなどがあ
り、現場で実践できる内容であった。

●ハートフルセミナー
①　講師は全国の自治体でインターネッ
トによる人権侵害に関する有識者会議
の委員やアドバイザーを務め、被害状
況や現時点で可能な対策、法規制の課
題などクイズや多くの参考資料を交え、
わかりやすく解説いただいた。
　特に、女性をテーマとしていないが、イ
ンターネットが性犯罪につながる危険性
もあり、保護者はもちろんであるが、ＳＮ
Ｓが身近にある若年世代に受講してもら
いたい内容であった。

【人権啓発事業－人権啓発研修企業リー
ダー養成講座開催事業】
●　ヒューマンパワー育成講座：２回
内容：CSRに関する基調講演、事例発表
等

●　ハートフルセミナー：5回
内容：映画上映や講演会、人権落語等

・効果的な広報を実施し、参加を広
く呼びかける必要がある。 人権課
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商工会議所・商工会、農業協
同組合、漁業協同組合など
の団体組織を通じた男女共
同参画についての啓発促進
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【人権啓発研修事業－講師派遣等事
業】
対象：一般県民
内容：、あらゆる人権問題に対する理解
と認識を深めるため、自治体や企業
等、各種団体が行う人権啓発研修に専
任研修講師や登録講師を講師として派
遣し、研修を行う。

受講者がより理解しやすいよう参加
体験型の研修内容を充実させてい
く必要がある。

講師派遣等事業
・実施件数２７１件（うち女性テーマ＝９）

「ふりかえりシート」の評価
「今日の研修で、今後のあなたの生活
や仕事にいかせることはりましたか？」
「①けっこうあった」と「②まあまああっ
た」の割合は８７％

【人権啓発研修事業－講師派遣等事業】
対象：一般県民
内容：、あらゆる人権問題に対する理解と
認識を深めるため、自治体や企業等、各
種団体が行う人権啓発研修に専任研修
講師や登録講師を講師として派遣し、研
修を行う。

受講者がより理解しやすいよう参加
体験型の研修内容を充実させてい
く必要がある。

人権課

77

・出前講座
各種団体企業等の依頼に応じ、サポー
ター講師やソーレ職員が講師として、男
女共同参画に関する講座を実施

・団体企業等のニーズ把握
・ニーズに合致した講座内容の充
実
・事業内容の団体企業等への周知

・出前講座
　県外・県内講師派遣
　　６件（６回）270名参加
　ｻﾎﾟｰﾀｰ講師派遣
　　27件（33回）1,556名参加
　ｿｰﾚ職員講師派遣
　　10件（10回）651名参加

・企業からの依頼が少ないため、関係
機関との連携強化や周知が必要

・出前講座
各種団体企業等の依頼に応じ、サポー
ター講師やソーレ職員が講師として、男女
共同参画に関する講座を実施

・団体企業等のニーズ把握
・ニーズに合致した講座内容の充
実
・事業内容の団体企業等への周知

ソーレ

78
企業等への外部講師派遣事業の実施
（出前講座事業等）

◆効果的な広報、啓発の実施

○高知家の出会い・結婚・子育て応援団や次
世代育成支援認証企業等への事業周知

○子育て出前講座
　3回実施（７╱29　　9 /28　12/16）
　27名参加（男性16名含む）

仕事や家事に対する男女の考え方の違
いなどワークショップをとおして理解し合
う機会となり、家庭内での役割の持ち方
を考えることに繋がる学習となってい
る。

企業等への外部講師派遣事業の実施（出
前講座事業等）

◆効果的な広報、啓発の実施 児童家庭課

79
全職員に対して、県職員へのセクハラ・
パワハラ防止のための研修・啓発の実
施に努めていく。

セクハラ・パワハラの防止を図ると
ともに、職員が相談しやすい環境づ
くりを進める。

・管理職員等向け研修
　全３回（７/20AM、PM、７/21AM））
・一般職員向け研修
　全５回（８/25AM、８/30PM、８/31AM、
　　　　　　PM、９/１AM）
　今年度はセクハラ、パワハラに加え、「職場
における妊娠、出産、育児又は介護に関する
ハラスメント」についても、職員の研修内容に
追加し、ハラスメント対策の必要性や、発生時
対処等への認識が向上した。

・平成27年度から全職員を対象とし、研
修を行ってきたことにより、職員のハラ
スメントに対する知識や認識等は一定
向上している。
・ハラスメントをしない、させないための
ポイントを継続的に職員に対して、注意
喚起していく必要がある。

・ハラスメント対策リーフレットを全職員に
配付し、ハラスメントに関する知識等や相
談窓口について周知する。
・管理職員等研修及び一般職員向けの研
修を実施する。
・職員に対して、庁内広報紙を活用し、タ
イムリーに情報発信をする。

ハラスメントの防止を図るとともに、
職員が相談しやすい環境づくりを進
める。

行政管理課

80
教頭研修ステージⅠ、Ⅱにおいて、人
権教育研修（人権が大切にされる学校
づくり）として２コマ実施する。

人権課題全般について、意識を高
めることを目的とする研修であるた
め、ハラスメント防止に特化する内
容にすることは難しい状況である。

○研修は計画通り実施。
・教頭研修ステージⅠ－７
　（人権教育Ⅰ　11月24日実施）
・教頭研修ステージⅡ－４
　（人権教育Ⅱ　10月31日実施）
○研修内容は、県民に身近な10の人権課
題、また、いじめや虐待への対応など、人権
について広くとらえた研修となった。

人権課題全般をとらえた研修であるた
め、ハラスメントに特化した評価はでき
ていない。

教頭研修ステージⅠ、Ⅱにおいて、教職
員の人権意識を高めるための人権教育
研修（人権が大切にされる学校づくり）とし
て２コマ実施する。
・教頭研修ステージⅠ－７
　（人権教育Ⅰ　11月20日実施予定）
・教頭研修ステージⅡ－４
　（人権教育Ⅱ　10月30日実施予定）

平成29年度の課題と同様である。 教育センター

81

・ハラスメントに関する、反復継続した指
導教養の実施
・女性職員対象の研修会での意見を反
映させた男性職員等への研修
・臨時職員・非常勤職員を含め、聴くこ
とができていない意見の巡回教養時の
聴き取り

・ハラスメント相談制度及びサポー
トメール制度の周知徹底

・ハラスメント相談員研修会において、所属職
員への教養の実施を指示
・所属幹部への指導

・ハラスメント相談員制度が周知され、自所属
以外のハラスメント相談員への相談があった

各所属での教養がなされたことにより、
相談することのできる窓口が明確にな
り、他所属のハラスメント相談員への相
談件数が増加した

・ハラスメント相談員研修会の実施
・機会を捉えた研修会・教養の実施
・ハラスメントの防止及び排除対策の周
知・啓発

ハラスメントに対する意識啓発 警務課
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県職員等へのハラスメント防
止のための研修・啓発の実
施
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　インプット（投入）により、具体的に表れた形
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　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等
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82

〇ワークライフバランス推進企業証制
度
・認証推進にかかる訪問件数目標１８０
件
・認証企業数H30年3月末目標：２１０社
・次世代育成支援企業認証制度をベー
スに、介護などの項目を上乗せし、認証
制度のバージョンアップを図る。

〇認証制度の周知啓発
〇事業主の意識の向上

○「次世代育成支援企業認証制度」を
　 「ワークライフバランス推進企業認証制度」
　へH29.6.1改正
○ワークライフバランス推進企業証制度
　・認証推進にかかる訪問件数：181件
　・認証企業数（H30.3月末）：193社

〇ワークライフバランス推進企業認証制
度
・県委託事業による社会保険労務士の
企業訪問が、認証制度の周知、認証企
業数の増加につながっている。

〇ワークライフバランス推進企業認証制
度
・認証推進にかかる訪問件数目標300件
・認証企業数H31年3月末目標：300社

〇認証制度の周知啓発
〇事業主の意識の向上

雇用労働政策課

83

〇こうちプレマnetの活用促進
　県民への広報（市町村を通じて、妊産
婦等にもチラシを配布）
　子育てサークル等の活動やイベント
情報の提供・充実等
○子育て応援情報紙「大きくなあれ」の
発行　年4回・各40,000部
〇子育て出前講座　７回
○ライフプランセミナー出前講座10回

○子育て支援やワーク・ライフ・バラン
スの推進などの好事例の取組紹介等
　・高知家「出会い・結婚・子育て応援」
フォーラムの開催
　・高知家の出会い・結婚・子育て応援
団交流会の実施

◆ターゲット層に繋がる効果的な広
報・啓発の取り組み
◆企業への積極的な周知
◆高知家の出会い・結婚・子育て応
援団との協調活動

○子育て支援やワーク・ライフ・バラ
ンスの推進などの好事例の取組紹
介等

・高知家の出会い・結婚・子育て
応援団や企業の取組の充実
　・企業等の取組事例の横展開

○こうちプレマnetの運営
・子育てサークルや子育て支援センターの取
組情報を随時掲載　300件　（H29年度末）
・サイトアクセス数　183,908件
　（H29年度月平均アクセス数15,326件）
・高知市やいの町など、出生の多い市町
　が情報発信ツールとして活用
○子育て応援情報紙「大きくなあれ」年4回発
行　7月号　40000部発行
　育休事例やワークライフバランスへのアドバ
イス等を毎号掲載
○子育て出前講座
　3回実施　７╱29 　9╱28  12╱16
　27名参加（男性16名含む）

○子育て支援やワーク・ライフ・バランスの推
進などの好事例の取組紹介等
  ・高知家「出会い・結婚・子育て応援」フォー
ラムの開催(10/21)
　・高知家の出会い・結婚・子育て応援団交流
会の実施　（第１回9月：県内3カ所、第2回１１
月１カ所、第３回２月１ヵ所）
  ・応援団取組事例報告会の開催（2/13）

○こうちプレマnetの運営
　サイトへのアクセス数は増加傾向。
　今後もいろんな場面で周知を図るとと
もに、子育てに関する情報基地となるよ
う市町村にも活用を促していくことで啓
発効果が高まっていくと思われる
○子育て応援情報紙「大きくなあれ」発
行
　本事業における子育て支援に資する
情報発信としての狙いは民間の取り組
みやインターネットの発達により他に補
完できるツールが出てきたことから取組
の役割を終了する
○子育て出前講座
　男性の参加もあり、家庭での育児参加
について考える機会になっている

○応援団と協働した取組のさらなる充
実が必要
・県の施策を企業に取り入れていただく
ためのアプローチ
・他団体の取組事例を参考にした企業
の取組の横展開

〇こうちプレマnetの活用促進
　県民への広報（市町村を通じて、妊産婦
等にもチラシを配布）
　子育てサークル等の活動やイベント情
報の提供・充実等
　掲載内容の見直し
○子育て応援情報紙「大きくなあれ」の発
行
→廃止
〇子育て出前講座　７回

○応援団と協働した取組の充実に向けた
支援
・従業員への周知を図る「応援団通信」の
情報の充実
・県民に対して応援団が行う自らの取組を
紹介するため、新聞広告やパネルを活用
しての広報
・応援団交流会の開催（（具体的に進める
取組）
・高知家「出会い・結婚・子育て応援」
フォーラムの開催
・男性の育児休暇・育児休業の促進（企
業・団体における「育児休業・育児休暇の
取得促進宣言」）

◆ターゲット層に繋がる効果的な広
報・啓発の取り組み
◆企業への積極的な周知
◆高知家の出会い・結婚・子育て応
援団との協調活動

○応援団と協働した取組のさらなる
充実
・県の施策を企業に取り入れていた
だくためのアプローチ
・他団体の取組事例を参考にした
企業の取組の横展開

児童家庭課
少子対策課

84
機会を通じてさらに配布し、啓発を図
る。

-

平成２８年度に作成した男性の家事・育児・介
護の啓発冊子を、各種イベント等を利用して
配布し、啓発を行った。
また、高知市、ソーレに冊子データを提供する
ことで、広く活用してもらうことができた。

写真、イラストを多用し、見やすく手に
取ってもらいやすい冊子であることか
ら、配布することで啓発につながってい
る。

機会を通じてさらに配布し、啓発を図る。 -
県民生活･男女共
同参画課

85
労働関係法令等の広報・啓
発・周知

○ワーク・ライフ・バランスセミナーの開
催
関係機関と連携し企業等へのワーク・ラ
イフ・バランスの周知・啓発を目的にセミ
ナーを開催

○ワーク・ライフ・バランスの周知啓
発
○中小企業においてのワーク・ライ
フ・バランスの浸透

○働き方改革セミナー
　高知市会場　　　H29.7.31　実施
　安芸市会場　　　H29.8. 3　 実施
　四万十市会場　 H29.8.30 　実施
○働き方改革実践セミナー
　安芸市会場　　　H29.9.13　実施
　高知市会場　　　H29.9.14　実施
　四万十市会場　 H29.9.20   実施

参加者数　 　延べ３７９人
参加企業数　延べ２６２社

○働き方改革セミナーの開催
　関係機関と連携し企業等へのワーク・ラ
イフ・バランス等働き方改革の周知・啓発
を目的にセミナーを開催

○ワーク・ライフ・バランスの周知啓
発
○中小企業においてのワーク・ライ
フ・バランスの浸透

雇用労働政策課

86

④
地
域
で
の
意
識
啓
発

NPO、ボランティア団体、自
治会、スポーツ団体、女性活
動団体等の育成・支援

　ＮＰＯ団体の評価についての仕組み
作りの検討を始めるなど、新たな取組を
予定している。
　各種セミナー等においては、参加者
ニーズを把握した取組を実施する。

それぞれの事業の広報が課題。参
加者の裾野を広げるためには広報
についてより検討する必要がある。

各種セミナー等において、参加人数の増加と
いう点では引き続き課題があるが、講座内容
については参加者ニーズに答えられている。
ＮＰＯフォーラム（11月25日開催）においては、
地域と若者をテーマに行い、準備段階から社
会貢献活動のベテランの方々と若者との交流
がしっかり図られた。フォーラム当日は、ワー
ルドカフェにより、世代を超えての意見交換が
活発に行われた。

引き続きセミナーに参加した後のフォ
ローも踏まえ、ブラッシュアップしなが
ら、各団体にニーズに応えられるセミ
ナー等を実施した。

引き続き各種セミナー等において、参加者
ニーズを把握した取組を実施する。

それぞれの事業の広報活動につい
て引き続き検討する必要がある。

県民生活･男女共
同参画課
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る

(

2
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仕事と家庭の両立のための
広報・啓発促進
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・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
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実施後の分析、検証
H30年度実施計画
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実施上の課題等
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87

（ボランティアセンター事業）
・福祉教育・ボランティア学習実践講座
の開催
・ボランティアコーディネーター研修事業
の実施

・学校現場における福祉教育の継
続的実施
・ボランティア受入団体のコーディ
ネート機能の強化

・福祉教育・ボランティア学習実践講座の開
催：８月２１日参加者２０名
・福祉教育・ボランティア学習ブロック別情報
交換会：安芸・中央・幡多開催（５～６月）
・ボランティアコーディネーター研修：５月１５日
参加者２５名
・ボランティアNPO通信「てをつなＧＯ」の発
行：年４回各4,000部発行（６月、９月、１月、３
月）

・福祉教育・ボランティア学習に関わる
者が、その学習を進めるための知識や
技術を習得することができた。
・社協や学校等関係機関の連携体制の
構築、学校や地域の中での福祉教育・
ボランティア学習の協働実践事例の創
出を支援している。
・ボランティアを受け入れるためのコー
ディネートの知識・技術の向上を図っ
た。
・ボランティア活動等について分かりや
すく紹介、情報を掲載した通信の発行
し、魅力や必要性を発信した。

（ボランティアセンター事業）
・福祉教育・ボランティア学習実践講座の
開催
・ボランティアコーディネーター研修事業の
実施

・学校現場における福祉教育の継
続的実施
・ボランティア受入団体のコーディ
ネート機能の強化

地域福祉政策
課

88

課題の中から、①時間の不足（子育て
等で忙しい）、②運動スポーツの効果、
知識等の不足、③運動機会の不足
（きっかけづくり）について県内スポーツ
団体等に委託するモデル事業の実施を
導き出し、平成29年度事業の予算要求
を行ったが、予算化できなかった。

財政課との協議により、女性を対象
に絞った大会やモデル事業などの
実施という手法ではなく、女性ス
ポーツ活動に対する啓発的活動を
効果的に行うこととなっている。

 ・オランダ自転車女子ナショナルチームの合
宿及びイベントへの参加による情報発信（11
月）
　・高知龍馬マラソンのランニング教室におい
て女性の参加者が多いランニング教室が実
施できた.。（参加割合５割）
　・四万十・足摺無限大チャレンジライドのポ
スターに魅力のある女性アスリートを登用。
（１２月）

既存の大会等においては配慮された取
り組みが進んでおり、オリパラ関連事業
と併せて、女性のスポーツ参加機会の
拡大を図るためのメディアへの情報提
供を積極的に行うことができた。
今後も女性に焦点を当てた取組や情報
発信に努め、機運の醸成を図る必要が
ある。

各種のイベントを開催する際に、女性に焦
点を当てた取り組みや情報発信を行う。
オリパラ関連事業と併せて、女性のス
ポーツ参加機会の拡大をめざす。

女性に焦点を当てた取り組みや情
報発信が少なく、さらなる機運の醸
成が必要。
女性の社会進出が進んでいるもの
の、子育て世代の女性がスポーツ
をする時間は少ない。

スポーツ課
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NPO、ボランティア団体、自
治会、スポーツ団体、女性活
動団体等の育成・支援
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H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組
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89

・出前講座
各種団体企業等の依頼に応じ、サポー
ター講師やソーレ職員が講師として、男
女共同参画に関する講座を実施
・出前上映会
男女共同参画に関する映画の上映会と
講座をあわせ実施

・団体企業等のニーズ把握
・ニーズに合致した講座内容の充
実
・事業内容の団体企業等への周知
・県内各地域での開催

・出前講座
　県外・県内講師派遣
　　６件（６回）270名参加
　ｻﾎﾟｰﾀｰ講師派遣
　　27件（33回）1,556名参加
　ｿｰﾚ職員講師派遣
　　10件（10回）651名参加
　出前上映会
　　１件（１回）41名参加

・企業からの依頼が少ないため、関係
機関との連携強化や周知が必要

・出前講座
各種団体企業等の依頼に応じ、サポー
ター講師やソーレ職員が講師として、男女
共同参画に関する講座を実施

・団体企業等のニーズ把握
・ニーズに合致した講座内容の充
実
・事業内容の団体企業等への周知

ソーレ

90

・平成２９年度は、第３９回全国公民館
研究集会高知県大会（参加1,200名予
定）が開催されるため、県単独での開
催は計画されていないが、全国大会で
の成果を次年度以降の取組につなげる
ことができるよう、大会運営のみなら
ず、地域の抱える課題に答えうる公民
館活動のあり方について協議を行う。

・熟議のテーマが、各公民館職員の
実践につながり、活動が活性化さ
れるよう、適切に設定をする。

・第３９回全国公民館研究集会高知県大会で
は、パネリストとして女性を起用。
　また、連合婦人会によるおもてなしコーナー
を設置し、公民館関係者と共同して取り組ん
だ。

・大会後、連合婦人会の行事へ高知県
青年団協議会が参加するなど、社会教
育関係団体相互の積極的な協力体制
の構築が図られた。

・各研修会や高知県公民館研究大会（中
央地区大会）においては、公民館関係者
だけでなく、連合婦人会等へも積極的に
案内を行い、様々な団体からの参加を促
す。

・館長や市町村教育委員会の担当
者だけでなく、公民館運営審議会
委員など、地域住民の参加がより
図られるよう働きかけをする。
・研修会や大会を通して、各公民館
職員の実践につながるような適切
な熟議テーマ等の設定をする。

生涯学習課

91

男女共同参画に関する情報
の提供（情報誌、ホームペー
ジ、メールマガジン等による
広報）

（こうち男女共同参画センター管理運営
費)
・情報紙「ソーレ・スコープ」
・ホームページやメールマガジン、SNS
の活用による啓発・広報
・啓発誌の改訂・活用や啓発パネル展
示・貸出し
・出前講座事業の実施
・図書等利用PR事業の実施
・公共交通機関での啓発広告
・地域イベント等での啓発

効果的な啓発・広報の検討

・情報紙「ソーレ・スコープ」発行(4月、7月、10
月、１月)
・ホームページやメールマガジン(毎月発行)、
フェイスブック（7/1開始）による啓発・広報
・啓発誌「ぐーちょきぱー」の改訂及び活用や
啓発パネルの館内展示・貸出しによる啓発
・ソーレ登録のサポーター講師やソーレ職員
による出前講座の実施
・図書等利用PR事業として、「私のためのリフ
レッシュタイム」の実施（5月、8月、１月）とテー
マを決めた図書の企画展示（毎月）
・男女共同参画推進月間に公共交通機関（路
面電車）で啓発広告

・情報紙、啓発誌の配布先が団体・企業
中心であることからより広範囲な啓発・
広報が可能
・これまで男女共同参画について学ぶ
機会のなかった県民への啓発

・情報紙「ソーレ・スコープ」
・ホームページやメールマガジン、SNSの
活用による啓発・広報
・啓発誌の改訂・活用や啓発パネル展示・
貸出し
・出前講座事業の実施
・図書等利用PR事業の実施
・公共交通機関での啓発広告
・地域イベント等での啓発

効果的な啓発・広報の検討 ソーレ
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男女共同参画に関する県民
への研修の実施（出前講座
事業、公民館活動等）
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組

通
し
番
号

テ
ー
マ

課
　
　
題

取
組

取組の内容 担当課室

92
市町村が行う男女共同参画
への意識啓発に対する支援

事例に応じて随時対応
こうち男女共同参画センターと連携
した対応

－ － 事例に応じて随時対応
こうち男女共同参画センターと連携
した対応

県民生活・男女共
同参画課

93
市町村人権啓発担当者研修
の実施（再掲）

【人権啓発研修事業－市町村人権啓発
担当者連絡協議会開催事業】
対象：市町村人権啓発担当者
内容：県内３ブロック（いの町、四万十
市、田野町）で実施予定。啓発企画力
の向上、担当者間のネットワークの形
成を図る。

発表事例の発掘や教育及び啓発
各分野におけるタイムリーなテーマ
設定が必要。

平成29年度
市町村人権啓発担当者連絡協議会
　・平成29年度事業説明等
　　（法務局、人権課、人権教育課、公益財団
法人高知県人権啓発センター）
　・実践発表（香美市、高知市、黒潮町、室戸
市）
　・意見交換（事業・取り組み等意見交換
[中部]　開催日：5月15日
　　　　　会場：県立高知青少年の家
　　　　　参加者：30名
[西部]　開催日：5月18日
　　　　　会　場：四万十市立中央公民館
　　　　　参加者：11名
[東部]　開催日：5月22日
　　　　　会　場：田野町ふれあいセンター
　　　　　参加者：16名

[参加者アンケートから]
・他市町村の取り組みを参考にできる。
・担当者同士のつながりができた。
・ＰＤＣＡシートを作成することで取り組み方法
が明確になった。

　ブロック別に実施しているが、参加者
の割合を考慮して、他のブロックに変更
し参加できるように検討する。
　国の動向等情報（資料）の提供、他県
の先進的な取組みの紹介、公務員とし
ての人権に関する配慮を学ぶ機会の提
供、人権担当新任者が短時間で実施で
きる取組みや勉強方法の紹介について
検討する。

【人権啓発研修事業－市町村人権啓発担
当者連絡協議会開催事業】
対象：市町村人権啓発担当者
内容：県内３ブロック（いの町、四万十市、
田野町）で実施予定。啓発企画力の向
上、担当者間のネットワークの形成を図
る。

　[東部]平成30年5月14日
　[西部]　　〃　 　5月17日
　[中央]　　〃　　 5月21日

[次年度に向けて]
・３日程で参加可能な日を選択でき
るようにする。
・視聴覚教材の活用を検討する。

人権課

94

【人権啓発研修事業－講師派遣等事
業】
対象：一般県民
内容：、あらゆる人権問題に対する理解
と認識を深めるため、自治体や企業
等、各種団体が行う人権啓発研修に専
任研修講師や登録講師を講師として派
遣し、研修を行う。

受講者がより理解しやすいよう参加
体験型の研修内容を充実させてい
く必要がある。

講師派遣等事業
・実施件数２７１件（うち女性テーマ＝９）

「ふりかえりシート」の評価
「今日の研修で、今後のあなたの生活
や仕事にいかせることはりましたか？」
「①けっこうあった」と「②まあまああっ
た」の割合は８７％

【人権啓発研修事業－講師派遣等事業】
対象：一般県民
内容：、あらゆる人権問題に対する理解と
認識を深めるため、自治体や企業等、各
種団体が行う人権啓発研修に専任研修
講師や登録講師を講師として派遣し、研
修を行う。

受講者がより理解しやすいよう参加
体験型の研修内容を充実させてい
く必要がある。

人権課

95

・出前講座
各種団体企業等の依頼に応じ、サポー
ター講師やソーレ職員が講師として、男
女共同参画に関する講座を実施

・団体企業等のニーズ把握
・ニーズに合致した講座内容の充
実
・事業内容の団体企業等への周知
・県内各地域での開催

・出前講座
　県外・県内講師派遣
　　６件（６回）270名参加
　ｻﾎﾟｰﾀｰ講師派遣
　　27件（33回）1,556名参加
　ｿｰﾚ職員講師派遣
　　10件（10回）651名参加

・企業からの依頼が少ないため、関係
機関との連携強化や周知が必要

・出前講座
各種団体企業等の依頼に応じ、サポー
ター講師やソーレ職員が講師として、男女
共同参画に関する講座を実施

・団体企業等のニーズ把握
・ニーズに合致した講座内容の充
実
・事業内容の団体企業等への周知

ソーレ

96
企業等への外部講師派遣事業の実施
（出前講座事業等）

◆効果的な広報、啓発の実施

○高地家の出会い・結婚・子育て応援団や次
世代育成支援認証企業等への事業周知

○子育て出前講座
　3回実施（７╱29　　9 /28　12/16）
　27名参加（男性16名含む）

仕事や家事に対する男女の考え方の違
いなどワークショップをとおして理解し合
う機会となり、家庭内での役割の持ち方
を考えることに繋がる学習となってい
る。

企業等への外部講師派遣事業の実施（出
前講座事業等）

◆効果的な広報、啓発の実施 児童家庭課

Ⅰ
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Ⅰ
　
意
識
を
変
え
る

企業等への外部講師派遣事
業の実施（出前講座事業等）
（再掲）
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組

通
し
番
号

テ
ー
マ

課
　
　
題

取
組

取組の内容 担当課室

97

【人権啓発活動市町村委託事業】
対象：市町村
内容：人権尊重思想の普及啓発を図
り、基本的人権の擁護に資するため、
住民を対象とする講演会や研修会など
の啓発活動を委託する。

継続して実施する必要がある。
人権啓発活動市町村委託事業を34市町村で
実施。そのうち1町が女性の人権をテーマに
講演会を実施。

講師の選択や広報手段が参加者数に
直結している。

（人権啓発活動市町村委託事業）
対象：市町村
内容：人権尊重思想の普及啓発を図り、
基本的人権の擁護に資するため、住民を
対象とする講演会や研修会などの啓発活
動を委託する。

継続して実施する必要がある。 人権課

98

各市町村の人権教育・啓発に関する取
組において、男女共同参画や女性の人
権をテーマにした内容を組み込んでもら
えるよう、市町村人権教育・啓発担当者
連絡協議会等を通じて働きかける。

男女共同参画や女性の人権につい
ての研修の場の設定と地域住民の
ニーズとの調整。

男女共同参画や女性の人権についての研修
の必要性については、県民に身近な１０の人
権課題と併せて、市町村人権教育・啓発担当
者連絡協議会等で説明してきた。

市町村のニーズとしては、新たに追加さ
れた３つの人権課題への対応やいじ
め、ネット問題等をテーマにした研修依
頼が多く、女性の人権をテーマにした
ニーズは少ない。女性の人権について
考える場の必要性を機会あるごとに訴
えていく必要がある。

市町村の人権教育・啓発に関する取組に
おいて、男女共同参画や女性の人権を
テーマにした内容を組み込んでもらうこと
と、人権問題についての研修の機会を増
やすことを、市町村人権教育・啓発担当者
連絡協議会等を通じて働きかける。

男女共同参画や女性の人権につい
ての研修の場の設定と市町村の
ニーズとの調整。

人権教育課

99
女性のチャレンジ・エンパ
ワーメント支援

男女共同参画の視点をもった人材、地
域の中核的なリーダーとなる女性の育
成を行うための事業を行うとともに、次
年度以降の継続実施に向けたリーダー
育成プログラムを策定
・女性の活躍応援
・防災スキル向上講座

・就労支援パソコン講座（6コース）
・女性のための起業cafe
・エンパワメント講座事業

・効果的で継続的に実施可能なプ
ログラムの策定
・女性の置かれている社会的状況
を考えた上で必要な講座の検討
・事業内容の県民への周知

女性リーダー育成事業として
・女性の活躍応援塾（９名）６回開催
・女性防災プロジェクト（37名）８回開催
　公開講座（6月、10月）延べ119名参加

女性の就業・起業支援事業として
・就労支援パソコン講座　６コース110名参加
・女性のための起業Café（10月）14名参加
・エンパワメント講座（10月）21名参加

・企業や参加者のニーズを把握し、プロ
グラム内容の十分な検証が必要
・年間で複数回の開催すべてに全員が
参加するのは困難

・パソコン講座は申込も多く、講座受講
後のアンケート調査から、受講者の満
足度は高いなど十分なニーズがある。

男女共同参画の視点を持った人材、地域
の中核的リーダーとなる女性育成のた
め、職場及び防災のプログラム実施とス
キルアップのための講座を実施
・女性の活躍応援
・女性防災プロジェクト
・エンパワメント講座

・就労支援パソコン講座（6コース）

・参加者に対する職場の協力
・関係機関との連携

ソーレ

100 女性リーダーの育成（再掲）

男女共同参画の視点をもった人材、地
域の中核的なリーダーとなる女性を育
成するための事業を行うとともに、次年
度以降の継続実施に向けたリーダー育
成プログラムを策定
・女性の活躍応援
・防災スキル向上講座

・効果的で継続的に実施可能なプ
ログラムの策定

職場及び防災の２分野におけるリーダーとな
る女性の育成を行うための事業を行うととも
に、次年度以降の継続実施に向けたリーダー
育成プログラムを策定

・女性の活躍応援塾（９名）６回開催
・女性防災プロジェクト（37名）８回開催
　公開講座（6月、10月）延べ119名参加

・企業や参加者のニーズを把握し、プロ
グラム内容の十分な検証が必要
・年間で複数回の開催すべてに全員が
参加するのは困難

男女共同参画の視点を持った人材、地域
の中核的リーダーとなる女性を育成する
ため、職場及び防災のプログラム実施と
スキルアップのための講座を実施

・女性の活躍応援
・女性防災プロジェクト
・エンパワメント講座

・参加者に対する職場の協力
・関係機関との連携

ソーレ
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人権（女性）に関する講座・研
修会開催支援
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【様式１】 【こうち男女共同参画プラン　平成29年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

101
県の審議会等の委員への女
性の参画促進

審議会等委員への女性の登用促進の
取組の徹底

・庁内への女性委員の登用の必要
性の啓発
・改選を迎える審議会について協議
前ヒアリングの実施

全庁に、要綱に基づく協議の早期実施の勧奨
とともに女性委員リストを送付

要綱に基づく協議21件
審議会等委員への女性の登用促進の取
組の徹底

庁内への女性委員の登用の必要
性の啓発

県民生活・男女共
同参画課ほか審
議会等設置所属

102 人材リストの整備と活用促進
政策方針決定の場への女性の参画を
促進する為、女性の人材情報を引き続
き収集・整備

正確な情報の把握 女性委員リストの整備 活用方法のさらなる検討
政策方針決定の場への女性の参画を促
進する為、女性の人材情報を引き続き収
集・整備

正確な情報の把握
県民生活・男女共
同参画課

103 女性リーダーの育成（再掲）

男女共同参画の視点をもった人材、地
域の中核的なリーダーとなる女性を育
成するための事業を行うとともに、次年
度以降の継続実施に向けたリーダー育
成プログラムを策定
・女性の活躍応援
・防災スキル向上講座

・効果的で継続的に実施可能なプ
ログラムの策定

職場及び防災の２分野におけるリーダーとな
る女性の育成を行うための事業を行うととも
に、次年度以降の継続実施に向けたリーダー
育成プログラムを策定

・女性の活躍応援塾（９名）６回開催
・女性防災プロジェクト（37名）８回開催
　公開講座（6月、10月）延べ119名参加

・企業や参加者のニーズを把握し、プロ
グラム内容の十分な検証が必要
・年間で複数回の開催すべてに全員が
参加するのは困難

男女共同参画の視点を持った人材、地域
の中核的リーダーとなる女性を育成する
ため、職場及び防災のプログラム実施と
スキルアップのための講座を実施

・女性の活躍応援
・女性防災プロジェクト
・エンパワメント講座

・参加者に対する職場の協力
・関係機関との連携

ソーレ

104

県職員の採用や管理職員への登用に
ついて男女共同参画の観点からも各人
の能力や実績に応じ、均等な機会を提
供する。

- - -

県職員の採用や管理職員への登用につ
いて男女共同参画の観点からも各人の能
力や実績に応じ、均等な機会を提供す
る。

- 人事課

105

県職員の採用や管理職員への登用に
ついて男女共同参画の観点からも各人
の能力や実績に応じ、均等な機会を提
供する。

- - -

県職員の採用や管理職員への登用につ
いて男女共同参画の観点からも各人の能
力や実績に応じ、均等な機会を提供す
る。

- 教育政策課

106

・女性警察官の活躍の場の拡大
・講演等による職員の意識改革
・女性用施設・装備を順次整備
・仕事と家庭の両立支援制度の充実

・職員のワークライフバランスの推
進

・女性警察官の活躍できる職種の検討

・女性職員の意識改革を図る目的のキャリア
アップセミナーを開催（７月、参加者：女性警
察官23名、女性一般職員32名）

・女性の意見を反映させた施設整備を実施
　☆女性宿直室（シャワー室・トイレ含む）→３
交番（下知、一宮、高須）年度内完成予定

・女性の意見を反映させた装備資機材の検討
　☆耐刃防護衣の新仕様（Sサイズ）導入

・ポスト拡大や専門分野への積極的配
置により、女性警察官の活躍の場の拡
大を実施

・女性採用担当者が就職説明会に参加
したことにより、受験者の獲得に繋げた

・育児休業からのスムーズな職場復帰
をするため、職場復帰支援制度の利用
を促進し、「職場復帰前実地研修」を実
施

・女性警察官の活躍の場の拡大

・講演等による職員の意識改革

・女性用施設・装備を順次整備

・仕事と家庭の両立支援制度の充実及び
利用推進

・職員のワークライフバランスの推
進

警務課

107
学校現場における女性教職
員の登用促進

・校長任用については、任用資格を有
する者のうち、やむを得ない事情により
平成30年度の校長任用を希望しない者
は、意思確認書を提出するものとし、意
思確認書を提出した者を除いた者全員
を「任用候補者」としている。
・校長登用については、現状の選考方
法で女性の登用を促進する。

・教頭等任用候補者選考審査制度の改
正を行い、新たな制度のもとで、女性管
理職の増加につなげる。

・大量退職により、特に小学校の教
頭職について、人材の確保が難し
い現状がある。
・市町村教育委員会等へ新たな制
度を周知し、女性を含め、優秀な人
材の受審の拡大につなげること。

・教頭任用については、立候補制に加えて、
H29年度から市町村（学校組合）教育長、教育
事務所長、県立学校長及び国立大学法人高
知大学の附属学校長による推薦制を取り入
れて、女性を含め、優秀な人材の受審の拡大
につなげた。

(成果）
・受審者数における女性の割合
Ｈ28実施2１.9％⇒H29実施21.2%（校長）
Ｈ28実施26.9％⇒H29実施41.3%（教頭）

・校長任用については、登用できる候補
者の層が広がった。

・教頭等任用候補者選考審査受審者の
うち、女性の受審者の割合は年々増加
している。

・教頭等任用候補者選考審査制度の改正
を行い、受審者の割合が増加したので、
新たな制度のもと、引き続き女性管理職
の増加につなげる。

・大量退職により、依然として小学
校の教頭職について、人材の確保
が難しい現状がある。
・市町村教育委員会等へ制度を周
知し、女性を含め、優秀な人材の受
審の拡大につなげること。

教職員・福利課
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組
通
し
番
号
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ー
マ

課
　
　
題

取
組

取組の内容 担当課室

108
女性活躍推進法に基づく事
業主行動計画策定

・県庁インターンシップにおいて女子学
生に向けたキャリア形成等を説明
・女性のキャリアプラン研修、キャリアサ
ポート研修の実施
・若手職員を中心とした意見交換会の
実施（子育て期等の職員をメインとす
る）
・イクボスやWLBに係る職員の意識を向
上に努める
・子育て等に係る情報を随時発信して
いく

・子育てに関する制度の周知徹底

・県庁インターンシップにおいて、子育てサ
ポートプランの概要等の説明及び若手職員と
の意見交換を実施
・女性のキャリアプラン研修（参加者24名）及
びキャリアサポート研修（参加者28名）を実施
・イクボスに関するリーフレット「イクボスのス
スメ」を作成・配付
・各所属において、子育てサポート面談を実
施

・女性のキャリアプラン研修及びキャリ
アサポート研修は、キャリア形成の意識
醸成に有効であり、今後も引き続き実施
していく
・子育てサポート面談等の取組をこれか
らも着実に実施し、職員誰もが子どもを
産み育てやすい環境づくりを進めていく

・県庁インターンシップにおいて女子学生
に向けたキャリア形成等を説明
・女性のキャリアプラン研修、キャリアサ
ポート研修の実施
・若手職員を中心とした意見交換会の実
施（子育て期等の職員をメインとする）
・イクボスやWLBに係る職員の意識を向
上に努める
・子育て等に係る情報を随時発信していく

・子育てに関する制度の周知徹底
人事課

108
女性活躍推進法に基づく事
業主行動計画策定

・優秀な女性警察官の採用に向けた取
組
・大学において女子学生を対象とした説
明会の実施
・育児休業からの職場復帰支援制度の
利用促進

・受験者数の低下
・入校忌避等を理由とする女性職
員の昇任意欲の希薄化

・優秀な女性警察官の採用に向けた人材確
保のための継続的な取組
　☆大学において女性を対象とした授業型の
就職説明会に参加
　☆バスツアーによる就職説明会の実施（４
月、女性参加者：12人）
　☆県警のHPにおいて女性の活躍をアピー
ルした動画の配信

・育児休業からの職場復帰支援制度の利用
促進

・育児・介護等の事情により警察学校への入
校に支障のある職員を支援する通学制度の
導入

・女性採用担当者が就職説明会に参加
したことにより、受験者の獲得に繋げた

・育児休業からのスムーズな職場復帰
をするため、職場復帰支援制度の利用
を促進し、「職場復帰前実地研修」を実
施

・優秀な女性警察官の採用に向けた人材
確保のための継続的な取組

・育児休業からの職場復帰支援制度の利
用促進

・受験者数の低下 警務課

108
女性活躍推進法に基づく事
業主行動計画策定

・平成28年度の育児休業等の取得状況
の把握及び公表。
・管理職員の人事評価に加えた次世代
育成、ワークライフバランスに関する視
点の徹底を図る。
・管理職員による子どもが生まれる教
職員に対する面談の報告を実施し、制
度理解の推進を図る。

・制度の活用が、更に行いやすい
職場環境づくりを行うこと。
・管理職員の制度への理解の推進
を継続的に行うこと。
・「活力ある学校づくり」リーフレット
（改訂版）」を管理職員の研修等で
活用し、制度の周知を図る。

いずれの項目も取得率が減少している。

・男性の育児休業取得率　H27（2.9%）⇒H28
（0.4%）
・男性の配偶者出産休暇取得率　H27（68.6%）
⇒H28（54.2%）
・男性の育児参加休暇取得率　H27（15.5%）⇒
H28（13.3%）

・男性の育児休業等の取得率が減少し
ており、管理職員による面談や制度の
周知が不十分であると思われる。

・平成29年度の育児休業等の取得状況の
把握及び公表
・管理職員の人事評価に加えた次世代育
成、ワークライフバランスに関する視点の
徹底
・「活力ある学校づくり」リーフレット（改訂
版）」を管理職員の研修等で活用し、制度
のさらなる周知を図る。
・管理職員による子どもが生まれる教職
員に対する面談報告の検証

・制度を活用しやすい職場環境づく
りを引き続き行う必要がある。
・管理職員を含めた教職員に制度
への理解の推進を継続的に行うこ
と。

教職員・福利課
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組
通
し
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取
組

取組の内容 担当課室

109

男女共同参画の取り組みに
関する広報、啓発、情報の提
供（情報誌、ホームページ、
メールマガジン等による広
報）

（こうち男女共同参画センター管理運営
費)
・情報紙「ソーレ・スコープ」
・ホームページやメールマガジン、SNS
の活用による啓発・広報
・啓発誌の改訂・活用や啓発パネル展
示・貸出し
・出前講座事業の実施
・図書等利用PR事業の実施
・公共交通機関での啓発広告
・地域イベント等での啓発

効果的な啓発・広報の検討

・情報紙「ソーレ・スコープ」発行(4月、7月、10
月、１月)
・ホームページやメールマガジン(毎月発行)、
フェイスブック（7/1開始）による啓発・広報
・啓発誌「ぐーちょきぱー」の改訂及び活用や
啓発パネルの館内展示・貸出しによる啓発
・ソーレ登録のサポーター講師やソーレ職員
による出前講座の実施
・図書等利用PR事業として、「私のためのリフ
レッシュタイム」の実施（5月、8月、１月）とテー
マを決めた図書の企画展示（毎月）
・男女共同参画推進月間に公共交通機関（路
面電車）で啓発広告

・情報紙、啓発誌の配布先が団体・企業
中心であることからより広範囲な啓発・
広報が可能
・これまで男女共同参画について学ぶ
機会のなかった県民への啓発・広報の
ため、様々な方法や媒体で啓発・広報を
実施

・情報紙「ソーレ・スコープ」
・ホームページやメールマガジン、SNSの
活用による啓発・広報
・啓発誌の改訂・活用や啓発パネル展示・
貸出し
・出前講座事業の実施
・図書等利用PR事業の実施
・公共交通機関での啓発広告
・地域イベント等での啓発

・効果的な啓発・広報の検討 ソーレ

110

【人権啓発研修事業－市町村人権啓発
担当者連絡協議会開催事業】
対象：市町村人権啓発担当者
内容：県内３ブロック（いの町、四万十
市、田野町）で実施予定。啓発企画力
の向上、担当者間のネットワークの形
成を図る。

発表事例の発掘や教育及び啓発
各分野におけるタイムリーなテーマ
設定が必要。

平成29年度
市町村人権啓発担当者連絡協議会
　・平成29年度事業説明等
　　（法務局、人権課、人権教育課、公益財団
法人高知県人権啓発センター）
　・実践発表（香美市、高知市、黒潮町、室戸
市）
　・意見交換（事業・取り組み等意見交換
[中部]　開催日：5月15日
　　　　　会場：県立高知青少年の家
　　　　　参加者：30名
[西部]　開催日：5月18日
　　　　　会　場：四万十市立中央公民館
　　　　　参加者：11名
[東部]　開催日：5月22日
　　　　　会　場：田野町ふれあいセンター
　　　　　参加者：16名

[参加者アンケートから]
・他市町村の取り組みを参考にできる。
・担当者同士のつながりができた。
・ＰＤＣＡシートを作成することで取り組み方法
が明確になった。

・直前に用務が入り、当日欠席や途中
体制があるので、その場合、他のブロッ
クに変更し参加できるように検討する。
・法務局に国の動向等の情報（資料）提
供をお願いしたい。
・他県の先進的な取り組みを知りたい。
・公務員としての人権に関する配慮を学
ぶ機会が欲しい。
・人権担当新任者が短時間で実践でき
る取り組みや勉強方法も紹介してほし
い。

【人権啓発研修事業－市町村人権啓発担
当者連絡協議会開催事業】
対象：市町村人権啓発担当者
内容：県内３ブロック（いの町、四万十市、
田野町）で実施予定。啓発企画力の向
上、担当者間のネットワークの形成を図
る。

　[東部]平成30年5月14日
　[西部]　　〃　 　5月17日
　[中央]　　〃　　 5月21日

[次年度に向けて]
・３日程で参加可能な日を選択でき
るようにする。
・視聴覚教材の市長を検討する。

人権課

111

各市町村の人権教育・啓発に関する取
組において、男女共同参画や女性の人
権をテーマにした内容を組み込んでも
らえるよう、市町村人権教育・啓発担当
者連絡協議会等を通じて働きかける。

男女共同参画や女性の人権につい
ての研修の場の設定と地域住民の
ニーズとの調整。

男女共同参画や女性の人権についての研修
の必要性については、県民に身近な１０の人
権課題と併せて、市町村人権教育・啓発担当
者連絡協議会等で説明してきた。

市町村のニーズとしては、新たに追加さ
れた３つの人権課題への対応やいじ
め、ネット問題等をテーマにした研修依
頼が多く、女性の人権をテーマにした
ニーズは少ない。女性の人権について
考える場の必要性を機会あるごとに訴
えていく必要がある。

市町村の人権教育・啓発に関する取組に
おいて、男女共同参画や女性の人権を
テーマにした内容を組み込んでもらうこと
と、人権問題についての研修の機会を増
やすことを、市町村人権教育・啓発担当
者連絡協議会等を通じて働きかける。

男女共同参画や女性の人権につい
ての研修の場の設定と市町村の
ニーズとの調整。

人権教育課
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組
通
し
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112
市町村職員の女性管理職へ
の登用促進

・引き続き「こうち人づくり広域連合」が
実施する男女共同参画関係の研修等
に協力していく。

【H29研修予定】
①セクシャルハラスメント研修（新採研
修、階層別基本研修の中で実施）
1,196名
②男女共同参画セミナー　56名
③受講予定者計：1,252名

・市町村職員の減少などにより、研
修に参加しづらい状況にある団体
もあるものと思料される。

【H29研修実績】（H30.3末時点）
①セクシャルハラスメント研修(階層別基本研
修、講師派遣研修）　828名
②男女共同参画セミナー　47名
③合計　875名

・研修を通じて、行政への女性の参画につい
て市町村職員の理解が深まった。

・セクシャルハラスメント研修（新採研
修）を研修内容を変えたことにより、実
績が減少。

・男女共同参画セミナーは、実施日が１
日しかないため、参加者が別日に受講
することができない。

・引き続き「こうち人づくり広域連合」が実
施する男女共同参画関係の研修等に協
力していく。

【H30研修予定】
①セクシャルハラスメント研修（階層別基
本研修の中で実施）　864名
②男女共同参画セミナー　56名
③受講予定者計：920名

・市町村職員に急な業務が入ること
などにより、研修に参加しづらい状
況にある中で、いかに参加者を増
加していくかが課題。

市町村振興課

113
市町村の審議会等委員への
女性の参画促進

男女共同参画計画及び女性活躍推進
法に基づく推進計画の策定や取り組み
を通じ、市町村の審議会委員への参画
が促進されるよう、計画策定を働きかけ
る

男女共同参画計画及び女性活躍
推進法に基づく推進計画を活用し
た市町村へのさらなる働きかけ

女性活躍推進法に定める女性活躍推進計画
の策定働きかけ

ｰ
市町村の審議会等委員への女性の参画
促進のために助言、周知を行う

女性活躍推進法を活用した市町村
へのさらなる働きかけ

県民生活・男女共
同参画課

114
経済団体等と連携した女性
の登用・継続就業の促進（女
性登用等促進事業）（再掲）

・働きやすい職場づくりのためのミドル
セミナー開催
・働く女性対象のキャリアアップ・デザイ
ンセミナー開催
・女性活躍推進法に定める事業主行動
計画策定支援

・事業主行動計画の策定が進む支
援策の充実・強化

・啓発リーフレットを県内企業等に配布

＜成果＞
・ミドルセミナー参加者　29名
・キャリアアップセミナー参加者　64名
・事業主行動計画策定説明会参加者　67名

・女性だけでなく、男性も対象とした啓発
が必要
・出産・育児等を機にスキルアップ、キャ
リアアップへの意欲が低下する女性が
多い
・企業にとって行動計画を自主的に策
定するメリットが乏しい
・専門家派遣などの個別支援では策定
企業数を大幅に増やすことが困難

・男女がともに働きやすい職場づくりセミ
ナー開催（管理職・人事担当者向け、働く
男性・女性向け、キャリアデザイン）

･セミナー参加者の確保
・関係先との連携強化

県民生活・男女共
同参画課

115

・働きやすい職場づくりのためのミドル
セミナー開催
・働く女性対象のキャリアアップ・デザイ
ンセミナー開催
・女性活躍推進法に定める事業主行動
計画策定支援

・事業主行動計画の策定が進む支
援策の充実・強化

・啓発リーフレットを県内企業等に配布

＜成果＞
・ミドルセミナー参加者　29名
・キャリアアップセミナー参加者　64名
・事業主行動計画策定説明会参加者　67名

・女性だけでなく、男性も対象とした啓発
が必要
・出産・育児等を機にスキルアップ、キャ
リアアップへの意欲が低下する女性が
多い
・企業にとって行動計画を自主的に策
定するメリットが乏しい
・専門家派遣などの個別支援では策定
企業数を大幅に増やすことが困難

・男女がともに働きやすい職場づくりセミ
ナー開催（管理職・人事担当者向け、働く
男性・女性向け、キャリアデザイン）
・関係機関と連携した女性活躍推進法に
定める事業主行動計画策定へのアプロー
チ

･セミナー参加者の確保
・関係先との連携強化

県民生活・男女共
同参画課

116

○結婚や子育てを支援する機運の醸
成
　・企業等の子育て支援やワーク・ライ
フ・バランスの推進などの取組事例の
紹介
　・テレビ等でのCM放送
　・高知家「出会い・結婚・子育て応援」
フォーラム

○結婚や子育てを支援する機運の
醸成
　・効果的な広報、啓発の実施

○結婚や子育てを支援する機運の醸成
　・応援団取組紹介冊子の作成・配布
　・映画館CM放映（8/5～9/1）
　 ・高知家「出会い・結婚・子育て応援」フォー
ラムの開催(10/21)

○結婚や子育てを支援する機運の醸成
　・少子化対策の機運を醸成することが
必要

○結婚や子育てを支援する機運の醸成
　・従業員への周知を図る「応援団通信」
の情報の充実
　・応援団の取組の紹介（新聞広告やパ
ネルを活用した広報の実施）
　・応援団交流会の開催
　・少子化対策の中で重点的に進めてい
るテーマでのフォーラムの開催

○応援団と協働した取組の充実
　・県の施策を企業に取り入れてい
ただくためのアプローチ
　・他団体の取り組み事例を参考に
した企業の取り組みの横展開

少子対策課

117
商工会議所女性会・商工会
女性部の育成と活動支援

（若手後継者育成事業費）
商工会・商工会議所の女性のための各
種セミナー、研修会の開催費などに対
して引き続き助成し、活動を支援する。

-

・商工会女性部員活動事例発表及び講演会
を開催（4月26日）
・商工会議所女性会連合会県連大会研修会
を開催（6月26日）

（成果）
・商工会女性部員活動事例発表及び講演会
に95名、商工会議所女性会連合会県連大会
研修会に57名が参加

商工会、商工会議所女性部は、他組織
とも連携して活動を行う機会も多く、全
体の組織運営には一部分で関与できて
いる。しかし、役職員として商工会等の
運営に直接関わる女性役員の数は少な
く、あくまで女性会の活動内にとどまっ
ている状態。

（若手後継者育成事業費）
商工会・商工会議所の女性のための各種
セミナー、研修会等の開催費の他、地域
振興事業に対して助成する。

女性部として、商工会・商工会議所
の取組への協力体制はとれている
ので、今後、地域振興の担い手とし
て、女性部員の意識改革へ取組み
を推進する。

経営支援課
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民間企業等における女性の
活躍を促進するための啓発
や表彰制度の実施（再掲）
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組
通
し
番
号

テ
ー
マ

課
　
　
題

取
組

取組の内容 担当課室

118
農業協同組合女性部の育成
と活動支援

JAグループが策定した、女性部の活性
化方策と農協の支援策を一体化した
「JA女性部活性化プラン」の取り組みに
ついて、支援していく。

高齢化した部員がリタイアする一方
で、若年層を中心に新規部員の加
入が進まず、部員の減少が続いて
いる。

各農協の状況を把握し、必要に応じてヒアリ
ングの際に、女性役員の状況を確認するなど
としている。

引き続き、各農協に対してヒアリング等
を実施し、状況の把握、取り組みへの
支援が必要。

JAグループが策定した、女性部の活性化
方策と農協の支援策を一体化した「JA女
性部活性化プラン」の取り組みについて、
支援していく。

高齢化した部員がリタイアする一方
で、若年層を中心に新規部員の加
入が進まず、部員の減少が続いて
いる。

協同組合指導
課

119
漁業協同組合女性部の育成
と活動支援

・常例検査時に啓発
・常例検査実施漁協箇所数＝16か
所

啓発機会をとらえる取組
・常例検査時に啓発
・常例検査実施漁協箇所数＝16か所

女性組合員にかかわらず、組合員
の減少が著しい。（過去５年間で
1,203人減少しているが、女性組合
員の割合は1.3%増加している。）

・常例検査時に啓発
・常例検査実施漁協箇所数＝10か所

啓発機会をとらえる取組 水産政策課

120

JAグループが策定した、女性部の活性
化方策と農協の支援策を一体化した
「JA女性部活性化プラン」の取り組みに
ついて、支援していく。

女性部が様々な活動を行っていな
がら、その取り組みがJA内外で正
しい評価をうけていないという現状
がみられる。

各農協の状況を把握し、必要に応じてヒアリ
ングの際に、女性役員の状況を確認するなど
としている。

引き続き、各農協に対してヒアリング等
を実施し、状況の把握、取り組みへの
支援が必要。

JAグループが策定した、女性部の活性化
方策と農協の支援策を一体化した「JA女
性部活性化プラン」の取り組みについて、
支援していく。

女性部が様々な活動を行っていな
がら、その取り組みがJA内外で正
しい評価をうけていないという現状
がみられる。

協同組合指導
課

121
・常例検査時に啓発
・常例検査実施漁協箇所数＝16か
所

啓発機会をとらえる取組
・常例検査時に啓発
・常例検査実施漁協箇所数＝16か所

女性組合員にかかわらず、組合員
の減少が著しい。（過去５年間で
1,203人減少しているが、女性組合
員の割合は1.3%増加している。）

・常例検査時に啓発
・常例検査実施漁協箇所数＝10か所

啓発機会をとらえる取組 水産政策課

122
女性による地域防災活動の
育成と支援

・引き続き消防団員定数確保協議会の
開催（須崎市、香南市）や消防団訪問な
どを実施し、各消防団の現状を把握す
ると共に、女性消防団員の入団促進方
法の検討や活動内容の検討を行う。

・地域防災フェスティバル（室戸市）に出
店し、来場者に向け、女性消防団員の
ＰＲを実施する

住民による女性消防団員の認知度
は市町村によって差があるので、住
民等に対する効果的なＰＲが必要

・消防団員定数確保協議会を須崎市で４回、
香南市で３回開催し、併せてその他市町村の
団事務担当者と面談し、団員確保に有効な手
法の情報提供を行った。
また、面談の際、団員の処遇に関する質問も
あり、情報提供も併せて行った。

・地域防災フェスティバル（室戸市）に出展し、
来場者に向け、女性消防団員のＰＲを実施し
た。

＜実施中＞

・引き続き消防団員定数確保協議会の開
催（須崎市、越知町）や消防団を訪問な
ど、各消防団の現状を把握すると共に、
女性消防団員の入団促進方法の検討や
活動内容の検討を行う。

・また、地域防災フェスティバル（高知市）
に出席し、来場者に向け、女性消防団員
のＰＲを実施する。

住民に対する女性消防団員の認知
度は市町村によって差があるので、
住民等に対する効果的なＰＲが必
要

消防政策課

123 女性リーダーの育成（再掲）

男女共同参画の視点をもった人材、地
域の中核的なリーダーとなる女性を育
成するための事業を行うとともに、次年
度以降の継続実施に向けたリーダー育
成プログラムを策定
・女性の活躍応援
・防災スキル向上講座

・効果的で継続的に実施可能なプ
ログラムの策定

職場及び防災の２分野におけるリーダーとな
る女性の育成を行うための事業を行うととも
に、次年度以降の継続実施に向けたリーダー
育成プログラムを策定

・女性の活躍応援塾（９名）６回開催
・女性防災プロジェクト（37名）８回開催
　公開講座（6月、10月）延べ119名参加

・企業や参加者のニーズを把握し、プロ
グラム内容の十分な検証が必要
・年間で複数回の開催すべてに全員が
参加するのは困難

男女共同参画の視点を持った人材、地域
の中核的リーダーとなる女性を育成する
ため、職場及び防災のプログラム実施と
スキルアップのための講座を実施

・女性の活躍応援
・女性防災プロジェクト
・エンパワメント講座

・参加者に対する職場の協力
・関係機関との連携

ソーレ

124
大学生に向けたキャリア形成
支援事業（男女共同参画に
関する講演・講座）

高知大学及び高知県立大学にてキャリ
ア形成支援事業を実施

大学との連携強化・拡大
大学生向けキャリア形成支援事業

・高知大学　76名参加
・高知県立大　41名参加

・大学と連携を強化し、継続的な内容の
充実・見直しが必要

・高知大学及び高知県立大学にてキャリ
ア形成支援事業を実施

・大学との連携強化・拡大
ソーレ

各組織に対する広報啓発、
情報提供
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組
通
し
番
号

テ
ー
マ

課
　
　
題

取
組

取組の内容 担当課室

125
経済団体等と連携した女性
の登用・継続就業の促進（女
性登用等促進事業）（再掲）

・働きやすい職場づくりのためのミドル
セミナー開催
・働く女性対象のキャリアアップ・デザイ
ンセミナー開催
・女性活躍推進法に定める事業主行動
計画策定支援

・事業主行動計画の策定が進む支
援策の充実・強化

・啓発リーフレットを県内企業等に配布

＜成果＞
・ミドルセミナー参加者　29名
・キャリアアップセミナー参加者　64名
・事業主行動計画策定説明会参加者　67名

・女性だけでなく、男性も対象とした啓発
が必要
・出産・育児等を機にスキルアップ、キャ
リアアップへの意欲が低下する女性が
多い
・企業にとって行動計画を自主的に策
定するメリットが乏しい
・専門家派遣などの個別支援では策定
企業数を大幅に増やすことが困難

・男女がともに働きやすい職場づくりセミ
ナー開催（管理職・人事担当者向け、働く
男性・女性向け、キャリアデザイン）

･セミナー参加者の確保
・関係先との連携強化

県民生活・男女共
同参画課

126

・働きやすい職場づくりのためのミドル
セミナー開催
・働く女性対象のキャリアアップ・デザイ
ンセミナー開催
・女性活躍推進法に定める事業主行動
計画策定支援

・事業主行動計画の策定が進む支
援策の充実・強化

・啓発リーフレットを県内企業等に配布

＜成果＞
・ミドルセミナー参加者　29名
・キャリアアップセミナー参加者　64名
・事業主行動計画策定説明会参加者　67名

・女性だけでなく、男性も対象とした啓発
が必要
・出産・育児等を機にスキルアップ、キャ
リアアップへの意欲が低下する女性が
多い
・企業にとって行動計画を自主的に策
定するメリットが乏しい
・専門家派遣などの個別支援では策定
企業数を大幅に増やすことが困難

・男女がともに働きやすい職場づくりセミ
ナー開催（管理職・人事担当者向け、働く
男性・女性向け、キャリアデザイン）
・関係機関と連携した女性活躍推進法に
定める事業主行動計画策定へのアプロー
チ

･セミナー参加者の確保
・関係先との連携強化

県民生活・男女共
同参画課

127

○結婚や子育てを支援する機運の醸
成
　・企業等の子育て支援やワーク・ライ
フ・バランスの推進などの取組事例の
紹介
　・テレビ等でのCM放送
　・高知家「出会い・結婚・子育て応援」
フォーラム

○結婚や子育てを支援する機運の
醸成
　・効果的な広報、啓発の実施

○結婚や子育てを支援する機運の醸成
　・応援団取組紹介冊子の作成・配布
　・映画館CM放映（8/5～9/1）
　 ・高知家「出会い・結婚・子育て応援」フォー
ラムの開催(10/21)

○結婚や子育てを支援する機運の醸成
　・少子化対策の機運を醸成することが
必要

○結婚や子育てを支援する機運の醸成
　・従業員への周知を図る「応援団通信」
の情報の充実
　・応援団の取組の紹介（新聞広告やパ
ネルを活用した広報の実施）
　・応援団交流会の開催
　・少子化対策の中で重点的に進めてい
るテーマでのフォーラムの開催

○応援団と協働した取組の充実
　・県の施策を企業に取り入れてい
ただくためのアプローチ
　・他団体の取り組み事例を参考に
した企業の取り組みの横展開

少子対策課
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民間企業等における女性の
活躍を促進するための啓発
や表彰制度をの実施（再掲）
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組
通
し
番
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〇ワークライフバランス推進企業証制
度
・認証推進にかかる訪問件数目標１８０
件
・認証企業数H30年3月末目標：２１０社
・次世代育成支援企業認証制度をベー
スに、介護などの項目を上乗せし、認
証制度のバージョンアップを図る。

〇認証制度の周知啓発
〇事業主の意識の向上

○「次世代育成支援企業認証制度」を
　 「ワークライフバランス推進企業認証制度」
　へH29.6.1改正
○ワークライフバランス推進企業証制度
　・認証推進にかかる訪問件数：181件
　・認証企業数（H30.3月末）：193社

〇ワークライフバランス推進企業認証
制度
・県委託事業による社会保険労務士の
企業訪問が、認証制度の周知、認証企
業数の増加につながっている。

〇ワークライフバランス推進企業認証制
度
・認証推進にかかる訪問件数目標300件
・認証企業数H31年3月末目標：300社

〇認証制度の周知啓発
〇事業主の意識の向上

雇用労働政策
課
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〇こうちプレマnetの活用促進
　県民への広報（市町村を通じて、妊産
婦等にもチラシを配布）
　子育てサークル等の活動やイベント
情報の提供・充実等
○子育て応援情報紙「大きくなあれ」の
発行　年4回・各40,000部
〇子育て出前講座　７回
○ライフプランセミナー出前講座10回

○子育て支援やワーク・ライフ・バラン
スの推進などの好事例の取組紹介等
　・高知家「出会い・結婚・子育て応援」
フォーラムの開催
　・高知家の出会い・結婚・子育て応援
団交流会の実施

◆ターゲット層に繋がる効果的な広
報・啓発の取り組み
◆企業への積極的な周知
◆高知家の出会い・結婚・子育て応
援団との協調活動

○子育て支援やワーク・ライフ・バラ
ンスの推進などの好事例の取組紹
介等

・高知家の出会い・結婚・子育て
応援団や企業の取組の充実
　・企業等の取組事例の横展開

・子育てサークルや子育て支援センターの取
組情報を随時掲載　300件　（H29年度末）
・サイトアクセス数　183,908件
　（H29年度月平均アクセス数15,326件）
・高知市やいの町など、出生の多い市町
　が情報発信ツールとして活用
○子育て応援情報紙「大きくなあれ」年4回発
行　7月号　40000部発行
　育休事例やワークライフバランスへのアドバ
イス等を毎号掲載
○子育て出前講座
　3回実施　７╱29 　9╱28  12╱16
　27名参加（男性16名含む）

○子育て支援やワーク・ライフ・バランスの推
進などの好事例の取組紹介等
  ・高知家「出会い・結婚・子育て応援」フォー
ラムの開催(10/21)
　・高知家の出会い・結婚・子育て応援団交流
会の実施　（第１回9月：県内3カ所、第2回１１
月１カ所、第３回２月１ヵ所）
  ・応援団取組事例報告会の開催（2/13）

○こうちプレマnetの運営
　サイトへのアクセス数は増加傾向。
　今後もいろんな場面で周知を図るとと
もに、子育てに関する情報基地となるよ
う市町村にも活用を促していくことで啓
発効果が高まっていくと思われる
○子育て応援情報紙「大きくなあれ」発
行
　本事業における子育て支援に資する
情報発信としての狙いは民間の取り組
みやインターネットの発達により他に補
完できるツールが出てきたことから取組
の役割を終了する
○子育て出前講座
　男性の参加もあり、家庭での育児参
加について考える機会になっている

○応援団と協働した取組のさらなる充
実が必要
・県の施策を企業に取り入れていただく
ためのアプローチ
・他団体の取組事例を参考にした企業
の取組の横展開

〇こうちプレマnetの活用促進
　県民への広報（市町村を通じて、妊産婦
等にもチラシを配布）
　子育てサークル等の活動やイベント情
報の提供・充実等
　掲載内容の見直し
○子育て応援情報紙「大きくなあれ」の発
行
→廃止
〇子育て出前講座　７回

○応援団と協働した取組の充実に向けた
支援
・従業員への周知を図る「応援団通信」の
情報の充実
・県民に対して応援団が行う自らの取組を
紹介するため、新聞広告やパネルを活用
しての広報
・応援団交流会の開催（（具体的に進める
取組）
・高知家「出会い・結婚・子育て応援」
フォーラムの開催
・男性の育児休暇・育児休業の促進（企
業・団体における「育児休業・育児休暇の
取得促進宣言」）

◆ターゲット層に繋がる効果的な広
報・啓発の取り組み
◆企業への積極的な周知
◆高知家の出会い・結婚・子育て応
援団との協調活動

○応援団と協働した取組のさらなる
充実
・県の施策を企業に取り入れていた
だくためのアプローチ
・他団体の取組事例を参考にした
企業の取組の横展開

児童家庭課
少子対策課
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機会を通じてさらに配布し、啓発を図
る。

-

平成２８年度に作成した男性の家事・育児・介
護の啓発冊子を、各種イベント等を利用して
配布し、啓発を行った。
また、高知市、ソーレに冊子データを提供す
ることで、広く活用してもらうことができた。

写真、イラストを多用し、見やすく手に
取ってもらいやすい冊子であることか
ら、配布することで啓発につながってい
る。

機会を通じてさらに配布し、啓発を図る。 -
県民生活・男女共
同参画課
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労働関係法令等の広報・啓
発・周知（再掲）

○ワーク・ライフ・バランスセミナーの開
催
関係機関と連携し企業等へのワーク・
ライフ・バランスの周知・啓発を目的に
セミナーを開催

○ワーク・ライフ・バランスの周知啓
発
○中小企業においてのワーク・ライ
フ・バランスの浸透

○働き方改革セミナー
　高知市会場　　　H29.7.31　実施
　安芸市会場　　　H29.8. 3　 実施
　四万十市会場　 H29.8.30 　実施
○働き方改革実践セミナー
　安芸市会場　　　H29.9.13　実施
　高知市会場　　　H29.9.14　実施
　四万十市会場　 H29.9.20   実施

参加者数　 　延べ３７９人
参加企業数　延べ２６２社

○働き方改革セミナーの開催
　関係機関と連携し企業等へのワーク・ラ
イフ・バランス等働き方改革の周知・啓発
を目的にセミナーを開催

○ワーク・ライフ・バランスの周知啓
発
○中小企業においてのワーク・ライ
フ・バランスの浸透

雇用労働政策
課
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仕事と家庭の両立のための
広報・啓発促進（再掲）
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人権啓発に関する企業リー
ダー養成講座の実施（再掲）

【人権啓発事業－人権啓発研修企業
リーダー養成講座開催事業】
●　ヒューマンパワー育成講座：２回
内容：CSRに関する基調講演、事例発
表等

●　ハートフルセミナー：5回
内容：映画上映や講演会、人権落語等

・効果的な広報を実施し、参加を広
く呼びかける必要がある。

人権啓発研修企業リーダー養成講座開催事
業
●ヒューマンパワー育成講座
①講演会「いろいろなハラスメントへの対応
　　　　　　と最新情報」　　開催日：1月19日
　講　師：(株)アトリエエム代表取締役
　　　　　　三木啓子氏　　参加者：77人
[アンケートから]
理解の深まり：「大いに深まった」、「深まった」
の
割合９８％
・様々なハラスメントがあり自身も勉強していく
必要があると感じた。
・共通の認識を持つことが必要だと思った。個
性を尊重することも。
・ロールプレイはすぐに実践できるケースが取
り上げられていて良かった。
●ハートフルセミナー：5回
①講演会「なぜ私が？一生消えない
　　　　ネットの書き込み」　　開催日：８月20日
　講　師：㈱情報文化総合研究所代表取締役
　　　　　佐藤佳弘氏　　参加者：６１人
[アンケートから]
満足度：７５％の参加者が満足度８０％以上
　・講師の語り口調が聞き取りやすく、専門用
　語の解説もわかりやすかった。
　・インターネットの問題点がよくわかった。
　・法規制を急ぐ必要性があると感じた。
　・いつでも誰でも被害者になりえると感じた。

●ヒューマンパワー育成講座
①様々なハラスメントが起こる背景やそ
の具体的な事例を挙げながら、する側さ
れる側双方の立場に立って、どうすれ
ばハラスメントをなくすことができるのか
参加者に考えさせるロールプレイなどが
あり、現場で実践できる内容であった。

●ハートフルセミナー
①　講師は全国の自治体でインターネッ
トによる人権侵害に関する有識者会議
の委員やアドバイザーを務め、被害状
況や現時点で可能な対策、法規制の課
題などクイズや多くの参考資料を交え、
わかりやすく解説いただいた。
　特に、女性をテーマとしていないが、イ
ンターネットが性犯罪につながる危険性
もあり、保護者はもちろんであるが、ＳＮ
Ｓが身近にある若年世代に受講しても
らいたい内容であった。

【人権啓発事業－人権啓発研修企業リー
ダー養成講座開催事業】
●　ヒューマンパワー育成講座：２回
内容：CSRに関する基調講演、事例発表
等

●　ハートフルセミナー：5回
内容：映画上映や講演会、人権落語等

・効果的な広報を実施し、参加を広
く呼びかける必要がある。 人権課

133
就職支援相談センター（ジョ
ブカフェ）事業

（しごと体験講習）
求職者が企業で実際に仕事を体験（5
日以内）することで、職種理解、マッチン
グに繋げる。
しごと体験講習の受講前に、受講予定
者に対し、ジョブトレーニング（マナー向
上やミスマッチ防止等の指導）を行い、
就職率及び就職後の職場定着率を向
上させる。

・しごと体験講習受講者の正規雇用
率の向上

Ｈ２９しごと体験講習(H30年３月末)
・受講者数　２１４人
・採用数　１４５人
・うち正規雇用数　６９人

正規雇用率　４７．６％

しごと体験講習の受講前の、ジョブ
トレーニングを強化した結果、前年
同月の正規雇用率４４．９％を上
回っている。

就職基礎力養成講座、業界研究、企
業見学など、職場体験講習受講前の
就労支援の充実を図り、ミスマッチの
ない就職と職場定着につなげていく。
また、就職後もアフターフォローとして
定着の確認や在職者相談等への案
内を行う。（｢しごと体験講習｣を｢職場
体験講習｣に名称変更）

・就職までに時間を要する求職者等
への就職支援

雇用労働政策
課
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（産業人材育成事業費）
ビジネスに必要な幅広い分野の基礎知
識から応用・実践力まで、受講者のレベ
ルに応じて体系的に習得できる研修
「土佐まるごとビジネスアカデミー（土佐
MBA）」の継続実施により産業振興の
担い手となる人材育成に取り組む。

【H29の改善点】
・講座体系を整理し、本科、実科、専科
の３科構成とする。
・本科各コースに監修講師を置き、1講
座から受講できる自由度を残しつつ、
コース受講することでより体系的に学べ
るカリキュラムとする。
・学びの面から事業戦略作りをサポート
する。
・サテプラ配信環境の安定化や年間通
じたネット受講を可能にすることで、通
学できない方にもより受講しやすい環
境を整える。

・受講生の確保のための効果的な
広報

平成29年度
受講者数延べ4,313人

目標を超える多くの方に受講していただ
くことができた。

（産業人材育成事業費）
ビジネスに必要な幅広い分野の基礎知識
から応用・実践力まで、受講者のレベルに
応じて体系的に習得できる研修「土佐まる
ごとビジネスアカデミー（土佐MBA）」の継
続実施により産業振興の担い手となる人
材育成に取り組む。

・ニーズのある方に的確に必要な情
報を届けるための情報発信の強
化、学びを体験できる機会の提供

・講座内容への受講者ニーズの反
映

・高知市以外での地域の学びの機
会の拡充

産学官民連携セ
ンター（ココプラ）
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様々な職種に合わせての事前準備、勉
強会の実施について、さらに力を入れ
ていく必要がある。実習受け入れ確認
をなるべく早くし、参加する企業の事業
なども事前学習し、できる限り早めの訪
問と、可能であれば企業見学も実施し
ていくことを検討する。

-

〇技術指導
　参加生徒　424人　33社
〇デュアルシステム
　参加生徒　282人　150社
〇教員研修　2名
○共同研究
　参加生徒　77人　14社

　地元企業と連携した取組が行われて
おり、就業体験を通して、職業理解や勤
労観の醸成につながった。
　挨拶、礼儀、コミュニケーションの向上
につながることはもちろん、仕事の厳し
さも体験でき、自分の役割に責任を持
つことの重要さを学べることは、今後の
進路実現活動に大きく役立つことが予
想される。

〇事業の対象を、専門学科で学ぶ者として限
定し、さらに県内企業との連携を強化を図る。

〇専門高校、専門学科と県内企業
との連携強化

高等学校課
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人材の育成（地域産業の担
い手）
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高知家の女性しごと応援室
による決きめ細かな就労支
援（女性就労支援事業）

・相談ブースの増設により、相談体制の
充実を図る。

・様々な相談への対応のため、関係
先との連携強化

・キャリアコンサルティング・相談、関係機関か
らの情報収集（随時）
・職業紹介、求人開拓（随時）
・県広報紙、求人誌等への広告掲載（随時）
・就職支援セミナー（6/10、9/7、11/13、1/20）
（セミナー終了後、就職支援カフェ（少人数に
よる「つどいの場」）を開催）

＜成果＞
・新規相談者数　396人（累計1,503人）
・相談件数　1,363件（累計4,471件）
・就職者数　160人（累計507人）
・就職率　62.5％
・就職支援セミナー　参加者80名
・就職支援カフェ　参加者66名

・開室から３年９ヶ月で累計の相談者が
1,500名、相談件数が4,400件を超え、相
談者のニーズ、相談内容ともに多様化
している

・開室以来、県中部エリア以外からの相
談者が少ない

・県内企業の人手不足感が強まってお
り、潜在的な労働力の掘り起こしととも
に、長く働き続けられる職場環境づくり
が必要

・子育て支援センター等へのPRや再就職
支援イベントの開催による求職者の掘り
起こし

・東部、西部地域への出張相談による相
談窓口の拡大

・働きやすい職場づくりに向けた企業への
アドバイスの実施

・長く働き続けてもらうためのアフターフォ
ロー、キャリア形成支援

・応援室の機能強化に向けた、関
係先との連携強化

・企業、求職者への広報

県民生活・男女共
同参画課
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福祉人材センター運営事業、
福祉研修センター事業

・長時間の勤務が困難な中高年齢者や
主婦などが介護職場で働けるよう、業
務の切り出し・再編成を行い、多様な人
材の新規参入を促進する。

・事業所の受け入れ体制の整備

・事業所向けセミナー（7/26、18事業所35人）
・公募による参加法人の決定（8月末）
　5法人8事業所
・参加事業所による検討会の開催（9/5、
9/26、10/20、2/1,3/6）
・求職者向け説明会開催　5法人、21人参加
・職場体験12人、雇用9人
・成果報告会（3/27、9事業所12人）

・事業所検討会において、参加事業所
から意見をもらうことで、事業のよりよい
実施につながった。
・事業所説明会の開催により地域にお
ける求職者を掘り起こすとともに、中高
年齢者等を雇用することができた。

・事業所向けセミナーの開催やパンフレッ
ト配布を通じた事業の周知による実施事
業所の増

・事業所の受け入れ体制の整備お
よび求職者への周知

地域福祉政策
課

138
介護福祉士等修学資金貸付
事業

実務経験がある介護福祉士資格取得
希望者や、有資格者の再就職のための
貸付金の利用を増やし、介護福祉士の
増加と定着を図る。

・制度の周知
３月末時点　貸付金利用者：182名
（内訳：介護福祉士等養成施設等37名、
実務者研修138名、再就職準備金貸付７名）

介護福祉士等養成施設貸付利用者は
昨年並、実務者研修貸付、再就職準備
金貸付利用者が増えている

介護福祉士等養成施設貸付利用者や介
護福祉士資格取得希望者、有資格者の
再就職のための貸付金の利用を増やし、
介護福祉士の増加と定着を図る

・再就職準備金貸付利用者の増加 地域福祉政策
課

139 福祉・介護職場体験事業
より多くの職場体験者を確保し、就職に
つなげる。

・県外大学生への旅費支援を活用
した職場体験者数の増

・県外大学への訪問（20校）
・ガイダンスでの説明実施（6校）
・県内事業所での職場体験等に係る旅費支
援の実施10名（うち6名が採用内定）

・訪問やガイダンスを実施した県外大学
の学生が、ふくし就職フェアへ来場
（8/13開催分…37人/全体282人、3/10
開催分…9人/237人）
・県外大学生の、職場体験先での就職
内定

・県外大学訪問やガイダンス実施を通じた
事業の周知
・旅費支援を活用した県外大学生による
職場体験の増

・職場体験を実施した県外大学生
による就職の増

地域福祉政策
課

140
潜在的有資格者等再就職支
援事業

効果的・効率的に集客力を高めるた
め、既存のふくし就職フェア（年２回）と
統合して実施する。

・関係機関との連携強化
・効果的な広報手段の検討

Ｎ０１３７の福祉人材センター委託事業に統合
し、ふくし就職フェア内で実施。

・ふくし就職フェア（8/13）来場者数　282
人
・ふくし就職フェア（3/10）来場者数　237
人

潜在的有資格者等再就職支援事業として
は終了廃止。

地域福祉政策
課

141
中山間地域等ホームヘル
パー養成事業

事業を継続し、中山間地域での人材確
保を進める。

・周知活動の強化
・5市町で事業実施
（研修実施市町村…6市町/合同開催含む）

・研修修了者39名
事業を継続し、特に人手不足感の強い中
山間地域での人材確保を進める。

受講者数の減による実施市町村の
減

地域福祉政策
課

Ⅱ
　
場
を
ひ
ろ
げ
る

(

2

)

働
く
場
を
ひ
ろ
げ
る

②
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
就
労
支
援

32



実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組
通
し
番
号

テ
ー
マ

課
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取
組

取組の内容 担当課室

142 職業能力開発訓練の充実
定員930名の計画で、ＩＴ系、介護系、事
務系の職業訓練を実施予定。

就職支援体制を強化するため、労
働局や職業安定所と引き続き連携
を図る。

入校者  　４８コース　５７３名
(内訳)
IT系　３２コース　３９４名
事務系９コース　１１７名
介護系　７コース　６２名
応募人数が少なく８コースが中止となった。
（IT系２コース　介護系６コース）

特に介護系コースは応募者数が少なく
６コース中止となり実施できていない
為、今後配慮して行く必要がある。

訓練時期・場所等が重複しないことや募
集時期についても考慮した計画

ニーズの把握に対応した訓練科目
の設定

雇用労働政策
課

143

（産業人材育成事業費）
ビジネスに必要な幅広い分野の基礎知
識から応用・実践力まで、受講者のレベ
ルに応じて体系的に習得できる研修
「土佐まるごとビジネスアカデミー（土佐
MBA）」の継続実施により産業振興の
担い手となる人材育成に取り組む。

【H29の改善点】
・講座体系を整理し、本科、実科、専科
の３科構成とする。
・本科各コースに監修講師を置き、1講
座から受講できる自由度を残しつつ、
コース受講することでより体系的に学べ
るカリキュラムとする。
・学びの面から事業戦略作りをサポート
する。
・サテプラ配信環境の安定化や年間通
じたネット受講を可能にすることで、通
学できない方にもより受講しやすい環
境を整える。

・受講生の確保のための効果的な
広報

平成29年度
受講者数延べ4,313人

目標を超える多くの方に受講していただ
くことができた。

（産業人材育成事業費）
ビジネスに必要な幅広い分野の基礎知識
から応用・実践力まで、受講者のレベルに
応じて体系的に習得できる研修「土佐まる
ごとビジネスアカデミー（土佐MBA）」の継
続実施により産業振興の担い手となる人
材育成に取り組む。

・ニーズのある方に的確に必要な情
報を届けるための情報発信の強
化、学びを体験できる機会の提供

・講座内容への受講者ニーズの反
映

・高知市以外での地域の学びの機
会の拡充

産学官民連携セ
ンター（ココプラ）

様々な職種に合わせての事前準備、勉
強会の実施について、さらに力を入れ
ていく必要がある。実習受け入れ確認
をなるべく早くし、参加する企業の事業
なども事前学習し、できる限り早めの訪
問と、可能であれば企業見学も実施し
ていくことを検討する。

-

〇技術指導
　参加生徒　424人　33社
〇デュアルシステム
　参加生徒　282人　150社
〇教員研修　2名
○共同研究
　参加生徒　77人　14社

　地元企業と連携した取組が行われて
おり、就業体験を通して、職業理解や勤
労観の醸成につながった。
　挨拶、礼儀、コミュニケーションの向上
につながることはもちろん、仕事の厳し
さも体験でき、自分の役割に責任を持
つことの重要さを学べることは、今後の
進路実現活動に大きく役立つことが予
想される。

〇事業の対象を、専門学科で学ぶ者として限
定し、さらに県内企業との連携を強化を図る。

〇専門高校、専門学科と県内企業
との連携強化

高等学校課

私立高校への訪問による告知時期を早
め、事業活用校の増加を図る。

私立高校の実施高校の伸び悩み

・私立高等学校での職業講話の実施
実施校：1校、参加生徒数：39名

・実施校において就職、企業に関する理解が
深まった等プラスの意見が多くあがった。

・当初は2校が実施予定であったが、学
校側のスケジュールの関係で中止とな
り、最終的に実施は1校。

・私立高校の進学率の高さが実施校増
加に至っていない要因と考えられるが、
引き続き就職に関する意識醸成の必要
性と事業活用について進路担当教員へ
呼びかけていく。

告知時期の早期化を行うとともに、年2回
の事業周知を実施。

周知活動の強化 商工政策課

Ⅱ
　
場
を
ひ
ろ
げ
る

(

2

)

働
く
場
を
ひ
ろ
げ
る

②
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
就
労
支
援

人材の育成（地域産業の担
い手）（再掲）

144
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　インプット（投入）により、具体的に表れた形
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の変化
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145
公共職業訓練（委託訓練事
業）

・（母子家庭の母枠）
　→２０名

・（託児サービス）
→ 県が直接民間託児サービス提供事
業者と契約締結し、全ての訓練コース
で託児サービスが利用できる環境を整
える。

・労働局や職業安定所と引き続き連
携を図る。
・民間託児サービス提供事業者の
確保。

（母子枠）
・H29年度に20名の設定で取り組み、労働局
や職業安定所と連携を図りつつ、9名の利用
があった。
（託児サービス）
・利用者数（前年度からの繰越者及び予定者
含む）：10名（児童：11名）
・就職率：66.7％(就職状況未把握の1名は除
く)

（母子枠）
・利用状況45％であり随時の状況把握
が今後も求められる。

（託児サービス）
・子育て中の方に対し、職業訓練を受講
しやすくするための支援ができた。

（母子枠）
・20名

（託児サービス）
・県が直接民間託児サービス提供事業者
と契約締結し、全ての訓練コースで託児
サービスが利用できる環境を整える。

（母子枠）
・労働局や職業安定所と引き続きの
連携
（託児サービス）
・民間託児サービス提供事業者の
確保。

雇用労働政策
課

146
出産後の女性再就職促進事
業

出産後も仕事を続ける女性の割合は増
えてきており、補助金のニーズも少ない
ことから、事業を廃止する。
一方、働きたいと思っているが求職活
動を実施していない女性に対し、働くこ
とに一歩踏み出してもらうためのイベン
ト（子育て女性再就職支援事業）を新た
に実施する。

・多くの子育て中の女性が参加、来
場する広報
・来場者の就職意欲を喚起する工
夫

プロポーザルを実施し、受託者を決定。
関係機関と調整の上、イベント実施に向けた
準備を行うとともに、幅広く広報を行った。
10/24　高知市会場
11/25　四万十市会場
12/11　安芸市会場

（参加者数）
高知市会場　　 ５７名
四万十市会場　１１名
安芸市会場　   １５名

（参加者アンケート）サンプル数：69（３
会場）
イベント参加の感想として、「大変よかっ
た」「良かった」が86%と満足度が高く、
「就職に対する意識が高まった」という
回答も54%と、女性の就農意欲の向上に
つなげることができた。

民間が実施する集客力の高いイベント等
との連携

来場者の満足度も高く、このイベン
トが働く意欲の向上につながってお
り、より多くの参加者増

雇用労働政策
課
（子育て女性～
事業はH30から
県民生活・男女
共同参画課）

147 女性のための就業支援講座

女性の就業支援のためのパソコン講座
6コース（エクセル2コース、ワード2コー
ス、パワーポイント、Facebook各1コー
ス）を実施

エクセル・ワードの基礎講座について
は、ひとり親家庭等就業・自立支援セン
ターと共催で開催

・関係機関との連携
・事業内容の県民への周知

・仕事に不可欠となったPCスキルを基礎から
学ぶ場を提供し、仕事や仕事選びの幅を広げ
る就労支援パソコン講座（エクセル、ワード各
2コース）を実施　80名参加

・ひとり親家庭等就業・自立支援センターと共
催で開催。

・受講申込が多く、ニーズあるが、未就
業者よりも就業者の受講が増加傾向に
ある。

・女性の就業支援のためのパソコン講座6
コース（エクセル2コース、ワード2コース、
パワーポイント、Facebook各1コース）を実
施

・エクセル・ワードの基礎講座について
は、ひとり親家庭等就業・自立支援セン
ターと共催
で開催

・関係機関との連携
・事業内容の県民への周知
・就労効果等の検証

ソーレ

148
ひとり親家庭等自立支援事
業

○ひとり親家庭等就業・自立支援セン
ターにおいて自立に向けた支援
○ひとり親家庭の父、母に対し、職業訓
練等を受ける際の生活費等の給付
・高等職業訓練促進給付金の対象資格
拡大（栄養士、自動車整備士、臨床工
学技士を新たに追加）
・自立支援教育訓練給付金が、雇用保
険法による一般教育訓練給付金との併
給が可能に
○ひとり親家庭の親及び子の学び直し
を支援するため、高卒認定試験合格の
ための講座の受講費用の一部を補助
○高等職業促進資金貸付事業
○ひとり親家庭等福祉のしおりをひとり
親家庭及び関係機関へ配布

・ニーズへ対応するため、関係機関
との連携強化及び制度の周知

○ひとり親家庭等就業・自立支援センター
　・相談件数：1,107件
　（H28年度同時期：1,029件）
　・就職決定者数：38人（同：68人）
　・移動相談件数：23回（同：24回）
○ひとり親家庭の父、母に対し、職業訓練等
を受ける際の生活費等の給付（県内計）
　・高等職業訓練促進給付金：105件
　　（同：114人）
　・自立支援教育訓練給付金：9件
　　（同：1人）
　・高卒認定試験合格支援事業：0件
　　（同：0人）
○高等職業促進資金貸付事業：33件
　　（同：6人）
○ひとり親家庭等福祉のしおり
　・配布部数：22,500部
　・配布先：34市町村ほか411箇所
　　（新たに民生委員・児童委員、子ども
　　食堂等へ配布）

○ひとり親家庭等就業・自立支援セン
ターへの相談件数は横ばいであるが、
就業支援件数は減少している。　就業
相談者のニーズに対応するため、ひとり
親家庭等就業・自立支援センターと関
係機関が連携した支援のあり方を明確
にする必要がある。
○しおりの配布拡大等、各制度の周知
強化を図っているが、認知度はまだ高
いとは言えず、制度の利用が伸び悩ん
でいる。
→幅広い世代に情報が行き届くよう、
SNS等の新たな媒体活用が必要。ま
た、既存の周知ツールについても、市町
村における具体的な活用方法を定める
等して、ひとり親家庭に情報が行き届く
環境を整備する必要がある。

○ひとり親家庭等就業・自立支援センター
において自立に向けた支援
・ひとり親家庭等就業・自立支援セン
ター、高知労働局（ハローワーク）、高知
家の女性しごと応援室との間で定期的に
連絡会を行い、連携方法を具体化させ
る。
・ひとり親家庭等就業・自立支援センター
と連携し、市町村・関係機関への訪問によ
る制度の説明・周知を実施する。
・ハローワークでの出張相談等、関係機
関と連携した相談機会の拡大など情報提
供・相談体制を強化する。
○各種給付金制度等（高等職業訓練促進
給付金、自立支援教育訓練給付金、高卒
認定試験合格支援事業、高等職業促進
資金貸付事業）の周知を強化する。

○ひとり親家庭の支援機関としての
専門性を高めるため、相談対応職
員のスキル向上、相談者への継続
的なフォロー体制の構築
○SNS等の媒体も活用した適宜、
頻回な情報発信

児童家庭課
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の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組
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し
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号
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組

取組の内容 担当課室

149
母子父子寡婦福祉資金貸付
事業

○母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦
に各種資金を貸付
○ひとり親家庭等福祉のしおりをひとり
親家庭及び関係機関へ配布

ニーズへの対応及び制度の周知

○母子家庭の母、父子家庭の父に各種資金
を貸付
平成29年度貸付件数：72件
○ひとり親家庭等福祉のしおりをひとり親家
庭及び関係機関へ配布（Ｈ29年度からは、民
生委員や子ども食堂、児童家庭支援センター
等にも配布を始めた）
○ラジオにて制度の周知に取組

○引き続き制度の周知に取り組む必要
がある。

○母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦に
各種資金を貸付
○ひとり親家庭等福祉のしおりをひとり親
家庭及び関係機関へ配布し制度の周知
を図る
○ラジオ、SNSにて制度の周知を図る

ニーズへの対応及び制度の周知 児童家庭課

150 保育士等人材確保事業

　保育士再就職コーディネーターを配置
し、次の事業を実施する。
・新規卒業者の確保
・就業継続支援や研修
・潜在保育士の再就職を支援する研修
・高校生及び指定保育士養成施設の学
生を対象とした人材確保の取組

目標：就職件数20件以上

慢性的な保育士不足に加え、保育
士養成校を卒業後、県外に就職し
たり、他の職種に就くなど、県内で
の次世代の保育士確保が厳しい。

・福祉就職フェアによる学生等へのアプロー
チ（8/13､3/10）
・就職相談や紹介、求人開拓（随時）
・スーパーマーケットへのチラシ配布（約2千
枚）
・県内高校や県外大学等への就職ガイダンス
の実施

〈成果〉
・紹介人数　25人
・就職人数　36人
・保育所等訪問　76箇所
・保育士等業務の説明会
　　　　　　　　21回　延べ参加者257名

・前年度に比べると、学生の求職者数
が５倍の伸びとなっており、全体として
紹介件数、就職件数とも10件以上上
回った。
・子育て支援員研修においても、事業や
登録について紹介し、問合せも増えてき
ている。
・年度途中の募集が多いことから、途中
入所に対応するためのマッチングが求
められる。

・保育士人材確保連絡協議会において、
各関係団体等と連携を模索し、退職者へ
のアプローチを検討していく
・潜在保育士および子育て支援員に対し
て人材センターへの登録の誘導や広報の
強化
・ホームページでの求人情報の提供およ
びＰＲを引き続き実施する。

・潜在保育士の発掘および情報収
集

幼保支援課

151 保育士修学資金貸付事業

①貸付：継続25人　新規30人
②保育補助者雇上費貸付：14件
③未就学児をもつ保育士に対する保育
料の一部貸付：５人
④潜在保育士の再就職支援事業：24人
⑤未就学児をもつ保育士の子どもの預
かり支援事業利用料金の一部貸付事
業（新規）

園や養成校（県外含む）等への制
度周知の強化。

・ホームページ、県広報誌やテレビ・ラジオで
のテロップによる広報の実施
・行政説明会（県内３箇所）及び認定こども園
の説明会での事業の周知

①貸付：継続25人→24人　新規38人→37人
　　※継続、新規とも1人は年度途中までの貸
付
②保育補助者雇上費貸付：2件
③未就学児をもつ保育士に対する保育料の
一部貸付：3人

①貸付予定枠（30人）を広げ、貸付（38
人）を行った。
②～⑤貸付希望者数が伸びず、予定者
数に達していない状況にある。

①貸付：継続37人（1名減）　新規30人
②保育補助者雇上費貸付：5件
③未就学児をもつ保育士に対する保育料
の一部貸付：5人
④潜在保育士の再就職支援事業（就職準
備金）：19人
⑤未就学児をもつ保育士の子どもの預か
り支援事業利用料金の一部貸付事業：5
人

①貸付を受け、県内に保育士として
就職する人数は増えるが、正規雇
用が厳しい中、安心して働き続けら
れるよう継続的な支援が必要であ
る。
②～⑤潜在保育士の再就職支援
のため、貸付事業の受託者である
社会福祉協議会とともにPRを行う
必要があるが、潜在保育士の把握
が十分に出来ておらず、アプローチ
の方法が難しい。

幼保支援課

152
看護の心普及・ナースセン
ター強化事業

・看護フェアやふれあい看護体験は継
続実施
・ナースセンター機能強化事業について
は、地域担当者による広報及び届出制
度の周知・普及に地域の施設を訪問す
る。

・県西部の医療機関のネットワーク
は出来ているが、地域担当の職員
が確保できない。
・医療機関を退職する場合に、届出
をするように医療機関看護管理者
等に周知したり、マスコミ・広報紙を
通じて紹介を重ねてはいるが、登録
件数が微増である。さらなる工夫が
必要である。

　高校生とその保護者を対象に看護フェアを
開催。進学や職業選択のアドバイス、進路相
談に対応。
　高校生の夏休みを利用して、各医療機関に
看護師の1日体験を行う催しを開催。
　ナースセンターの機能強化事業として、離職
者の登録制度が努力義務化された。ナースセ
ンター担当職員3名が、県全域の病院を訪問
し、普及啓発活動継続。

・看護フェアの参加者（188）人
・ふれあい看護体験（479）人

＜成果＞
・求職応募率：79.9%（全国：31.6％）
・求職就職率：74.6%（全国：18.2%）
・応募就職率：93.5%（全国：57.6%）

　看護の心普及事業については、看護
に興味をもつ高校生等に看護の魅力や
進路・進学相談活動を通じて普及出来
てきた。
　看護フェア参加者は、前年と比べて横
ばい
　ふれあい看護体験参加者は、前年と
比べて増加
　離職時のナースセンターへの登録実
績は伸びが悪いが、H29年9月に実施し
たアンケート結果では、離職時の次の
職場を確保していること、有料職業紹介
所を利用して対応している看護職員が
多い傾向にあることが分かった。

・看護フェア、ふれあい看護体験は継続実
施
・ナースセンター機能強化事業について
は、　マスコミ（新聞等）による事業紹介

・委託先である高知県看護協会で
開催される看護フェアで進路説明
会等実施しているが、当課との事業
とも重なるところがあるため事業調
整が必要

医療政策課

153 女性医師復職支援事業費

・高知医療再生機構に相談窓口を設
置。
・復職を希望する女性医師への研修機
会の提供。

・対象者に事業を周知するための
工夫が必要。

・高知医療再生機構の担当者が県医師会及
び医師数の多い５医療機関に出向き、各機関
の支援内容や対象者の有無を調査するととも
に本事業の周知を行った。

・対象者はいるものの、時短休暇を取得
して産後早期に復帰する医師が多く、復
職支援研修のニーズがなかった。

・高知医療再生機構に相談窓口を設置。
・復職を希望する女性医師への研修機会
の提供。

・対象者だけでなく、学生や研修医
に対しても、事前に本事業を周知す
ることが必要。

医師確保・育成
支援課
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実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画
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女性のための起業支援講座

・女性のための起業Cafe
講演会とパネルディスカッション後に、
カフェ形式でパネリスト（ロールモデル）
と起業を目指す女性の出会いや情報交
換の場を提供

・ロールモデルとなる人材の発掘
・関係機関との連携

・女性のための起業Café
10月実施　14名参加

ロールモデルについては、可能な範囲
で業態や経験年数の異なる人選ができ

た。

深い内容の講座が実施できたが、29年度
で廃止。

－ ソーレ

155 女性農力向上支援事業
・女性農業者の経営・栽培技術力向上
を目的とした農業講座「はちきん農業大
学」を開催

・女性農業者のニーズや県政策に
沿った講座、講師の検討

・はちきん農業大学開講：6月16日
・県域及び地域講座開催（106回）
　　労務管理：14回、新技術：14回、農業施
策：17回、農業基礎：25回、経営管理：16回
その他：20回
・経営目標作成支援（7～9月）
＜成果＞
・はちきん農業大学入校者：114名
・県域講座：434名出席（延べ数）
　・開講式：171名
　・女性のための農業機械講座：33名
　・労務管理講座：122名
　・終業式：108名
・地域講座：880名出席（延べ数）
　・労務管理：63名、新技術：162名、農業施
策：109名、農業基礎：326名、経営管理：71
名、その他149名
・経営目標作成数：チャレンジプラン50

・女性農業者の資質向上につながった。

・初めての試みとして開催した「女性限
定の農業機械講座」は、定員以上の申
し込みがあるなど経営参画への意識の
高さがうかがえた。

・新規就農者やIターンの女性農業者な
ど若い世代の参加を促すことができ、次
世代のリーダー候補の掘り起こしにつ
ながった。

・農業機械講座の開催回数増、内容の充
実

・引き続き労務管理、新技術をテーマに内
容をワンランクアップした講座の開催

・受講生の交流促進

・女性農業者のニーズや県政策に
沿った講座、講師の検討
・女性が参加しやすい機会や交流
の場の創出

環境農業推進
課

156

（若手後継者育成事業費）
商工会・商工会議所の女性のための各
種セミナー、研修会の開催費などに対
して引き続き助成し、活動を支援する。

-

・商工会女性部員活動事例発表及び講演会
を開催（4月26日）
・商工会議所女性会連合会県連大会研修会
を開催（6月26日）

（成果）
・商工会女性部員活動事例発表及び講演会
に95名、商工会議所女性会連合会県連大会
研修会に57名が参加

商工会、商工会議所女性部は、他組織
とも連携して活動を行う機会も多く、全
体の組織運営には一部分で関与できて
いる。しかし、役職員として商工会等の
運営に直接関わる女性役員の数は少な
く、あくまで女性会の活動内にとどまっ
ている状態。

（若手後継者育成事業費）
商工会・商工会議所の女性のための各種
セミナー、研修会等の開催費の他、地域
振興事業に対して助成する。

女性部として、商工会・商工会議所
の取組への協力体制はとれている
ので、今後、地域振興の担い手とし
て、女性部員の意識改革へ取組み
を推進する。

経営支援課

157

総合的な監督指針において、目標とさ
れている役員に占める女性の割合を早
期に10%、平成32年度までに15%を目指
すことに向けて、各農協での取組が進
められているかどうかなどについて、指
導を継続していく。

地域が男性主導となっている中で
の人材確保

各農協の状況を把握し、必要に応じてヒアリ
ングの際に、女性役員の状況を確認するなど
としている。

引き続き、各農協に対してヒアリング等
を実施し、状況の把握、取り組みへの
支援が必要。

総合的な監督指針において、目標とされ
ている役員に占める女性の割合を早期に
10%、平成32年度までに15%を目指すこと
に向けて、各農協での取組が進められて
いるかどうかなどについて、指導を継続し
ていく。

地域が男性主導となっている中で
の人材確保

協同組合指導
課

158
・常例検査時に啓発
・常例検査実施漁協箇所数＝16か
所

啓発機会をとらえる取組
・常例検査時に啓発
・常例検査実施漁協箇所数＝16か所

女性組合員にかかわらず、組合員
の減少が著しい。（過去５年間で
1,203人減少しているが、女性組合
員の割合は1.3%増加している。）

・常例検査時に啓発
・常例検査実施漁協箇所数＝10か所

啓発機会をとらえる取組 水産政策課
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商工団体等（商工会議所・商
工会、農業協同組合、漁業
協同組合）の女性組織の育
成と経営への参加促進
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159 創業のための融資制度

中小企業制度金融貸付事業費（創業等
支援融資）
県内で開業しようとする方及び開業して
5年以内の中小企業者を対象とする融
資制度により、創業を資金面から支援
する。（高知県信用保証協会に支払う
保証料の一部を補給する）

制度の周知に努める。
29年融資制度枠：５億円
実績（H30.3月末）：65件　28.2千万円

制度の周知に努め、多くの方の利用に
つながっている。引き続き制度の周知に
努める。

中小企業制度金融貸付事業費（創業等支
援融資）
県内で開業しようとする方及び開業して5
年以内の中小企業者を対象とする融資制
度により、創業を資金面から支援する。
（高知県信用保証協会に支払う保証料の
一部を補給する）

制度の周知に努める。 経営支援課

160
女性のための起業支援講座
（再掲）

・女性のための起業cafe
カフェ形式でロールモデルと起業を目
指す女性の出会いや情報交換の場を
提供

・ロールモデルとなる人材の発掘
・関係機関との連携

・女性のための起業Café
10月実施　14名参加

ロールモデルについては、可能な範囲
で業態や経験年数の異なる人選ができ

た。

深い内容の講座が実施できたが、29年度
で廃止。

－ ソーレ

161
・郷土料理の伝承活動のＰＲ
・郷土料理伝承に係る資料化の検討
・郷土料理を伝承する人材確保

・後継者の確保のため、関係機関と
の連携強化

・高知城歴史博物館で開催されている郷土料
理講習会へ、農漁村女性グループ研究会及
び土佐の料理伝承人に対し講師としての参
画を依頼

・サンシャインチェーンから、店舗にて実施す
る郷土料理のＰＲ活動への協力依頼に対応
（土佐の料理伝承人の紹介と郷土料理のﾚｼ
ﾋﾟ提供、調理指導など）

・郷土料理伝承に係る情報収集
・土佐の料理伝承人の選定１団体
・土佐の料理伝承人による郷土料理伝承講
座の開催
　（県域で参加者募集：2/4、地域で参加者募
集
　1/11､1/26合計57名の参加）

〈成果〉（3月末時点）
・高知城歴史博物館郷土料理講習会開催協
力９回（６月～３月：協力グループ９）
・サンシャインチェーンの店舗のアドバイザー
コーナーで、郷土料理と伝承人を、県民にＰＲ
する機会が増えることにつながった。

・高知城歴史博物館料理講習会は毎月
１回開催しており、県内の郷土料理の
知識・技術を有する農家女性を講師とし
て紹介することにより、活動の場が増え
た。

・サンシャインチェーンとの連携により、
郷土料理をより多くの人にアピールする
機会が増えることにもなり、郷土料理の
伝承活動の活発化にもよい影響がみら
れる。

・土佐の料理伝承人の新たな選定によ
り、１団体増加した。
･他団体・民間等の郷土料理講座も増え
てきたことにより、郷土料理について学
ぶ機会が増え、担い手の確保へ向けて
よい傾向がみられる。

・郷土料理の伝承活動の一層の強化
・郷土料理伝承するための担い手の技術
の資料化
・郷土料理の観光客へのアピール機会の
増加（特に土佐田舎寿司のＰＲを強化）

・郷土料理の技術・知識を持った人
材の育成
・郷土料理の広報
・飲食店での郷土料理のメニュー化

地域農業推進
課

162
地域イベントで、地域の食材を提供す
る。

部員の高齢化。
家庭の事情や体力の面から、活動
時間が限られる。

○ニホンジカの食害対策
　（シカ肉カレーの提供など）
　・物部川環境バスツアーでシカ肉カレーを
　　提供（7/31）
　・香美市狩猟ﾌｫｰﾗﾑ2018でシシ汁を提供
　　（2/3）
　・ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「～物部川に感謝する日～」で
　　シカ肉カレーを提供（3/3）
○草花を使った押し花作り
　・物部地区文化展で押し花教室、展示を
　　実施（11/18～11/19)
○しいたけ駒打ち体験の実施
　・香美市物部支所の公民館事業で実施
　　（2/23）
　・美良布保育園で実施（2/27）
　・大栃保育園で実施（2/27）
○視察、研修
　・高知市鏡梅ノ木ガニ越地区のイベント
　　「山菜狩りと春を味わう遊山」を視察
　　（4/16）
　・大栃中学校で開催された、地域ぐるみで
　　子供たちを育てる「学校支援市域本部」
　　の研修会に参加（12/11）
　・全国林業研究グループ連絡協議会が開催
　　する「第21回はつらつ林業女性交流会」に
　　参加（2/1～2/2）

部員の高齢化が進む中、活動が継続で
きている。

地域イベントで、地域の食材を提供する。
部員の高齢化による体力面や家庭
の事情から、活動時間が限られる。

森づくり推進課

163

○地域加工グループの持続的な活動
の支援
・経営感覚を伴った持続的な取組
・催事や商談会への参加
・新商品開発
・食育授業の実施
・漁獲物の付加価値向上

○販路の確保や取引の継続
○加工グループメンバーの高齢化
に対する労働力の確保
○加工原魚の安定的な仕入れ
○活動継続に必要な地域ぐるみの
協力体制の構築

（アウトプット）
・県内のイベントに出展及び販売（32回）
・商談会への参加（2件）
・小学校等での食育活動（22回）

（アウトカム）
・県内の地域加工グループの活動の継続によ
る雇用の確保に貢献
・地域水産物や郷土料理に関する知識の習
得
・安心安全な食品の提供及び漁家所得の向
上

・イベント販売に参加することで売上向
上に貢献した
・小学校等での食育授業等の開催で地
域の魚食文化を若い世代につなぐこと
が出来た
・商談会に参加し、販路の拡大に取り組
んだ
・値の付かない魚介類を利用することに
より、漁業者及び加工グループの双方
に利益を生み出すことができた

○地域加工グループの持続的な活動の
支援
・経営感覚を伴った持続的な取組
・催事や商談会への参加
・新商品開発
・食育授業の実施
・漁獲物の付加価値向上

○販路の確保や取引の継続
○加工グループメンバーの高齢化
に対する労働力の確保
○加工原魚の安定的な仕入れ
○活動継続に必要な地域ぐるみの
協力体制の構築

漁業振興課
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農業女性グル―プ、林業女
性グループ、漁業女性グ
ループの自主研修や交流活
動の支援
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164
女性のチャレンジ・エンパ
ワーメント支援

男女共同参画の視点をもった人材、地
域の中核的なリーダーとなる女性の育
成を行うための事業を行うとともに、次
年度以降の継続実施に向けたリーダー
育成プログラムを策定
・女性の活躍応援
・防災スキル向上講座
・女性のための起業cafe
・エンパワメント講座事業

・効果的で継続的に実施可能なプ
ログラムの策定
・女性の置かれている社会的状況
を考えた上で必要な講座の検討
・事業内容の県民への周知

女性リーダー育成事業として
・女性の活躍応援塾（９名）６回開催
・女性防災プロジェクト（37名）８回開催
　公開講座（6月、10月）延べ119名参加

女性の就業・起業支援事業として
・就労支援パソコン講座　６コース110名参加
・女性のための起業Café（10月）14名参加
・エンパワメント講座（10月）21名参加

・企業や参加者のニーズを把握し、プロ
グラム内容の十分な検証が必要
・年間で複数回の開催すべてに全員が
参加するのは困難

・エンパワメント講座ではアサーション手
法について学び、女性として社会参画
するための力を見つけることにつながっ
た。

男女共同参画の視点を持った人材、地域
の中核的リーダーとなる女性育成のた
め、職場及び防災のプログラム実施とス
キルアップのための講座を実施
・女性の活躍応援
・女性防災プロジェクト
・エンパワメント講座

・参加者に対する職場の協力
・関係機関との連携

ソーレ

165
人材の育成（地域産業の担
い手）（再掲）

（産業人材育成事業費）
ビジネスに必要な幅広い分野の基礎知
識から応用・実践力まで、受講者のレベ
ルに応じて体系的に習得できる研修
「土佐まるごとビジネスアカデミー（土佐
MBA）」の継続実施により産業振興の
担い手となる人材育成に取り組む。

【H29の改善点】
・講座体系を整理し、本科、実科、専科
の３科構成とする。
・本科各コースに監修講師を置き、1講
座から受講できる自由度を残しつつ、
コース受講することでより体系的に学べ
るカリキュラムとする。
・学びの面から事業戦略作りをサポート
する。
・サテプラ配信環境の安定化や年間通
じたネット受講を可能にすることで、通
学できない方にもより受講しやすい環
境を整える。

・受講生の確保のための効果的な
広報

平成29年度
受講者数延べ4,313人

目標を超える多くの方に受講していただ
くことができた。

（産業人材育成事業費）
ビジネスに必要な幅広い分野の基礎知識
から応用・実践力まで、受講者のレベルに
応じて体系的に習得できる研修「土佐まる
ごとビジネスアカデミー（土佐MBA）」の継
続実施により産業振興の担い手となる人
材育成に取り組む。

・ニーズのある方に的確に必要な情
報を届けるための情報発信の強
化、学びを体験できる機会の提供

・講座内容への受講者ニーズの反
映

・高知市以外での地域の学びの機
会の拡充

産学官民連携セ
ンター（ココプラ）

166
市町村における男女共同参
画状況の把握及び市町村と
の情報交換

女性活躍推進法で市町村に女性活躍
推進計画の策定が義務づけられ、男女
共同参画計画との一体的な策定も可と
されていることから、両計画の一体的な
策定を働きかける。

市町村における男女共同参画の取
り組みの優先度を上げる働きかけ

・男女共同参画計画の策定働きかけ（10市町
村）

・男女共同参画週間について周知
・国等からの通知について適宜情報提供。
・男女共同参画研修（県職員と合同）の実施
・男女共同参画推進状況調査を実施

・H30　1町で新規計画策定予定（仁淀川
町）
・男女共同参画の専任部署がない市町
村もあり、計画策定の優先度が低い。
・今度も計画策定の働きかけを継続す
る。
・機会を通じて情報提供等ができた。

女性活躍推進法で市町村に女性活躍推
進計画の策定が義務づけられ、男女共同
参画計画との一体的な策定も可とされて
いることから、両計画の一体的な策定も
含め、計画策定を働きかける。

市町村における男女共同参画の取
り組みの優先度を上げる働きかけ

県民生活・男女共
同参画課

167
市町村が行う男女共同参画
の取り組み支援

男女共同参画に関する各種統計データ
の収集及び提供等を行う

市町村における男女共同参画の取
り組みの優先度を上げる働きかけ

・男女共同参画週間について周知
・国等からの通知について適宜情報提供。
・男女共同参画研修（県職員と合同）の実施
に向けた準備
・男女共同参画推進状況調査を実施

機会を通じて情報提供等ができた。
男女共同参画に関する各種統計データの
収集及び提供等を行う

市町村における男女共同参画の取
り組みの優先度を上げる働きかけ

県民生活・男女共
同参画課

168 引き続き、情報提供を行う。
ＮＰＯ活動の拡大はもとより、その
質の向上についても取組む必要が
ある。

H30年3月末認証数：332
行政との協働を進めている団体も多く、地域
おこしや移住促進において、第一線で活躍し
ている団体も多い。

活動が停滞している団体があり、それ
ぞれの団体の状況に応じた個別の支援
が必要になっている。

引き続き、情報提供を行う。
ＮＰＯ活動の拡大はもとより、その
質の向上についても取組む必要が
ある。

県民生活・男女共
同参画課

169

（バーチャルボランティアセンター事業）
・HPの管理運営
・広報グッズ活用等によるピッピネットの
周知
・新規登録団体の開拓

ピッピネットの広報、周知

H25.9末：631団体⇒H27.3末：644団体
⇒H27.9末：648団体⇒H28.3末：646団体
⇒H28.9末：649団体⇒H29.9末：514団体
⇒H30.3末：491団体
・確かな情報を発信するため、登録団体の活
動状況などに基づき、登録情報の精査をし
た。
・HP上にバナーを作成（8回更新）
・ボランティアマッチングの報告依頼をした。

・ボランティア活動紹介を充実させるな
ど、ボランティア活動の推進が図られて
いる。

（バーチャルボランティアセンター事業）
・HPの管理運営
・広報グッズ活用等によるピッピネットの周
知
・新規登録団体の開拓

ピッピネットの広報、周知
地域福祉政策
課
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ＮＰＯやボランティア活動に関
する情報の提供（ピッピネット
/広報誌など）
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170
参加者のニーズに対応したセミナー等
を開催する。

・各支援事業への参加者の拡大

各種セミナー等において、参加人数の増加と
いう点では引き続き課題があるが、講座内容
については参加者ニーズに答えられている。
ＮＰＯフォーラム（11月25日開催）においては、
地域と若者をテーマに行い、準備段階から社
会貢献活動のベテランの方々と若者との交流
がしっかり図られた。フォーラム当日は、ワー
ルドカフェにより、世代を超えての意見交換が
活発に行われた。

引き続きセミナーに参加した後のフォ
ローも踏まえ、ブラッシュアップしなが
ら、各団体にニーズに応えられるセミ
ナー等を実施した。

引き続き各種セミナー等において、参加
者ニーズを把握した取組を実施する。

それぞれの事業の広報活動につい
て引き続き検討する必要がある。

県民生活・男女共
同参画課

171

（ボランティアセンター事業）
・福祉教育・ボランティア学習実践講座
の開催
・ボランティアコーディネーター研修事業
の実施

・学校現場における福祉教育の継
続的実施
・ボランティア受入団体のコーディ
ネート機能の強化

・福祉教育・ボランティア学習実践講座の開
催：８月２１日参加者２０名
・福祉教育・ボランティア学習ブロック別情報
交換会：安芸・中央・幡多開催（５～６月）
・ボランティアコーディネーター研修：５月１５
日参加者２５名

・福祉教育・ボランティア学習に関わる
者が、その学習を進めるための知識や
技術を習得することができた。
・社協や学校等関係機関の連携体制の
構築、学校や地域の中での福祉教育・
ボランティア学習の協働実践事例の創
出を支援している。
・ボランティアを受け入れるためのコー
ディネートの知識・技術の向上を図っ
た。
・ボランティア活動等について分かりや
すく紹介、情報を掲載した通信の発行
し、魅力や必要性を発信した。

（ボランティアセンター事業）
・福祉教育・ボランティア学習実践講座の
開催
・ボランティアコーディネーター研修事業
の実施

・学校現場における福祉教育の継
続的実施
・ボランティア受入団体のコーディ
ネート機能の強化

地域福祉政策
課

172

課題の中から、①時間の不足（子育て
等で忙しい）、②運動スポーツの効果、
知識等の不足、③運動機会の不足
（きっかけづくり）について県内スポーツ
団体等に委託するモデル事業の実施を
導き出し、平成29年度事業の予算要求
を行ったが、予算化できなかった。

財政課との協議により、女性を対象
に絞った大会やモデル事業などの
実施という手法ではなく、女性ス
ポーツ活動に対する啓発的活動を
効果的に行うこととなっている。

 ・オランダ自転車女子ナショナルチームの合
宿及びイベントへの参加による情報発信（11
月）
　・高知龍馬マラソンのランニング教室におい
て女性の参加者が多いランニング教室が実
施できた.。（参加割合５割）
　・四万十・足摺無限大チャレンジライドのポ
スターに魅力のある女性アスリートを登用。
（１２月）

既存の大会等においては配慮された取
り組みが進んでおり、オリパラ関連事業
と併せて、女性のスポーツ参加機会の
拡大を図るためのメディアへの情報提
供を積極的に行うことができた。
今後も女性に焦点を当てた取組や情報
発信に努め、機運の醸成を図る必要が
ある。

各種のイベントを開催する際に、女性に焦
点を当てた取り組みや情報発信を行う。
オリパラ関連事業と併せて、女性のス
ポーツ参加機会の拡大をめざす。

女性に焦点を当てた取り組みや情
報発信が少なく、さらなる機運の醸
成が必要。
女性の社会進出が進んでいるもの
の、子育て世代の女性がスポーツ
をする時間は少ない。

スポーツ課

173
企業等への外部講師派遣事
業の実施（出前講座事業等）
（再掲）

・出前講座
各種団体企業等の依頼に応じ、サポー
ター講師やソーレ職員が講師として、男
女共同参画に関する講座を実施

・団体企業等のニーズ把握
・ニーズに合致した講座内容の充
実
・事業内容の団体企業等への周知

・出前講座
　県外・県内講師派遣
　　６件（６回）270名参加
　ｻﾎﾟｰﾀｰ講師派遣
　　27件（33回）1,556名参加
　ｿｰﾚ職員講師派遣
　　10件（10回）651名参加

・企業からの依頼が少ないため、関係機
関との連携強化や周知が必要

・出前講座
各種団体企業等の依頼に応じ、サポー
ター講師やソーレ職員が講師として、男女
共同参画に関する講座を実施

・団体企業等のニーズ把握
・ニーズに合致した講座内容の充
実
・事業内容の団体企業等への周知

ソーレ

Ⅱ
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ろ
げ
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)
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・
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け
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①
地
域
活
動
に
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け
る
男
女
共
同
参
画
の
推
進

ＮＰＯ、ボランティア団体、自
治会、スポーツ団体、女性活
動団体等の育成・支援（再
掲）
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組
通
し
番
号

テ
ー
マ

課
　
　
題

取
組

取組の内容 担当課室

174
人材の育成（地域産業の担
い手）（再掲）

（産業人材育成事業費）
ビジネスに必要な幅広い分野の基礎知
識から応用・実践力まで、受講者のレベ
ルに応じて体系的に習得できる研修
「土佐まるごとビジネスアカデミー（土佐
MBA）」の継続実施により産業振興の
担い手となる人材育成に取り組む。

【H29の改善点】
・講座体系を整理し、本科、実科、専科
の３科構成とする。
・本科各コースに監修講師を置き、1講
座から受講できる自由度を残しつつ、
コース受講することでより体系的に学べ
るカリキュラムとする。
・学びの面から事業戦略作りをサポート
する。
・サテプラ配信環境の安定化や年間通
じたネット受講を可能にすることで、通
学できない方にもより受講しやすい環
境を整える。

・受講生の確保のための効果的な
広報

平成29年度
受講者数延べ4,313人

目標を超える多くの方に受講していただ
くことができた。

（産業人材育成事業費）
ビジネスに必要な幅広い分野の基礎知識
から応用・実践力まで、受講者のレベルに
応じて体系的に習得できる研修「土佐まる
ごとビジネスアカデミー（土佐MBA）」の継
続実施により産業振興の担い手となる人
材育成に取り組む。

・ニーズのある方に的確に必要な情
報を届けるための情報発信の強
化、学びを体験できる機会の提供

・講座内容への受講者ニーズの反
映

・高知市以外での地域の学びの機
会の拡充

産学官民連携セ
ンター（ココプラ）

175
団体等の自主活動支援及び
相互交流の促進（ソーレえい
ど事業等）

・ソーレ・えいど事業
事業主体：男女共同参画を推進するグ
ループ・団体等
対象事業：男女共同参画に関する事業
で、広く県民に開かれた事業、情報収
集、講演会、セミナー、調査研究等
内容：１企画上限20万円以内

・ソーレまつり2018の開催

関係グループ・団体への・事業内容
の周知

・ソーレ・えいど事業
①エメラルド・ツリー
②ソーシャルアライ・コナツハット
③いのちつなぐ舎
④ママの働き方応援隊高知校

・ソーレまつり2018（１月実施）
①来場者総数　延べ2,898名
②記念講演会　119名受講

・ソーレ・えいど事業には4団体から応募
があり、すべて採択となった。このうち3
団体はこれまで本事業で採択されたこ
とのない団体であった。

・ソーレまつりでは、関係団体による活
動成果の発表を通じて、来館者との交
流促進や男女共同参画の啓発につな
がった。

・ソーレ・えいど事業
事業主体：男女共同参画を推進するグ
ループ・団体等
対象事業：男女共同参画に関する事業
で、広く県民に開かれた事業、情報収集、
講演会、セミナー、調査研究等
内容：１企画上限20万円以内

・ソーレまつり2019の開催

関係グループ・団体への・事業内容
の周知

ソーレ

176
観光ガイド育成事業による人
材育成

県内各地域の観光ボランティアガイド団
体の連携と質の高いガイド技術の習得
を目的とする研修を委託する。

・幕末維新博の開催に併せた、各
団体のレベルアップ。
・各ガイド団体の相互連携、情報共
有の充実
・市町村や観光協会との連携強化

・高知県観光ガイド連絡協議会総会・交流会
の開催
・個別勉強会の開催

<成果>
交流会参加者数のべ309名（全体1回、地域
別5回）
個別勉強会参加者数のべ74名（5回）

・市町村や観光協会など関係機関との
連携強化が図られた。
・観光ガイドのレベルアップが図られた。

・県内各地域の観光ガイド団体の連携と
質の高いガイド技術の習得を目的とする
研修の実施を委託する。
・観光客の満足度向上、地域での消費拡
大のため、アドバイザーを派遣し地域事
業者と連携したガイドコースの設定などに
取り組む。

・幕末維新博の開催に併せた、専
門知識の習得など各団体のレベル
アップ。
・新規立ち上げ団体への支援。
・各ガイド団体の相互連携、情報共
有の充実
・市町村や観光協会との連携強化

おもてなし課

177

②
防
災
分
野
で
の
男
女
共
同
参
画

の
拡
大

高知県防災会議等への女性
の参画

引き続き委員の交代があった場合に
は、その後任者について可能な限り女
性を指名するよう働きかける。

委員はその多くが法定の機関・団
体であり、その代表や役職員が就
任している。（委員には、防災会議
構成機関の代表として意見を述べ
てもらうため、委員の選定について
は、各構成機関に委ねている。）

・女性委員の退任はなく女性委員を指名する
働きかけは行わなかった。

女性委員の総数は変わっていないが、
現状維持ができた。

引き続き委員の交代があった場合には、
その後任者について可能な限り女性を指
名するよう働きかける。

委員はその多くが法定の機関・団
体であり、その代表や役職員が就
任している。（委員には、防災会議
構成機関の代表として意見を述べ
てもらうため、委員の選定について
は、各構成機関に委ねられてい
る。）

危機管理・防災
課
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組
通
し
番
号

テ
ー
マ

課
　
　
題

取
組

取組の内容 担当課室

178
女性防災クラブなど女性によ
る地域防災活動への支援

・女性防火クラブへの継続的な支援（訓
練の充実、補助事業の継続）

・女性防火クラブの更なる活性化が
必要

・研修会の開催
開催日：１０月１８日、１９日
開催場所：仁淀川町
参加人数：約１２０名
研修内容：救急救命講習、東北大震災記録
映画上映
救急救命講習の受講や、震災記録映画の上
映を通し、県内の女性防火クラブ員との交流
を深めるとともに、防災力の向上が図れた。

開催日：２月１７日
開催場所：四万十市
参加人数：１３名
研修内容：「住宅防火防災推進シンポジウム
いin四万十」へ参加
地域ぐるみで考える住宅防火防災対策につ
いて知識を深めるとともに、女性防火クラブの
トップリーダーとしての資質の向上を図ること
ができた。

・研修会への参加
全国規模の研修会（東京）や中四国ブロック
への研修会（香川県）に防火クラブ員を派遣。

＜実施中＞
・女性防火クラブへの継続的な支援（訓練
の充実、補助事業の継続）

・女性防火クラブの更なる活性化が
必要

消防政策課

179
社会貢献活動の参加者を増やすため、
さらなる情報提供・広報が必要。

・ＮＰＯ活動の拡大、ＮＰＯ活動参加
者の増加

H30年3月末認証数：332
行政との協働を進めている団体も多く、地域
おこしや移住促進において、第一線で活躍し
ている団体も多い。

活動が停滞している団体があり、それ
ぞれの団体の状況に応じた個別の支援
が必要になっている。

引き続き、情報提供を行う。
ＮＰＯ活動の拡大はもとより、その
質の向上についても取組む必要が
ある。

県民生活・男女共
同参画課

180

（バーチャルボランティアセンター事業）
・HPの管理運営
・広報グッズ活用等によるピッピネットの
周知
・新規登録団体の開拓

ピッピネットの広報、周知

H25.9末：631団体⇒H27.3末：644団体
⇒H27.9末：648団体⇒H28.3末：646団体
⇒H28.9末：649団体⇒H29.9末：514団体
⇒H30.3末：491団体
・確かな情報を発信するため、登録団体の活
動状況などに基づき、登録情報の精査をし
た。
・HP上にバナーを作成（8回更新）
・ボランティアマッチングの報告依頼をした。

・ボランティア活動紹介を充実させるな
ど、ボランティア活動の推進が図られて
いる。

（バーチャルボランティアセンター事業）
・HPの管理運営
・広報グッズ活用等によるピッピネットの周
知
・HPのリニューアル
・ＮＰＯ紹介動画の作成
・新規登録団体の開拓

ピッピネットの広報、周知
地域福祉政策
課

181
参加者のニーズに対応したセミナー等
を開催する。

・各支援事業への参加者の拡大

各種セミナー等において、参加人数の増加と
いう点では引き続き課題があるが、講座内容
については参加者ニーズに答えられている。
ＮＰＯフォーラム（11月25日開催）においては、
地域と若者をテーマに行い、準備段階から社
会貢献活動のベテランの方々と若者との交流
がしっかり図られた。フォーラム当日は、ワー
ルドカフェにより、世代を超えての意見交換が
活発に行われた。

引き続きセミナーに参加した後のフォ
ローも踏まえ、ブラッシュアップしなが
ら、各団体にニーズに応えられるセミ
ナー等を実施した。

引き続き各種セミナー等において、参加
者ニーズを把握した取組を実施する。

それぞれの事業の広報活動につい
て引き続き検討する必要がある。

県民生活・男女共
同参画課

182

（ボランティアセンター事業）
・福祉教育・ボランティア学習実践講座
の開催
・ボランティアコーディネーター研修事業
の実施

・学校現場における福祉教育の継
続的実施
・ボランティア受入団体のコーディ
ネート機能の強化

・福祉教育・ボランティア学習実践講座の開
催：８月２１日参加者２０名
・福祉教育・ボランティア学習ブロック別情報
交換会：安芸・中央・幡多開催（５～６月）
・ボランティアコーディネーター研修：５月１５
日参加者２５名

・福祉教育・ボランティア学習に関わる
者が、その学習を進めるための知識や
技術を習得することができた。
・社協や学校等関係機関の連携体制の
構築、学校や地域の中での福祉教育・
ボランティア学習の協働実践事例の創
出を支援している。
・ボランティアを受け入れるためのコー
ディネートの知識・技術の向上を図っ
た。
・ボランティア活動等について分かりや
すく紹介、情報を掲載した通信の発行
し、魅力や必要性を発信した。

（ボランティアセンター事業）
・福祉教育・ボランティア学習実践講座の
開催
・ボランティアコーディネーター研修事業
の実施

・学校現場における福祉教育の継
続的実施
・ボランティア受入団体のコーディ
ネート機能の強化

地域福祉政策
課
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ＮＰＯやボランティア活動に関
する情報の提供（ピッピネット
/広報誌など）（再掲）

ＮＰＯ、ボランティア団体、自
治会、女性活動団体等の育
成・支援

41



【様式１】 【こうち男女共同参画プラン　平成29年度事業進捗管理表】

実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

183

民間企業等におけるワーク・
ライフ・バランスの推進（高知
家の出会い・結婚・子育て応
援団の創設・取組み支援）
（再掲）

○結婚や子育てを支援する機運の醸成
　・企業等の子育て支援やワーク・ライフ・
バランスの推進などの取組事例の紹介
　・テレビ等でのCM放送
　・高知家「出会い・結婚・子育て応援」
フォーラム

○「高知家の出会い・結婚・子育て応援
団」の取組の充実・拡大
　・応援団登録に向けた企業訪問等の拡
大
　・応援団通信の発行（定期）による応援
団への増法提供や取組情報の収集
　・応援団交流会の開催による担当者間
の情報共有の場づくり

○結婚や子育てを支援する機運の
醸成
　・効果的な広報、啓発の実施

○「高知家の出会い・結婚・子育て
応援団」の取組の推進
　・応援団の登録数の増加
　・応援団と協働した取組の充実

○結婚や子育てを支援する機運の醸成
　・応援団取組紹介冊子の作成・配布
　・映画館CM放映（8/5～9/1）
　 ・高知家「出会い・結婚・子育て応援」
フォーラムの開催(10/21)

○「高知家の出会い・結婚・子育て応援団」
の取組の充実・拡大
  ・応援団登録に向けた企業訪問：延べ503
団体
　・応援団通信の発行
　　（2か月に１回発行）
　・応援団交流会の開催（第１回9月：県内3カ
所、第2回１１月１カ所、第３回２月１ヵ所）
  ・応援団取組事例報告会の開催（2/13）
  ・応援団グッズの作成・配布
　　＜成果＞応援団登録数476団体　H30.3
末

○結婚や子育てを支援する機運の醸
成
　・少子化対策の機運を醸成することが
必要

○「高知家の出会い・結婚・子育て応援
団」の取組の充実・拡大
　・応援団と協働した取組の充実に向
けた支援
　・他団体の取組事例を参考にした企
業の取組の横展開

○応援団の登録数増加に向けた取組
　・県職員の企業訪問及び民間団体が持
つネットワークを生かした勧誘

○応援団と協働した取組の充実
　・従業員への周知を図る「応援団通信」
の情報の充実
　・応援団の取組の紹介（新聞広告やパ
ネルを活用した広報の実施）
　・応援団交流会の開催
　・少子化対策の中で重点的に進めてい
るテーマでのフォーラムの開催
　・男性の育児休暇・育児休業の促進（企
業・団体における「育児休業・育児休暇の
取得促進宣言」）

○応援団の登録数増加に向けた
取組
　・平成31年度末目標値（770団
体）登録数獲得に向けた官民一体
による勧誘（継続）

○応援団と協働した取組の充実
　・県の施策を企業に取り入れてい
ただくためのアプローチ
　・他団体の取り組み事例を参考
にした企業の取り組みの横展開

少子対策課

184
経済団体等と連携した女性
の登用・継続就業の促進（女
性登用等促進事業）（再掲）

・働きやすい職場づくりのためのミドルセミ
ナー開催
・働く女性対象のキャリアアップ・デザイン
セミナー開催
・女性活躍推進法に定める事業主行動計
画策定支援

・事業主行動計画の策定が進む支
援策の充実・強化

・啓発リーフレットを県内企業等に配布

＜成果＞
・ミドルセミナー参加者　29名
・キャリアアップセミナー参加者　64名
・事業主行動計画策定説明会参加者　67名

・女性だけでなく、男性も対象とした啓
発が必要
・出産・育児等を機にスキルアップ、
キャリアアップへの意欲が低下する女
性が多い
・企業にとって行動計画を自主的に策
定するメリットが乏しい
・専門家派遣などの個別支援では策定
企業数を大幅に増やすことが困難

・男女がともに働きやすい職場づくりセミ
ナー開催（管理職・人事担当者向け、働く
男性・女性向け、キャリアデザイン）

･セミナー参加者の確保
・関係先との連携強化

県民生活・男
女共同参画課

185

・働きやすい職場づくりのためのミドルセミ
ナー開催
・働く女性対象のキャリアアップ・デザイン
セミナー開催
・女性活躍推進法に定める事業主行動計
画策定支援

・事業主行動計画の策定が進む支
援策の充実・強化

・啓発リーフレットを県内企業等に配布

＜成果＞
・ミドルセミナー参加者　29名
・キャリアアップセミナー参加者　64名
・事業主行動計画策定説明会参加者　67名

・女性だけでなく、男性も対象とした啓
発が必要
・出産・育児等を機にスキルアップ、
キャリアアップへの意欲が低下する女
性が多い
・企業にとって行動計画を自主的に策
定するメリットが乏しい
・専門家派遣などの個別支援では策定
企業数を大幅に増やすことが困難

・男女がともに働きやすい職場づくりセミ
ナー開催（管理職・人事担当者向け、働く
男性・女性向け、キャリアデザイン）
・関係機関と連携した女性活躍推進法に
定める事業主行動計画策定へのアプロー
チ

･セミナー参加者の確保
・関係先との連携強化

県民生活・男
女共同参画課

186

○結婚や子育てを支援する機運の醸成
　・企業等の子育て支援やワーク・ライフ・
バランスの推進などの取組事例の紹介
　・テレビ等でのCM放送
　・高知家「出会い・結婚・子育て応援」
フォーラム

○結婚や子育てを支援する機運の
醸成
　・効果的な広報、啓発の実施

○結婚や子育てを支援する機運の醸成
　・応援団取組紹介冊子の作成・配布
　・映画館CM放映（8/5～9/1）
　 ・高知家「出会い・結婚・子育て応援」
フォーラムの開催(10/21)

○結婚や子育てを支援する機運の醸
成
　・少子化対策の機運を醸成することが
必要

○応援団と協働した取組の充実
　・従業員への周知を図る「応援団通信」
の情報の充実
　・応援団の取組の紹介（新聞広告やパ
ネルを活用した広報の実施）
　・応援団交流会の開催
　・少子化対策の中で重点的に進めてい
るテーマでのフォーラムの開催

○応援団と協働した取組の充実
　・県の施策を企業に取り入れてい
ただくためのアプローチ
　・他団体の取り組み事例を参考
にした企業の取り組みの横展開

少子対策課

187
イクボスの県内普及による
意識啓発

・働きやすい職場づくりのためのミドルセミ
ナー開催
・働く女性対象のキャリアアップ・デザイン
セミナー開催
・女性活躍推進法に定める事業主行動計
画策定支援

・事業主行動計画の策定が進む支
援策の充実・強化

・啓発リーフレットを県内企業等に配布

＜成果＞
・ミドルセミナー参加者　29名
・キャリアアップセミナー参加者　64名
・事業主行動計画策定説明会参加者　67名

・女性だけでなく、男性も対象とした啓
発が必要
・出産・育児等を機にスキルアップ、
キャリアアップへの意欲が低下する女
性が多い
・企業にとって行動計画を自主的に策
定するメリットが乏しい
・専門家派遣などの個別支援では策定
企業数を大幅に増やすことが困難

・男女がともに働きやすい職場づくりセミ
ナー開催（管理職・人事担当者向け、働く
男性・女性向け、キャリアデザイン）
・関係機関と連携した女性活躍推進法に
定める事業主行動計画策定へのアプロー
チ

･セミナー参加者の確保
・関係先との連携強化

県民生活・男
女共同参画課

188
ワークライフバランス推進企
業証制度の広報・普及促進
（再掲）

○ワークライフバランス推進企業証制度
・認証推進にかかる訪問件数目標１８０件
・認証企業数H30年3月末目標：２１０社
・次世代育成支援企業認証制度をベース
に、介護などの項目を上乗せし、認証制
度のバージョンアップを図る。

〇認証制度の周知啓発
〇事業主の意識の向上

○「次世代育成支援企業認証制度」を
　 「ワークライフバランス推進企業認証制度」
　へH29.6.1改正
○ワークライフバランス推進企業証制度
　・認証推進にかかる訪問件数：181件
　・認証企業数（H30.3月末）：193社

〇ワークライフバランス推進企業認証
制度
・県委託事業による社会保険労務士の
企業訪問が、認証制度の周知、認証企
業数の増加につながっている。

〇ワークライフバランス推進企業認証制
度
・認証推進にかかる訪問件数目標300件
・認証企業数H31年3月末目標：300社

〇認証制度の周知啓発
〇事業主の意識の向上

雇用労働政策
課

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組
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民間企業等における女性の
活躍を促進するための啓発
や表彰制度の実施（再掲）

42



実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組
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189
労働関係法令等の広報・啓
発・周知（再掲）

○ワーク・ライフ・バランスセミナーの開催
関係機関と連携し企業等へのワーク・ライ
フ・バランスの周知・啓発を目的にセミ
ナーを開催

○ワーク・ライフ・バランスの周知
啓発
○中小企業においてのワーク・ライ
フ・バランスの浸透

○働き方改革セミナー
　高知市会場　　　H29.7.31　実施
　安芸市会場　　　H29.8. 3　 実施
　四万十市会場　 H29.8.30 　実施
○働き方改革実践セミナー
　安芸市会場　　　H29.9.13　実施
　高知市会場　　　H29.9.14　実施
　四万十市会場　 H29.9.20   実施

参加者数　 　延べ３７９人
参加企業数　延べ２６２社

○働き方改革セミナーの開催
　関係機関と連携し企業等へのワーク・ラ
イフ・バランス等働き方改革の周知・啓発
を目的にセミナーを開催

○ワーク・ライフ・バランスの周知
啓発
○中小企業においてのワーク・ライ
フ・バランスの浸透

雇用労働政策
課

190
高知県中小企業等融資制度
の周知

中小企業制度金融貸付事業費（産業活性
化融資）
「高知県次世代育成支援企業（H２９年６
月より高知県ワークライフバランス推進企
業）」認証を受けた企業等を対象とする融
資制度により、認証企業の取組を資金面
から支援する。（高知県信用保証協会に
支払う保証料の一部を補給する）

制度の周知に努める。
29年融資制度枠：１億円
実績（H30.3月末）：０件

制度の周知に努める。

中小企業制度金融貸付事業費（産業活性
化融資）
「高知県次世代育成支援企業（H２９年６
月より高知県ワークライフバランス推進企
業）」認証を受けた企業等を対象とする融
資制度により、認証企業の取組を資金面
から支援する。（高知県信用保証協会に
支払う保証料の一部を補給する）

制度の周知に努める。 経営支援課

191

H27.3に策定した高知県職員子育てサ
ポートプラン（次世代育成支援行動計画）
に基づき、子育て世代が安心して子ども
を生み、育てられるような職場環境づくり
に努めていく。

・男性職員の育児休業制度等に対
する認識を高めるため、さらに周知
に努める。

・制度の周知がどの程度進んでい
るかについて把握する。

・座談会の開催
　子育て中の職員や若手職員を中心にディ
スカッションを実施。

・両立支援制度ハンドブックを作成し、全職員
に周知（H29.6）

・イクボスに関するリーフレットを作成し、管理
職員等に配付（H29.10）

・育児休業取得率
　男性　16.9%　（12人／71人）
　女性　100%　 （36人／36人）
※　取得者は、平成29年度に取得を開始し
た者（過年度に取得を開始した者は含まれて
いない。）

男性職員、女性職員ともに、希望する
職員は取得できている。
子育て期の職員に対し、管理職員等か
らのフォロー（制度利用に関する声か
け等）を継続して行っていく必要があ
る。

H27.3に策定した高知県職員子育てサ
ポートプラン（次世代育成支援行動計画）
に基づき、子育て世代が安心して子ども
を産み、育てられるような職場環境づくり
に努めていく。

男性職員の育児休業制度等に対
する認識を高めるため、さらに周知
に努める。

行政管理課

192

H27.3に策定した高知県職員子育てサ
ポートプラン（次世代育成支援行動計画）
に基づき、子育て世代が安心して子ども
を生み、育てられるような職場環境づくり
に努めていく。

・男性職員の育児休業制度等に対
する認識を高めるため、さらに周知
に努める。

・制度の周知がどの程度進んでい
るかについて把握する。

・知事部局が開催する座談会の案内
　子育て中の職員や若手職員を中心にディ
スカッションを実施。

・両立支援制度ハンドブックを作成し、全職員
に周知（H29.6）

・イクボスに関するリーフレットを管理職員等
に配付（H29.11）

・育児休業取得率
　女性　100％　（1人/1人）
　男性　33.3％　（1人/3人）
※　取得者は、平成29年度に取得を開始し
た者（過年度に取得を開始した者は含まれて
いない。）

男性職員、女性職員ともに、希望する
職員は取得できている。
子育て期の職員に対し、管理職員等か
らのフォロー（制度利用に関する声か
け等）を継続して行っていく必要があ
る。

H27.3に策定した高知県職員子育てサ
ポートプラン（次世代育成支援行動計画）
に基づき、子育て世代が安心して子ども
を生み、育てられるような職場環境づくり
に努めていく。

・男性職員の育児休業制度等に対
する認識を高めるため、さらに周知
に努める。

教育政策課
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県職員の育児休業等の取得
促進
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組

通
し
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課
　
　
題

取
組

取組の内容 担当課室

193

・平成28年度の育児休業等の取得状況の
把握及び公表。
・管理職員の人事評価に加えた次世代育
成、ワークライフバランスに関する視点の
徹底を図る。
・管理職員による子どもが生まれる教職
員に対する面談の報告を実施し、制度理
解の推進を図る。

・制度の活用が、更に行いやすい
職場環境づくりを行うこと。
・管理職員の制度への理解の推進
を継続的に行うこと。

・男性の育児休業取得率　H28（0.41%）⇒H29
（1.66%）
・男性の配偶者出産休暇取得率　H28
（54.2%）⇒H29（67%）
・男性の育児参加休暇取得率　H28（13%）⇒
H29（11.3%）

・男性の育児休業等の取得率が少し増
加しており、管理職員による面談や制
度の周知を継続して行う必要がある。

・平成２9年度の育児休業等の取得状況
の把握及び公表
・管理職員の人事評価に加えた次世代育
成、ワークライフバランスに関する視点の
徹底
・「活力ある学校づくり」リーフレット（改訂
版）」を管理職員の研修等で活用し、制度
のさらなる周知を図る。
・管理職員による子どもが生まれる教職
員に対する面談報告の検証

・制度を活用しやすい職場環境づく
りを引き続き行う必要がある。
・管理職員を含めた教職員に制度
への理解の推進を継続的に行うこ
と。

教職員・福利
課

194

・育児に対する職場の理解を深める施策
の推進
・各種休暇制度の奨励
・男性職員による育児休暇等の取得促進
・育児休業からの職場復帰支援制度の利
用促進

・育児休暇等を取得しやすい職場
環境の構築
・育児休業中の職員が職場に連絡
を取りづらい
・男性職員による育児休暇等の取
得率が低調

・育児にかかわる職員と周囲で支える全ての
職員に対して、制度内容の理解を深め安心
して働くことができるよう「育児・介護のため
の両立支援制度ハンドブック」を作成
・「いくじ通信」により各種休暇制度等につい
て情報発信

・男性職員による育児休暇等の取得促進を
図った

・育児休業からの職場復帰支援制度の利用
促進を図った

・男性職員による育児休暇等の取得率
が上昇

・育児休業からの職場復帰支援制度の
利用を促進し、「職場復帰前実地研修」
を受けた職員のスムーズな職場復帰
実施

・育児に対する職場の理解を深める施策
の推進

・各種休暇制度の奨励

・男性職員による育児休暇等の取得促進

・育児休業からの職場復帰支援制度の利
用促進

・制度への理解を深め、互いに協力し合
える職場環境づくりへの取組

・育児にかかわる職員に対する周
囲の理解

・育児休暇等を取得しやすい職場
づくり

警務課

195
県職員に介護休暇制度を周知し、取得し
やすい環境づくりに努めていく。

介護休暇制度の職員への更なる
周知。

・両立支援制度ハンドブックを作成し、全職員
に周知（H29.6）

・庁内広報誌を活用し、制度改正の趣旨を職
員に周知

・介護休暇取得者数
　０人

継続して制度を周知していくことが必
要。

職員に介護食うか制度を周知し、取得し
やすい環境づくりに努めていく。

介護休暇制度の職員への更なる
周知。

行政管理課

196
県職員に介護休暇制度を周知し、取得し
やすい環境づくりに努めていく。

介護休暇制度の職員への更なる
周知。

・両立支援制度ハンドブックを作成し、全職員
に周知（H29.8）

・介護休暇取得者数
　0名

継続して制度を周知していくことが必
要。

県職員に介護休暇制度を周知し、取得し
やすい環境づくりに努めていく。

介護休暇制度の職員への更なる
周知。

教育政策課

197

・平成28年度の介護休暇等の取得状況の
把握。
・管理職員の人事評価に加えた次世代育
成、ワークライフバランスに関する視点の
徹底を図る。

・制度の活用が、更に行いやすい
職場環境づくりを行うこと。
・管理職員の制度への理解の推進
を継続的に行うこと。

・男性の介護休暇取得状況　H28（1名）⇒
H29（1名）
・女性の介護休暇取得状況　H28（2名）⇒
H29（2名）

・制度の周知・理解は、一定進んでお
り、介護休暇の取得を必要とされる方
は取得できていると思われる。

・平成29年度の介護休暇等の取得状況の
把握
・管理職員の人事評価に加えた次世代育
成、ワークライフバランスに関する視点の
徹底を図る。

・制度を活用しやすい職場環境づく
りを引き続き行う必要がある。
・管理職員を含めた教職員に制度
への理解の推進を継続的に行うこ
と。

教職員・福利
課

198

全職員に対し、介護休暇制度を周知させ
る警務課レターの配布を行うなど、制度へ
の理解を深め、互いに協力し合える職場
環境づくりへの取組

・介護休暇制度の周知徹底
・介護休業等を取得しやすい職場
環境の構築

・介護にかかわる職員と周囲で支える全ての
職員に対して、制度内容の理解を深め安心
して働くことができるよう「育児・介護のため
の両立支援制度ハンドブック」を作成

・「いくじ通信」により介護休暇制度等につい
て情報発信

・全職員に対して介護休暇制度の周知

・介護休暇制度の周知徹底

・制度への理解を深め、互いに協力し合
える職場環境づくりへの取組

・介護にかかわる職員に対する周
囲の理解

・介護休暇等を取得しやすい職場
環境づくり

警務課
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組

通
し
番
号

テ
ー
マ

課
　
　
題

取
組

取組の内容 担当課室

199 福祉介護就労環境改善事業
・施設内で機器活用を推進するリーダー
層への研修体系の充実
・普及啓発に向けた広報活動の強化

関係団体を巻き込んだ効果的な普
及啓発の実施

・管理者向けセミナーの開催 169名参加
・推進リーダー養成研修の開催
    県内３箇所で各４回開催　延べ560名参加
・福祉機器等導入支援事業費補助金
    44事業所に交付決定
 ・ノーリフティングケア普及推進ガイドブック
を作成し、県内全事業所に配布

・福祉機器等の効果的な活用をはじめ
とする「ノーリフティングケア（持ち上げ
ない介護）」が普及してきており、研修
参加や機器等の導入支援へのニーズ
が高まっている。

・研修体系の充実
・小規模事業所向け研修の開催
・福祉機器等導入支援費補助金の拡充
・広報活動の強化

関係団体を巻き込んだ効果的な普
及啓発の実施

地域福祉政策
課

200
人材定着・離職防止支援事
業

認証評価事業を活用した具体的な雇用管
理改善への取組みの推進

・認証評価事業への参加啓発
・小規模事業所に対するサポート
体制の充実

・事業所向け説明会（県内３エリア）での説明
会の開催→計163事業所227名が参加。説明
会におけるアンケートに回答した７割の事業
所が取組の意向あり。
・事業所向け周知用リーフレットの配布
・スタートアップセミナーの開催→12/20～22
県内３エリアにてスタートアップセミナーを開
催（計204名が参加）
・第１回参加宣言の受付→80法人が参加宣
言

・県内の約20％の法人が認証評価事
業への参加を宣言しており、雇用管理
の改善による職員定着・離職防止を目
指して取り組む積極的な意向を示して
いる。
参加宣言時に必須としたセルフチェック
により自施設・事業所における課題を
明確化させており、今後は課題解決に
向けた適切な支援セミナーの受講、取
組みの実施を通じて職場環境の改善
へと着実につなげていく。

認証評価事業を活用した具体的な雇用管
理改善への取組みの推進
　・取組支援セミナーの開催
　・集合相談会の実施
　・個別コンサルティングの実施

・認証評価事業への参加啓発
・小規模事業所に対するサポート
体制の充実

地域福祉政策
課

201
地域の支え合いによる子育
て支援の充実（ファミリー・サ
ポート・センター事業）

ファミリー・サポート・センターの充実
・高知版ファミリー・サポート・センター設置
への支援を拡充
・会員（預けたい・預かりたい）の増加に向
けたセンターのＰＲと研修の実施を拡充

・会員の確保が困難
・ニーズが顕在化していない
・委託先の確保が困難
・援助活動の安全性への懸念

・高知版ファミリー・サポート・センターの開設
（南国市10月・安芸市12月）
・子育て支援員研修の実施（19名参加）
・啓発リーフレットの作成・配布
・月1回のテレビ放送による広報
・子育てイベント等でのPR

市町村がセンターを開設するうえでの
課題に対する支援策が必要

ファミリー・サポート・センターの充実
・高知版ファミリー・サポート・センター設置
への支援
・会員（預けたい・預かりたい）の増加に向
けたセンターのＰＲと研修の実施を拡充

・会員の確保が困難
・ニーズが顕在化していない
・委託先の確保が困難
・援助活動の安全性への懸念

県民生活・男
女共同参画課

202
保護者ニーズに柔軟に対応
可能な多機能型保育事業を
推進

　地域ぐるみの子育て支援を充実さすた
め、保育所等を中心に、保育者や高齢者
等の地域の子育て経験者、子育て世帯が
交流できる場づくりを推進し、子育て相談
や子育てに関する教室の開催など、様々
な交流事業が展開されることを支援する。

・小規模保育等５か所
・保育所等10か所

・地域型保育事業所、保育所など
の既存の施設に対してアプローチ
していくとともに、新規の地域型保
育事業者の発掘を行う。

・小規模保育等２か所継続支援
・保育所等１９か所に訪問し、事業説明実施

・先進地事例の学習会を開催（7/18）

・小規模保育　２か所新規実施
・保育所　２か所新規実施

・継続の２施設では、地域の高齢者や
子育て世帯が交流できる様々な交流事
業が積極的に展開されている。
・イベント内容についてカレンダー方式
の広報紙を作成し、ホームページ等で
情報発信され周知活動も活発に行わ
れている。
・おおきくなあれ春号での広報を実施。

・アプローチをした施設においては、事
業実施について、コーディネーターの確
保や本来業務への影響の不安から慎
重な状況。

　・事業実施者の発掘
　　　交流事業の実施の可能性がある地区、
　　　園について情報収集。
　　　当該地区、園の代表者等と面接し、事
　　　業内容を説明し同意を得る。
　・情報発信
　　　交流事業の内容を周知し、新規事業者
　　　の開拓を図る。

H30年度実施計画
　・小規模保育等５か所
　・保育所等１０か所

事業実施の必要性について理解を
示しているが、事業実施に慎重と
なっている。（本来の業務への影
響、コーディネーターとなる人材の
発掘等）
・地域との調整役となるコーディ
ネーターを配置することを求めてい
るが、人材の確保が難しい。

幼保支援課

203
延長保育、病児保育、一時
預かり事業への支援の充実

（保育サービス促進事業）
（地域子ども・子育て支援事業）
　延長保育　142か所
　　　（地域型保育等を含む）
　乳児保育　30市町村
　休日保育　12か所
　　　（地域型保育等を含む）
　病児保育　13か所
　一時預かり25市町村91か所
　 　（幼稚園型含む）

　市町村子ども・子育て支援事業
計画の進行管理を行い、保護者の
ニーズに合ったきめ細かな支援を
充実していくことが必要である。

　延長保育　13市町村139か所
　　　（地域型保育等を含む）
　乳児保育　29市町村
　休日保育　5市15か所
　　　（地域型保育等を含む）
　病児保育　9市町村15か所
　　　（居宅訪問型含む）
　一時預かり23市町村96か所
　 　（幼稚園型含む）

・多様な保護者ニーズに対応する保育
サービスの実施施設は少しずつ増えて
きている。
・条例改正による職員配置の弾力化に
ついて、子育て支援員等の活用も含
め、市町村等への周知を行っている。

　延長保育　17市町村144か所
　　　　　　　（地域型保育等を含む）
　乳児保育　31市町村
　休日保育　5市15か所
　　　　　　　（地域型保育等を含む）
　病児保育　11市町村16か所
　　　　　　　（居宅訪問型含む）
　一時預かり28市町村98か所
　 　　　　　　（幼稚園型含む）

・各種保育サービスの実際の利用
の状況は少数のものもあり、継続
して実施するための人材の配置や
確保が難しい。
・病児保育事業の実施に必要な協
力医療機関の確保が難しい。

幼保支援課

204 院内保育所運営支援事業 ・継続実施
・利用医療機関の拡大のため、広
報等強化

・活用施設数
　　民間病院：23院
　　公的病院：4病院

・制度の変更により民間保育所の
無料化もあることから、院内保育所
利用数が横ばい。
・看護師の離職防止に貢献

・継続実施 医療政策課
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組
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取組の内容 担当課室

205
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放課後の子どもの居場所づ
くりと学び場の充実（放課後
子ども総合プラン推進事業）

１　放課後子ども総合プラン推進事業
　　（子ども教室、児童クラブ）
①運営等補助（うち高知市）
　※小学校のみ
　子ども教室 147(41)
　児童クラブ 168(89)
　計 315 (130)ヵ所（実施率94.8％）
②児童クラブ施設整備への助成
　 8ヵ所
③放課後学びの場充実事業による学習
支援者の謝金等への支援
④利用料減免助成
⑤食育学習を行う子ども教室への助成
⑥放課後学び場人材バンク
⑦活動内容の充実と指導員等の人材育
成
・推進委員会 2回
・指導員等研修 13回
・ｻﾎﾟｰﾀｰ養成研修　全5回
・放課後児童支援員認定資格研修
　全4日×１
・子育て支援員研修（放課後児童
  コース）　全2日×１
・全市町村訪問 9月
・取組状況調査 9月

２　学校支援地域本部等事業
　　34市町村119本部201校
　　（うち、高知市28本部28校
　　  うち、県立高校　4本部4校）
・活動内容の企画・運営等への支援
・市町村訪問　9月

１　放課後子ども総合プラン推進事
業
　　（子ども教室、児童クラブ）
・市町村や子供教室等によって、
活動内容に差がある。

２　学校支援地域本部等事業
・人口減少や高齢化が進む中、学
校を支援する人材の育成・確保が
必要。
・地域学校協働本部のモデル校の
取組支援等を通じた学校と地域に
よる見守りの仕組みづくりの着実な
実施。

１　放課後子ども総合プラン推進事業
　　（子ども教室、児童クラブ）
①運営等補助（うち高知市）
　※小学校のみ
　子ども教室 147(41)、児童クラブ 168(88)
　計 315 (129)ヵ所（実施率94.3％）
②児童クラブ施設整備への助成　9ヵ所
③放課後学びの場充実事業による学習支援
者の謝金等への支援
④利用料減免助成
⑤食育学習を行う子ども教室への助成
⑥放課後学び場人材バンク
⑦活動内容の充実と指導員等の人材育成
・ 高知県地域学校協働活動研修会等
       7/11 参加者 99名、満足度 83％、
       1/27 参加者 281名
・ 防災対策研修会（安全・安心）
      参加者計 198名、平均満足度 89.5％
・ 発達障害児等支援ステップアップ研修
　　　6/13,6/29,9/26,10/24,11/21　全5回
　　 参加者延べ322名、平均満足度 88.7%
・発達障害児等理解促進研修会
      参加者 178名、平均満足度91％
・子どもの育ちを支援する研修会
      参加者 168名、平均満足度 83％
・放課後児童支援員認定資格研修:全4日（2
会場）9/23,10/15,11/18,1/20-21  91名修了
（※認定資格取得者延べ311名）
・全市町村訪問 9～10月
・取組状況調査 9月
　　活動状況実施率（H29)
　　学習支援　98.4％、体験活動85.8％
（成果）
・H29調査結果では、放課後の子どもの居場
所としての活動が充実してきている。
・各種資質向上研修等において、参加者数、
満足度ともに前年度を上回り、理解も深まっ
た。

２　学校支援地域本部等事業
　　34市町村120本部202校（うち、高知市28
本部28校、 うち、県立高校　4本部4校）
・学校地域連携推進担当指導主事の配置
４名
・活動内容の企画・運営等への支援
　学校地域連携推進担当指導主事の学校訪

１　放課後子ども総合プラン推進事業
　　（子ども教室、児童クラブ）
○全小学校区の94.3％に放課後児童
クラブ又は放課後子ども教室が設置さ
れ、学習習慣の定着に向けた学習支
援や多様な体験活動への支援が行わ
れている。

・H29年度実施状況
児童クラブ　168ヵ所
子ども教室　147ヵ所
学習支援実施率　98.4%
体験活動の実施率85.8％

２　学校支援地域本部等事業
○全市町村で学校支援地域本部事業
の取組が行われている。
・H29実施状況
114小学校、73中学校、2義務教育学校
学校支援活動（H29実績）23,900回
民生・児童委員の参画率（H29）95.3％

○モデル7校において学校と地域とが
パートナーとして子どもたちを見守り育
てる「高知県版地域学校協働本部」へ

１　放課後子ども総合プラン推進事業
　　（子ども教室、児童クラブ）
　子ども教室148(41)ヵ所
　児童クラブ175(94)ヵ所
○ 児童クラブ施設整備への助成 8か所
○放課後学びの場充実事業
　・学習支援者の謝金、防災対策経費、
　　教材等購入経費、発達障害児等への
　　支援者の謝金への補助
○保護者利用料の減免への助成
○児童クラブの開設時間延長への支援
○学び場人材バンクの活動
○活動内容の充実と指導員等の人材育
成
　・放課後児童支援員認定資格研修
　　4日×1回
　・子育て支援員（放課後児童ｺｰｽ）研修
　　全2日
　・推進委員会  2回
　・指導員等研修 20回
　・放課後デイサービス事業所との連携
　・全市町村訪問 9月
　・取組状況調査 9月

２　学校支援地域本部等事業
　 34市町村164本部257校（うち、県立校5
本部5校、高知市34本部34校）
○市町村等訪問
・市町村運営委員会への支援
・事業効果、課題の検証
○放課後学び場人材バンク
・地域本部で活動する人材の発掘等
○活動内容の充実と人材育成
・推進委員会　2回
・高知県地域学校協働活動研修会　1回
・高知県地域学校協働活動ブロック別研
修会　4回
・地域コーディネーター研修会　3回
・取組状況調査（9月）

１　放課後子ども総合プラン推進事
業
　　（子ども教室、児童クラブ）
 ・児童の定員等、国が示す施設基
準を満たしていない児童クラブは、
平成31年度までに対応する必要が
ある。
・各児童クラブや子ども教室の活
動内容には差があり、充実した活
動事例の共有に加え、特別な支援
が必要な児童の受入に伴う専門知
識の向上等が求められる。

→放課後児童クラブや放課後子ど
も教室の新規開設や継続実施に
対し運営等の補助を行うとともに、
実施状況調査等による市町村等
への助言や人材育成等の支援を
行う。

２　学校支援地域本部等事業
・未実施校へのアプローチを強化
し、設置拡大の取組を更に進めて
いく必要がある。
・市町村や学校によって、地域と連
携した学校支援活動の内容に差が
ある。
・「高知県版地域学校協働本部」の
仕組みを県内各地へ展開させてい
く必要がある。
・地域コーディネーター人材の確保
や育成に課題がある。

→市町村への財政支援を継続す
るとともに、学校支援地域本部の

生涯学習課
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組
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取組の内容 担当課室

） ・市町村訪問　9月
・学び場人材バンク
　地域本部で活動する人材の発掘等
・活動内容の充実と人材育成
・学校地域連携推進担当指導主事の配置
４名
・モデル事例集作成　2月

　学校地域連携推進担当指導主事の学校訪
問等回数　計1,027回
　市町村教育長会議ほかでの事業周知等
・学び場人材バンク
　地域本部で活動する人材の発掘等
・活動内容の充実と人材育成
　 高知県地域学校協働活動研修会等
       7/11 参加者 99名、満足度 83％、
       1/27 参加者 281名
・モデル7校において「高知県版地域学校協
働本部」の趣旨に沿った特色ある仕組みや
工夫した取組を実施
　支援活動日数や活動種別の増、民生・児
童委員の参画、定期的な協議の場の確保、
チーム学習会・個別ケース検討会議の開催、
緊急時の連絡体制の設定 など
・モデル事例集を作成（3月）
（成果）
・学校支援地域本部の設置促進について、
H29当初の計画どおり設置された。また、H30
計画についても市町村や学校等への助言等
の実施により、成果目標（80％）を達成した。

てる「高知県版地域学校協働本部」へ
の取組が始まっている。

・取組状況調査（9月）
○学校地域連携推進担当指導主事の配
置（4名）
・高知県版地域学校協働本部(市町村推
進校）の決定・取組支援（4月～）
・実施校状況確認票による現状確認の取
組（5月～）
・学校地域連携推進担当指導主事との協
議（8回）
・市町村・学校等への個別訪問活動
・市町村毎の高知県版地域学校協働本部
宇設置促進計画作成の支援（12～1月）
・県全体の高知県版地域学校協働本部設
置計画策定（2月）

るとともに、学校支援地域本部の
未設置校、設置校、高知県版地域
学校協働本部（市町村推進校）そ
れぞれに対し、働きかけと支援を
行い、設置促進と活動内容の充実
及び学校支援から連携・協働へ向
けて、取組の深化を図っていく。
○活動に携わる地域コーディネー
ターや支援者等の確保、育成につ
なげる研修の場を提供していく。
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206 広報誌による啓発推進

（こうち男女共同参画センター管理運営
費)
・啓発誌の改訂や講演、研修会の開催等
啓発事業の他、図書等利用ＰＲ事業、
ホームページやメールマガジン、SNSの活
用による啓発・広報

効果的な啓発・広報の検討

男女共同参画啓発事業として
・啓発誌「ぐーちょきぱー」の改訂及び活用や
啓発パネルの館内展示・貸出しによる啓発
・男女共同参画に関する情報、ソーレ事業や
暮らしに関するコーナー掲載による広報・啓
発のため、情報紙「ソーレ・スコープ」vol81～
84発行。
・ホームページやメールマガジン、フェイス
ブック（7/1開始）による啓発・広報
・県・市等の広報紙を活用し講演、研修会の
開催等啓発事業を広報
・様々な媒体による広範囲な啓発・広報が可
能

・啓発誌、情報紙の配布先が団体・企
業中心であることからより広範囲な啓
発・広報が可能
・様々な媒体による広報により、これま
で男女共同参画について学ぶ機会の
なかった県民への啓発・広報ができ
た。

（こうち男女共同参画センター管理運営
費)
・啓発誌の改訂や講演、研修会の開催等
啓発事業の他、図書等利用ＰＲ事業、
ホームページやメールマガジン、SNSの活
用による啓発・広報

効果的な啓発・広報の検討
県民生活・男
女共同参画課

207
ひとり親家庭等自立支援事
業（再掲）

○ひとり親家庭等就業・自立支援センター
において自立に向けた支援
○ひとり親家庭の父、母に対し、職業訓練
等を受ける際の生活費等の給付
○ひとり親家庭の親及び子の学び直しを
支援するため、高卒認定試験合格のため
の講座の受講費用の一部を補助
○高等職業促進資金貸付事業
○母子父子寡婦福祉のしおりをひとり親
家庭及び関係機関へ配布

・ニーズへ対応するため、関係機
関との連携強化及び制度の周知

○ひとり親家庭等就業・自立支援センター
　・相談件数：1,107件
　（H28年度同時期：1,029件）
　・就職決定者数：38人（同：68人）
　・移動相談件数：23回（同：24回）
○ひとり親家庭の父、母に対し、職業訓練等
を受ける際の生活費等の給付（県内計）
　・高等職業訓練促進給付金：105件
　　（同：114人）
　・自立支援教育訓練給付金：9件
　　（同：1人）
　・高卒認定試験合格支援事業：0件
　　（同：0人）
○高等職業促進資金貸付事業：33件
　　（同：6人）
○ひとり親家庭等福祉のしおり
　・配布部数：22,500部
　・配布先：34市町村ほか411箇所
　　（新たに民生委員・児童委員、子ども
　　食堂等へ配布）

○ひとり親家庭等就業・自立支援セン
ターへの相談件数は横ばいであるが、
就業支援件数は減少している。　就業
相談者のニーズに対応するため、ひと
り親家庭等就業・自立支援センターと
関係機関が連携した支援のあり方を明
確にする必要がある。
○しおりの配布拡大等、各制度の周知
強化を図っているが、認知度はまだ高
いとは言えず、制度の利用が伸び悩ん
でいる。
→幅広い世代に情報が行き届くよう、
SNS等の新たな媒体活用が必要。ま
た、既存の周知ツールについても、市
町村における具体的な活用方法を定
める等して、ひとり親家庭に情報が行き
届く環境を整備する必要がある。

○ひとり親家庭等就業・自立支援センター
において自立に向けた支援
・ひとり親家庭等就業・自立支援セン
ター、高知労働局（ハローワーク）、高知
家の女性しごと応援室との間で定期的に
連絡会を行い、連携方法を具体化させ
る。
・ひとり親家庭等就業・自立支援センター
と連携し、市町村・関係機関への訪問によ
る制度の説明・周知を実施する。
・ハローワークでの出張相談等、関係機
関と連携した相談機会の拡大など情報提
供・相談体制を強化する。
○各種給付金制度等（高等職業訓練促進
給付金、自立支援教育訓練給付金、高卒
認定試験合格支援事業、高等職業促進
資金貸付事業）の周知を強化する。

○ひとり親家庭の支援機関として
の専門性を高めるため、相談対応
職員のスキル向上、相談者への継
続的なフォロー体制の構築
○SNS等の媒体も活用した適宜、
頻回な情報発信

児童家庭課
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208
母子父子寡婦福祉資金貸付
事業（再掲）

○母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦に
各種資金を貸付
○ひとり親家庭等福祉のしおりをひとり親
家庭及び関係機関へ配布

ニーズへの対応及び制度の周知

○母子家庭の母、父子家庭の父に各種資金
を貸付
平成29年度貸付件数：72件
○ひとり親家庭等福祉のしおりをひとり親家
庭及び関係機関へ配布（Ｈ29年度からは、民
生委員や子ども食堂、児童家庭支援セン
ター等にも配布を始めた）
○ラジオにて制度の周知に取組

○引き続き制度の周知に取り組む必要
がある。

○母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦に
各種資金を貸付
○ひとり親家庭等福祉のしおりをひとり親
家庭及び関係機関へ配布し制度の周知
を図る
○ラジオ、SNSにて制度の周知を図る

ニーズへの対応及び制度の周知 児童家庭課

209
子育て支援に係る広報・啓
発等の推進

〇こうちプレマnetの活用促進
　県民への広報（市町村を通じて、妊産婦
等にもチラシを配布）
　子育てサークル等の活動やイベント情
報の提供・充実等
○子育て応援情報紙「大きくなあれ」の発
行　年4回・各40,000部
〇子育て出前講座　７回
○ライフプランセミナー出前講座10回

○結婚や子育てを支援する機運の醸成
　・企業等の子育て支援やワーク・ライフ・
バランスの推進などの取組事例の紹介
　・テレビ等でのCM放送
　・高知家「出会い・結婚・子育て応援」
フォーラム

◆ターゲット層に繋がる効果的な
広報・啓発の取り組み
◆企業への積極的な周知
◆高知家の出会い・結婚・子育て
応援団との協調活動

○結婚や子育てを支援する機運の
醸成

・高知家の出会い・結婚・子育て
応援団や企業の取組の充実
　・企業等の取組事例の横展開

○こうちプレマnetの運営
・子育てサークルや子育て支援センターの取
組情報を随時掲載　300件　（H29年度末）
・サイトアクセス数　183,908件
　（H29年度月平均アクセス数15,326件）
・高知市やいの町など、出生の多い市町
　が情報発信ツールとして活用
○子育て応援情報紙「大きくなあれ」年4回発
行　7月号　40000部発行
　育休事例やワークライフバランスへのアド
バイス等を毎号掲載
○子育て出前講座
　3回実施　７╱29 　9╱28  12╱16
　27名参加（男性16名含む）

○結婚や子育てを支援する機運の醸成
　・応援団取組紹介冊子の作成・配布
　・映画館CM放映（8/5～9/1）
　・高知家「出会い・結婚・子育て応援」フォー
ラムの開催(10/21)

○こうちプレマnetの運営
　サイトへのアクセス数は増加傾向。
　今後もいろんな場面で周知を図るとと
もに、子育てに関する情報基地となる
よう市町村にも活用を促していくことで
啓発効果が高まっていくと思われる
○子育て応援情報紙「大きくなあれ」発
行
　本事業における子育て支援に資する
情報発信としての狙いは民間の取り組
みやインターネットの発達により他に補
完できるツールが出てきたことから取
組の役割を終了する
○子育て出前講座
　男性の参加もあり、家庭での育児参
加について考える機会になっている

○応援団と協働した取組のさらなる充
実が必要
・県の施策を企業に取り入れていただく
ためのアプローチ
・他団体の取組事例を参考にした企業
の取組の横展開

〇こうちプレマnetの活用促進
　県民への広報（市町村を通じて、妊産婦
等にもチラシを配布）
　子育てサークル等の活動やイベント情
報の提供・充実等
　掲載内容の見直し
○子育て応援情報紙「大きくなあれ」の発
行
→廃止
〇子育て出前講座　７回

○応援団と協働した取組の充実に向けた
支援
・従業員への周知を図る「応援団通信」の
情報の充実
・県民に対して応援団が行う自らの取組を
紹介するため、新聞広告やパネルを活用
しての広報
・応援団交流会の開催（（具体的に進める
取組）
・高知家「出会い・結婚・子育て応援」
フォーラムの開催
・男性の育児休暇・育児休業の促進（企
業・団体における「育児休業・育児休暇の
取得促進宣言」）

◆ターゲット層に繋がる効果的な
広報・啓発の取り組み
◆企業への積極的な周知
◆高知家の出会い・結婚・子育て
応援団との協調活動

○応援団と協働した取組のさらな
る充実
・県の施策を企業に取り入れてい
ただくためのアプローチ
・他団体の取組事例を参考にした
企業の取組の横展開

児童家庭課
少子対策課

210 子育て家庭応援事業の促進

○子育て応援の店登録店舗全店でサー
ビス内容を明示できるPRツール（ポス
ター）の配布

○ユーザーのニーズ調査や県外などの取
り組み好事例の情報収集

利用者を増やすための認知度の
向上

・協賛事業所登録の呼びかけ
・第6期協賛店舗登録更新

・子育て応援の店４５１店舗
　（H29，9月末現在）
　　H29年度の新規登録　27件

・取組の好事例集を作成
　県外事例調査等の実施

○登録の更新を機に再登録しない店
舗があり登録店舗数は減少。一方で同
事業が全国展開されたことにより、
チェーン店等の登録が増えている傾向

○まだ取組の認知が広がっていないこ
とから、各店舗での取組みがユーザー
に見える仕組みづくりは引き続き必要

○HPの検索機能の見直し

○新規協賛事業所の開拓
　　好事例集を活用

利用者を増やすため、取組の認知
度の向上

児童家庭課

211
・子育て世代向けの防災教室
・主催する講座・講演会等での託児サー
ビス

関係グループ・団体への・事業内
容の周知

・親子防災教室（7月、11月実施）　71名参加
・子育て世代や男性のソーレへの来館機会
の確保や子育てを支援。

・災害時に困難の多い子育て世代に
とって防災に関する知識のニーズは高
く、普段の生活にも活かせる。

・子育て世代向けの防災教室
・主催する講座・講演会等での託児サー
ビス

・関係グループ・団体への・事業内
容の周知

ソーレ

212
〇高知家の出会い・結婚・子育て応援
コーナー機能を活かした地域子育て支援
センター機能のバックアップ（継続）

◆子育て支援センターの相談機能
の強化
◆子育て支援センターと関係機関
とが連携した相談体制の構築

・協賛事業所登録の呼びかけ
・第6期協賛店舗登録更新

・子育て応援の店４５１店舗
　（H29，9月末現在）
　　H29年度の新規登録　27件

・取組の好事例集を作成
　県外事例調査等の実施

○登録の更新を機に再登録しない店
舗があり登録店舗数は減少。一方で同
事業が全国展開されたことにより、
チェーン店等の登録が増えている傾向

○まだ取組の認知が広がっていないこ
とから、各店舗での取組みがユーザー
に見える仕組みづくりは引き続き必要

○HPの検索機能の見直し

○新規協賛事業所の開拓
　　好事例集を活用

利用者を増やすため、取組の認知
度の向上

児童家庭課
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地域における子育て支援の
充実（男女共同参画に関す
る講演・講座、地域子育て支

援拠点等運営事業等）
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組

通
し
番
号

テ
ー
マ

課
　
　
題

取
組

取組の内容 担当課室

213 子育て短期支援事業

市町村子ども・子育て支援事業計画に
従って実施される子育て短期支援事業に
対し、市町村が事業を実施するために必
要な費用に充てるための交付金を交付

補助金について更なる周知が必要

○市町村子ども・子育て支援事業計画に
従って実施される子育て短期支援事業に対
し、市町村が事業を実施するために必要な
費用に充てるための交付金を交付（21市町
村）

○近隣に児童養護施設等がないため、
交付金の活用に至っていない
○委託先である児童養護施設等の空
室が不足しており、保護者の必要に応
じた受け入れができていない

○全市町村訪問による子育て短期支援
事業の周知実施（H30.5-7月）
○里親等を活用した新たな委託先の開拓

○新たな委託先の開拓にあたって
里親制度そのものの周知が必要

児童家庭課

214 乳児家庭全戸訪問事業

市町村子ども・子育て支援事業計画に
従って実施される乳児家庭全戸訪問事業
に対し、市町村が事業を実施するために
必要な費用に充てるための交付金を交付

補助金について更なる周知が必要

○市町村子ども・子育て支援事業計画に
従って実施される乳児家庭全戸訪問事業に
対し、市町村が事業を実施するために必要
な費用に充てるための交付金を交付（20市
町村）
○市町村職員等を対象とした研修等の実施
（延べ172名）
・リスクの見方について（6/6：51名）
・リスクマネージメントについて（7/4：56名）
・児童の成長、発達と生育環境（8/24：30名）
・児童家庭支援ソーシャルワーク（10/11：51
名）

○支援が必要と判断される家庭の把握
や、養育支援訪問事業による早期の養
育環境改善のために、訪問者の人材
育成及び資質向上が必要

○全市町村訪問による乳児家庭全戸訪
問事業の周知及び本事業を活用した地域
での見守り及び支援体制の構築に向けた
支援

児童家庭課

215 養育支援訪問事業

市町村子ども・子育て支援事業計画に
従って実施される養育支援訪問事業に対
し、市町村が事業を実施するために必要
な費用に充てるための交付金を交付

補助金について更なる周知が必要

○市町村子ども・子育て支援事業計画に
従って実施される養育支援訪問事業に対し、
市町村が事業を実施するために必要な費用
に充てるための交付金を交付（14市町村）
○市町村職員等を対象とした研修等の実施
（延べ172名）
・リスクの見方について（6/6：51名）
・リスクマネージメントについて（7/4：56名）
・児童の成長、発達と生育環境（8/24：30名）
・児童家庭支援ソーシャルワーク（10/11：51
名）

○支援が必要と判断される家庭をアセ
スメントし、養育環境改善に向けた支援
を実施するために、訪問者の人材育成
及び資質向上が必要

○全市町村訪問による養育支援訪問事
業の周知及び本事業を活用した地域での
見守り及び支援体制の構築に向けた支
援

児童家庭課

216
子育て出前講座（地域子育
て支援事業）

○子育て講座
　地域の子育て支援の拠点等にに出向い
て子育てに必要な知識を学ぶ機会を提供
　家庭教育のテーマ：３３回
　愛着形成テーマ：３７回

◆子育て家庭のニーズに応じた
テーマの選定及び地域が主体的に
地域の課題に応じた講座が開催で
きる仕組み

（再掲）
○高知家の出会い・結婚・子育て応援団や
次世代育成支援認証企業等企業等への事
業周知

○子育て出前講座
　3回実施（７╱29　　9 /28　12/16）
　27名参加（男性16名含む）

仕事や家事に対する男女の考え方の
違いなどワークショップをとおして理解
し合う機会となり、家庭内での役割の
持ち方を考えることに繋がる学習となっ
ている。

企業等への外部講師派遣事業の実施（出
前講座事業等）

◆効果的な広報、啓発の実施 児童家庭課
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組

通
し
番
号

テ
ー
マ

課
　
　
題

取
組

取組の内容 担当課室

217
地域包括ケアシステムの構
築（介護サービスの充実・確
保）

・市町村が実施する住宅等改造補助事業
への助成と、適切な改造を行うことを目的
とし現地にアドバイザーの派遣を行う。
・市町村事業担当者及びケアマネ等への
研修会を実施する。
・中山間地域介護サービス確保対策事業
について、未実施の市町村にも実施を呼
び掛ける。

・住宅等改造補助事業及びアドバ
イザー派遣事業ともに、各市町村
への周知、声かけ等を行い、活用
促進を図る。
・中山間地域介護サービス確保対
策事業未実施の市町村に対する
実施準備の支援

・住宅等改造支援事業費補助金
    助成件数　50件
　 （高齢者用 45件・支え合いの地域づくり用
5件）
・住宅等改造アドバイザー派遣事業
　  派遣件数　3件

・中山間地域介護サービス確保対策事業
　　20市町村で実施（2市町が新たに事業開
始）

・市町村が実施する住宅等改造の助成
を支援し、高齢者が住み慣れた場所で
いつまでも安全な在宅生活を送れるよ
う住宅のバリアフリー化の推進を図っ
た。

・新たに2市町（室戸市、四万十町）が
中山間地域介護サービス確保対策事
業を開始した。

・市町村が実施する住宅等改造補助事業
への助成と、適切な改造を行うことを目的
として現地にアドバイザーの派遣を行う。

・市町村が実施する市町村担当者等の研
修会へアドバイザーを講師として派遣

・中山間地域介護サービス確保対策事業
を実施する市町村への支援

高齢者福祉課

218 相談体制の充実
・高齢者の相談窓口に関する周知を広く
行う。

・地域包括支援センターなど、他機
関の相談窓口も含め、広く周知を
行う必要がある。

・高齢者総合相談窓口での相談受付
　　一般相談：482件
　　専門相談：37件

・高齢者総合相談窓口への相談件数
は減少しているが、各市町村地域包括
支援センターでの相談業務など、地域
の相談機関として認知されてきたもの
と思われる。

・高齢者総合相談窓口での相談受付及び
相談窓口の周知

高齢者福祉課

219

・介護サービス情報の公表制度による介
護サービス事業者に関する情報の公表
・高齢者の相談窓口に関する周知を広く
行う。
・介護者への支援と相談体制の確立

・地域包括支援センターなど、他機
関の相談窓口も含め、広く周知を
行う必要がある。
・認知症に関する正しい知識や相
談窓口の普及啓発を継続して実施
する必要がある。

・介護サービス情報の公表制度による介護
サービス事業者に関する情報の公表

・高齢者総合相談事業の実施
　　 一般相談：482件
　　 専門相談：37件

・認知症コールセンター利用件数：365件

・高齢者総合相談窓口への相談件数
が減少しているのは、各市町村地域包
括支援センターでの相談業務などが地
域の相談機関として認知されてきたた
めと思われる。

・認知症コールセンターの利用件数は
昨年度より減少している。

・介護サービス情報の公表制度による介
護サービス事業者に関する情報の公表

・高齢者総合相談窓口での相談受付及び
周知

・認知症高齢者及び介護者の相談体制の
確立

高齢者福祉課

220 ・県広報誌等へ掲載 ・福祉用具常設展示品の再整理

・福祉に関する図書、ビデオ及び福祉機器の
貸出を行った。
・常設展示以外に、年1回県内最大規模（3日
間　　延べ約2,000名）の総合的な福祉用具
の展示会を開催した。
・さんＳＵＮ高知、高知新聞等に福祉機器展
の情報を掲載した。

・福祉に関する図書、ビデオ及び福祉
機器の貸出を行った。

・常設展示以外に、年1回県内最大規
模（3日間　　延べ約2,000名）の総合的
な福祉用具の展示会を開催した。

・さんＳＵＮ高知、高知新聞等に福祉機
器展の情報を掲載した。

・県広報誌などへの掲載及びパンフレット
の配布等により、介護講座を周知した。
・介護や福祉に関する様々な情報や機器
を貸出という方法で、手軽に入手できるよ
う努めた。
・福祉用具を一堂に集め、実際に手に
取ったり、体験することにより、さまざまな
障害やそれに合った用具や介護方法が
あることを学ぶ機会を提供することができ
た。

・県広報誌等へ掲載
地域福祉政策
課

221

（ボランティアセンター事業）
・福祉教育・ボランティア学習実践講座の
開催
・ボランティアコーディネーター研修事業の
実施

・学校現場における福祉教育の継
続的実施
・ボランティア受入団体のコーディ
ネート機能の強化

・福祉教育・ボランティア学習実践講座の開
催：８月２１日参加者２０名
・福祉教育・ボランティア学習ブロック別情報
交換会：安芸・中央・幡多開催（５～６月）
・ボランティアコーディネーター研修：５月１５
日参加者２５名

・福祉教育・ボランティア学習に関わる
者が、その学習を進めるための知識や
技術を習得することができた。
・社協や学校等関係機関の連携体制
の構築、学校や地域の中での福祉教
育・ボランティア学習の協働実践事例
の創出を支援している。
・ボランティアを受け入れるためのコー
ディネートの知識・技術の向上を図っ
た。

（ボランティアセンター事業）
・福祉教育・ボランティア学習実践講座の
開催
・ボランティアコーディネーター研修事業の
実施

・学校現場における福祉教育の継
続的実施
・ボランティア受入団体のコーディ
ネート機能の強化

地域福祉政策
課

222
引き続き、ボランティアガイダンスやNPO
フォーラムにより、NPOやボランティア活
動について周知を図る。

・各支援事業への参加者の拡大

各種セミナー等において、参加人数の増加と
いう点では引き続き課題があるが、講座内容
については参加者ニーズに答えられている。
ＮＰＯフォーラム（11月25日開催）において
は、地域と若者をテーマに行い、準備段階か
ら社会貢献活動のベテランの方々と若者と
の交流がしっかり図られた。フォーラム当日
は、ワールドカフェにより、世代を超えての意
見交換が活発に行われた。

独居老人に特化した呼びかけができて
いるわけではないが、社会貢献活動の
担い手としてのアクティブシニアの力は
大きいため、退職した方々にＮＰＯやボ
ランティア活動についての周知に力を
入れることが引き続き有益と考える。

引き続き各種セミナー等において、参加
者ニーズを把握した取組を実施する。

それぞれの事業の広報活動につ
いて引き続き検討する必要があ
る。

県民生活・男
女共同参画課
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介護支援情報の提供・広報・
啓発（再掲）

独居老人等に対するＮＰＯ
やボランティア活動の促進
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組

通
し
番
号

テ
ー
マ

課
　
　
題

取
組

取組の内容 担当課室

223
（ふくし交流プラザ管理運営事業）
・県民に対する介護講座事業の開催

県民介護講座事業の周知・参加の
促進

○県民介護講座
・体験入門講座
　（各コース随時開催）
　　見学コース　　　　　　　　14回388名
　　高齢者疑似体験コース13回286名
　　車イス体験コース　　　　6回113名
・家庭介護基礎講座（全５回）
　知っておきたい家庭介護　5回66名
・テーマ別講座（各テーマ２回、全20回）
　高齢期知っとく講座（認知症の話等）　20回
683名

・福祉用具の見学や高齢者疑似体験、
車椅子の体験を行い、介護を身近に感
じ、興味を持ってもらう機会を提供し
た。
・生活や病気、さまざまな支援制度など
身の回りの知識を学ぶことにより、介護
だけではない高齢者の生活や制度に
ついての知識を深めることができた。
・地域でも気軽に介護について学べる
環境を整えることにより、介護に対する
知識を深めたり、研修への参加意識を
高めることができた。

（ふくし交流プラザ管理運営事業）
・県民に対する介護講座事業の開催

県民介護講座事業の周知・参加の
促進

地域福祉政策
課

224 男性対象家事講座の開催
・家事初心者のニーズの把握と講
座内容の検討
・男性への周知・広報

・男性応援講座（９月）　12名参加
・男性家事講座（２月）　14名参加

・男性応援講座では、地域や家庭にお
ける良好なコミュニケーションを築くた
めの会話のポイントを学んだ。
・男性家事講座では、料理講座を実施
し、家事分担の意識改革を図った。

男性対象家事講座の開催
・家事初心者のニーズの把握と講
座内容の検討
・男性への周知・広報

ソーレ

225
労働関係法令等の広報、啓
発、周知（再掲）

○ワーク・ライフ・バランスセミナーの開催
関係機関と連携し企業等へのワーク・ライ
フ・バランスの周知・啓発を目的にセミ
ナーを開催

○ワーク・ライフ・バランスの周知
啓発
○中小企業においてのワーク・ライ
フ・バランスの浸透

○働き方改革セミナー
　高知市会場　　　H29.7.31　実施
　安芸市会場　　　H29.8. 3　 実施
　四万十市会場　 H29.8.30 　実施
○働き方改革実践セミナー
　安芸市会場　　　H29.9.13　実施
　高知市会場　　　H29.9.14　実施
　四万十市会場　 H29.9.20   実施

参加者数　 　延べ３７９人
参加企業数　延べ２６２社

○働き方改革セミナーの開催
　関係機関と連携し企業等へのワーク・ラ
イフ・バランス等働き方改革の周知・啓発
を目的にセミナーを開催

○ワーク・ライフ・バランスの周知
啓発
○中小企業においてのワーク・ライ
フ・バランスの浸透

雇用労働政策
課

226

〇ワークライフバランス推進企業証制度
・認証推進にかかる訪問件数目標１８０件
・認証企業数H30年3月末目標：２１０社
・次世代育成支援企業認証制度をベース
に、介護などの項目を上乗せし、認証制
度のバージョンアップを図る。

〇認証制度の周知啓発
〇事業主の意識の向上

○「次世代育成支援企業認証制度」を
　 「ワークライフバランス推進企業認証制度」
　へH29.6.1改正
○ワークライフバランス推進企業証制度
　・認証推進にかかる訪問件数：181件
　・認証企業数（H30.3月末）：193社

〇ワークライフバランス推進企業認証
制度
・県委託事業による社会保険労務士の
企業訪問が、認証制度の周知、認証企
業数の増加につながっている。

〇ワークライフバランス推進企業認証制
度
・認証推進にかかる訪問件数目標300件
・認証企業数H31年3月末目標：300社

〇認証制度の周知啓発
〇事業主の意識の向上

雇用労働政策
課

227

〇こうちプレマnetの活用促進
　県民への広報（市町村を通じて、妊産婦
等にもチラシを配布）
　子育てサークル等の活動やイベント情
報の提供・充実等
○子育て応援情報紙「大きくなあれ」の発
行　年4回・各40,000部
〇子育て出前講座　７回
○ライフプランセミナー出前講座10回

○子育て支援やワーク・ライフ・バランス
の推進などの好事例の取組紹介等
　・高知家「出会い・結婚・子育て応援」
フォーラムの開催
　・高知家の出会い・結婚・子育て応援団
交流会の実施

◆ターゲット層に繋がる効果的な
広報・啓発の取り組み
◆企業への積極的な周知
◆高知家の出会い・結婚・子育て
応援団との協調活動

○子育て支援やワーク・ライフ・バ
ランスの推進などの好事例の取組
紹介等

・高知家の出会い・結婚・子育て
応援団や企業の取組の充実
　・企業等の取組事例の横展開

○こうちプレマnetの運営
・子育てサークルや子育て支援センターの取
組情報を随時掲載　300件　（H29年度末）
・サイトアクセス数　183,908件
　（H29年度月平均アクセス数15,326件）
・高知市やいの町など、出生の多い市町
　が情報発信ツールとして活用
○子育て応援情報紙「大きくなあれ」年4回発
行　7月号　40000部発行
　育休事例やワークライフバランスへのアド
バイス等を毎号掲載
○子育て出前講座
　3回実施　７╱29 　9╱28  12╱16
　27名参加（男性16名含む）

○子育て支援やワーク・ライフ・バランスの推
進などの好事例の取組紹介等
  ・高知家「出会い・結婚・子育て応援」フォー
ラムの開催(10/21)
　・高知家の出会い・結婚・子育て応援団交
流会の実施　（第１回9月：県内3カ所、第2回
１１月１カ所、第３回２月１ヵ所）
  ・応援団取組事例報告会の開催（2/13）

○こうちプレマnetの運営
　サイトへのアクセス数は増加傾向。
　今後もいろんな場面で周知を図るとと
もに、子育てに関する情報基地となる
よう市町村にも活用を促していくことで
啓発効果が高まっていくと思われる
○子育て応援情報紙「大きくなあれ」発
行
　本事業における子育て支援に資する
情報発信としての狙いは民間の取り組
みやインターネットの発達により他に補
完できるツールが出てきたことから取
組の役割を終了する
○子育て出前講座
　男性の参加もあり、家庭での育児参
加について考える機会になっている

○応援団と協働した取組のさらなる充
実が必要
・県の施策を企業に取り入れていただく
ためのアプローチ
・他団体の取組事例を参考にした企業
の取組の横展開

〇こうちプレマnetの活用促進
　県民への広報（市町村を通じて、妊産婦
等にもチラシを配布）
　子育てサークル等の活動やイベント情
報の提供・充実等
　掲載内容の見直し
○子育て応援情報紙「大きくなあれ」の発
行
→廃止
〇子育て出前講座　７回

○応援団と協働した取組の充実に向けた
支援
・従業員への周知を図る「応援団通信」の
情報の充実
・県民に対して応援団が行う自らの取組を
紹介するため、新聞広告やパネルを活用
しての広報
・応援団交流会の開催（（具体的に進める
取組）
・高知家「出会い・結婚・子育て応援」
フォーラムの開催
・男性の育児休暇・育児休業の促進（企
業・団体における「育児休業・育児休暇の
取得促進宣言」）

◆ターゲット層に繋がる効果的な
広報・啓発の取り組み
◆企業への積極的な周知
◆高知家の出会い・結婚・子育て
応援団との協調活動

○応援団と協働した取組のさらな
る充実
・県の施策を企業に取り入れてい
ただくためのアプローチ
・他団体の取組事例を参考にした
企業の取組の横展開

児童家庭課
少子対策課
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仕事と家庭の両立のための
広報・啓発促進（再掲）
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組
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組
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228
仕事と家庭の両立のための
広報・啓発促進（再掲）

機会を通じてさらに配布し、啓発を図る。 -

平成２８年度に作成した男性の家事・育児・
介護の啓発冊子を、各種イベント等を利用し
て配布し、啓発を行った。
また、高知市、ソーレに冊子データを提供す
ることで、広く活用してもらうことができた。

写真、イラストを多用し、見やすく手に
取ってもらいやすい冊子であることか
ら、配布することで啓発につながってい
る。

機会を通じてさらに配布し、啓発を図る。 -
県民生活・男
女共同参画課

229
女性のチャレンジ・エンパ
ワーメント支援（再掲）

男女共同参画の視点をもった人材、地域
の中核的なリーダーとなる女性の育成を
行うための事業を行うとともに、次年度以
降の継続実施に向けたリーダー育成プロ
グラムを策定
・女性の活躍応援
・防災スキル向上講座

・就労応援パソコン講座（6コース）
・女性のための起業cafe
・エンパワメント講座事業

・効果的で継続的に実施可能なプ
ログラムの策定
・女性の置かれている社会的状況
を考えた上で必要な講座の検討
・事業内容の県民への周知

女性リーダー育成事業として
・女性の活躍応援塾（９名）６回開催
・女性防災プロジェクト（37名）８回開催
　公開講座（6月、10月）延べ119名参加

女性の就業・起業支援事業として
・就労支援パソコン講座　６コース110名参加
・女性のための起業Café（10月）14名参加
・エンパワメント講座（10月）21名参加

・企業や参加者のニーズを把握し、プロ
グラム内容の十分な検証が必要
・年間で複数回の開催すべてに全員が
参加するのは困難

・パソコン講座は申込も多く、講座受講
後のアンケート調査から、受講者の満
足度は高いなど十分なニーズがある。

・エンパワメント講座ではアサーション
手法について学び、女性として社会参
画するための力を見つけることにつな
がった。

男女共同参画の視点を持った人材、地域
の中核的リーダーとなる女性育成のた
め、職場及び防災のプログラム実施とス
キルアップのための講座を実施
・女性の活躍応援
・女性防災プロジェクト
・エンパワメント講座

・就労支援パソコン講座（6コース）

・参加者に対する職場の協力
・関係機関との連携

ソーレ

230
団体等の自主活動支援及び
相互交流の促進（ソーレえい
ど事業等）

・ソーレ・えいど事業
事業主体：男女共同参画を推進するグ
ループ・団体等
対象事業：男女共同参画に関する事業
で、広く県民に開かれた事業、情報収集、
講演会、セミナー、調査研究等
内容：１企画上限20万円以内

・ソーレまつり2018の開催

関係グループ・団体への・事業内
容の周知

・ソーレ・えいど事業
①エメラルド・ツリー
②ソーシャルアライ・コナツハット
③いのちつなぐ舎
④ママの働き方応援隊高知校

・ソーレまつり2018（１月実施）
①来場者総数　延べ2,898名
②記念講演会　119名受講

・ソーレ・えいど事業には4団体から応
募があり、すべて採択となった。このう
ち3団体はこれまで本事業で採択され
たことのない団体であった。

・ソーレまつりでは、関係団体による活
動成果の発表を通じて、来館者との交
流促進や男女共同参画の啓発につな
がった。

・ソーレ・えいど事業
事業主体：男女共同参画を推進するグ
ループ・団体等
対象事業：男女共同参画に関する事業
で、広く県民に開かれた事業、情報収集、
講演会、セミナー、調査研究等
内容：１企画上限20万円以内

・ソーレまつり2019の開催

関係グループ・団体への・事業内
容の周知

ソーレ

231

（バーチャルボランティアセンター事業）
・HPの管理運営
・広報グッズ活用等によるピッピネットの
周知
・新規登録団体の開拓

ピッピネットの広報、周知

H25.9末：631団体⇒H27.3末：644団体
⇒H27.9末：648団体⇒H28.3末：646団体
⇒H28.9末：649団体⇒H29.9末：514団体
⇒H30.3末：491団体
・確かな情報を発信するため、登録団体の活
動状況などに基づき、登録情報の精査をし
た。
・HP上にバナーを作成した。（8回更新）
・ボランティアマッチングの報告依頼をした。

・ボランティア活動紹介を充実させるな
ど、ボランティア活動の推進が図られて
いる。

（バーチャルボランティアセンター事業）
・HPの管理運営
・広報グッズ活用等によるピッピネットの
周知
・HPのリニューアル
・ＮＰＯ紹介動画の作成
・新規登録団体の開拓

ピッピネットの広報、周知
地域福祉政策
課

232
社会貢献活動の参加者を増やすため、さ
らなる情報提供・広報が必要。

・ＮＰＯ活動の拡大、ＮＰＯ活動参
加者の増加

H30年3月末認証数：332
行政との協働を進めている団体も多く、地域
おこしや移住促進において、第一線で活躍し
ている団体も多い。

活動が停滞している団体があり、それ
ぞれの団体の状況に応じた個別の支
援が必要になっている。

引き続き、情報提供を行う。
ＮＰＯ活動の拡大はもとより、その
質の向上についても取組む必要が
ある。

県民生活・男
女共同参画課
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ＮＰＯやボランティア活動に
関する情報の提供（ピッピ
ネット/広報誌など）（再掲）
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組
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し
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取組の内容 担当課室

233
参加者のニーズに対応したセミナー等を
開催する。

・各支援事業への参加者の拡大

各種セミナー等において、参加人数の増加と
いう点では引き続き課題があるが、講座内容
については参加者ニーズに答えられている。
ＮＰＯフォーラム（11月25日開催）において
は、地域と若者をテーマに行い、準備段階か
ら社会貢献活動のベテランの方々と若者と
の交流がしっかり図られた。フォーラム当日
は、ワールドカフェにより、世代を超えての意
見交換が活発に行われた。

引き続きセミナーに参加した後のフォ
ローも踏まえ、ブラッシュアップしなが
ら、各団体にニーズに応えられるセミ
ナー等を実施した。

引き続き各種セミナー等において、参加
者ニーズを把握した取組を実施する。

それぞれの事業の広報活動につ
いて引き続き検討する必要があ
る。

県民生活・男
女共同参画課

234
参加者のニーズに対応したセミナー等を
開催する。

・各支援事業への参加者の拡大

各種セミナー等において、参加人数の増加と
いう点では引き続き課題があるが、講座内容
については参加者ニーズに答えられている。
ＮＰＯフォーラム（11月25日開催）において
は、地域と若者をテーマに行い、準備段階か
ら社会貢献活動のベテランの方々と若者と
の交流がしっかり図られた。フォーラム当日
は、ワールドカフェにより、世代を超えての意
見交換が活発に行われた。

引き続きセミナーに参加した後のフォ
ローも踏まえ、ブラッシュアップしなが
ら、各団体にニーズに応えられるセミ
ナー等を実施した。

引き続き各種セミナー等において、参加
者ニーズを把握した取組を実施する。

それぞれの事業の広報活動につ
いて引き続き検討する必要があ
る。

県民生活・男
女共同参画課

235

課題の中から、①時間の不足（子育て等
で忙しい）、②運動スポーツの効果、知識
等の不足、③運動機会の不足（きっかけ
づくり）について県内スポーツ団体等に委
託するモデル事業の実施を導き出し、平
成29年度事業の予算要求を行ったが、予
算化できなかった。

財政課との協議により、女性を対
象に絞った大会やモデル事業など
の実施という手法ではなく、女性ス
ポーツ活動に対する啓発的活動を
効果的に行うこととなっている。

 ・オランダ自転車女子ナショナルチームの合
宿及びイベントへの参加による情報発信（11
月）
　・高知龍馬マラソンのランニング教室におい
て女性の参加者が多いランニング教室が実
施できた.。（参加割合５割）
　・四万十・足摺無限大チャレンジライドのポ
スターに魅力のある女性アスリートを登用。
（１２月）

既存の大会等においては配慮された
取り組みが進んでおり、オリパラ関連
事業と併せて、女性のスポーツ参加機
会の拡大を図るためのメディアへの情
報提供を積極的に行うことができた。
今後も女性に焦点を当てた取組や情
報発信に努め、機運の醸成を図る必要
がある。

各種のイベントを開催する際に、女性に
焦点を当てた取り組みや情報発信を行
う。
オリパラ関連事業と併せて、女性のス
ポーツ参加機会の拡大をめざす。

女性に焦点を当てた取り組みや情
報発信が少なく、さらなる機運の醸
成が必要。
女性の社会進出が進んでいるもの
の、子育て世代の女性がスポーツ
をする時間は少ない。

スポーツ課
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介護予防と生きがいづくりの推
進
・市町村が行う介護予防事業へ
の支援
・老人クラブが行う社会参加活
動への支援
・高知県社会福祉協議会等が
行う健康と生きがいづくりへの
支援

・高齢者等の参加による新たなサービス
の担い手等の養成への支援
・地域老人クラブ、市町村老人クラブ連合
会、県老人クラブ連合会の活動への支援
・認知症対策への取組の強化
・地域支えあいの推進
・文化・芸能・スポーツ活動を通じた老人
クラブの更なる活性化
　→元気ハツラツ交流会
　→ろうれんピック
　→若手自主企画事業

・さらなる人材育成のため、関係機
関と連携した取組が必要
・老人クラブ等が実施する大会など
への参加者増のため、広報の強化
や競技種目の普及など一層の働き
かけが必要。

・全市町村に配布している介護予防手帳の
活用促進

・総合事業または介護予防事業にリハ職の
関与がない市町村に対する派遣の調整：１市
3町１村

・高齢者等の参加による新たなサービスの担
い手等の養成への支援
　　県老人クラブ連合会
　　（修了者：62名/開催地：日高村、檮原町）

・高知県社会福祉協議会や老人クラブが実
施する健康と生きがいづくり活動のさらなる
活性化
　　シニアスポーツ交流大会（参加者1330名）
　　オールドパワー文化展（出品数419点）
　　ねんりんピック秋田への選手団派遣
　　　〈選手148名）
　　元気ハツラツ交流会（参加者数380名）
　　ろうれんピック（参加者数延べ923名）

・地域の介護予防活動への専門職の
活用方法について十分周知できていな
いが、派遣した市町村では、その後継
続した専門職の活用等につながった。

・養成した人材をどのようにサービス提
供に結びつけるのか等、市町村とも連
絡を取り合いながら、さらなる検討が必
要。

・高齢者の生きがいづくりや、地域での
活動の場の広がりに繋がっている一
方、老人クラブの加入率低下や会員の
高齢化により、参加者数が伸び悩むイ
ベントも出てきている。

・市町村への専門職の派遣による活用の
促進

・地域リーダー・サポーター養成に向けた
市町村への支援

・高齢者等の参加による新たなサービス
の担い手等の養成への支援

・高知県社会福祉協議会や老人クラブが
実施する健康と生きがいづくり活動のさら
なる活性化
　　シニアスポーツ交流大会
　　オールドパワー文化展
　　ねんりんピック富山への選手団派遣
　　元気ハツラツ交流会
　　ろうれんピック
　　若手高齢者スポーツ大会

・職能団体とのさらなる連携が必要

・さらなる人材育成のため、関係機
関と連携した取組が必要

・大会参加者増のため、広報の強
化や競技種目の見直し、普及など
一層の働きかけが必要。

高齢者福祉課
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ＮＰＯ、ボランティア団体、自
治会、スポーツ団体、女性活
動団体等の育成・支援（再
掲）
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組

通
し
番
号

テ
ー
マ

課
　
　
題

取
組

取組の内容 担当課室

237
地域包括ケアシステムの構
築（介護サービスの充実・確
保）（再掲）

・市町村が実施する住宅等改造補助事業
への助成と、適切な改造を行うことを目的
とし現地にアドバイザーの派遣を行う。
・市町村事業担当者及びケアマネ等への
研修会を実施する。
・中山間地域介護サービス確保対策事業
について、未実施の市町村にも実施を呼
び掛ける。

・住宅等改造補助事業及びアドバ
イザー派遣事業ともに、各市町村
への周知、声かけ等を行い、活用
促進を図る。
・中山間地域介護サービス確保対
策事業未実施の市町村に対する
実施準備の支援

・住宅等改造支援事業費補助金
    助成件数　50件
　 （高齢者用 45件・支え合いの地域づくり用
5件）
・住宅等改造アドバイザー派遣事業
　  派遣件数　3件

・中山間地域介護サービス確保対策事業
　　20市町村で実施（2市町が新たに事業開
始）

・市町村が実施する住宅等改造の助成
を支援し、高齢者が住み慣れた場所で
いつまでも安全な在宅生活を送れるよ
う住宅のバリアフリー化の推進を図っ
た。

・新たに2市町（室戸市、四万十町）が
中山間地域介護サービス確保対策事
業を開始した。

・市町村が実施する住宅等改造補助事業
への助成と、適切な改造を行うことを目的
として現地にアドバイザーの派遣を行う。

・市町村が実施する市町村担当者等の研
修会へアドバイザーを講師として派遣

・中山間地域介護サービス確保対策事業
を実施する市町村への支援

高齢者福祉課

238

認知症高齢者対策の推進
・認知症に関する正しい知識
の普及啓発
・介護者への支援と相談体
制の確立

・認知症に関する正しい知識の普及・啓発
・介護者への支援と相談体制の確立
・地域家族会の交流の場づくりの支援

・認知症に関する正しい知識や相
談窓口の普及啓発を継続して実施
する必要がある。

・認知症サポーター養成講座: 702名修了
・認知症コールセンター相談件数:365件

・企業向けサポーター養成講座を開催
したことにより、昨年度より受講者数は
増加した。

・認知症に関する正しい知識の普及・啓発
・介護者への支援と相談体制の確立 ・さらなる認知症サポーターの養成 高齢者福祉課

(安全安心まちづくり推進）
犯罪のない安全安心まちづくりを推進す
るため、広く県民、事業者、地域活動団体
の理解を深めるよう広報・啓発を行う。

（交通安全対策）
各種の交通安全運動を具体的に推進し、
広く県民に交通安全意識と交通安全思想
の普及を図り、交通事故防止に努める。

・一方通行の情報提供になりがち
であるため、双方向のコミュニケー
ションを図ることが課題。

（安全安心まちづくり推進）
○安全安心まちづくりイベントの開催
　（H29.11.5開催）
○高齢者及び高齢者周辺対象の出前講座
の実施
　・高知市老人クラブ連合会女性大学
　（11月：3回）

（交通安全対策）
○高齢者交通事故防止キャンペーン（9～12
月）での啓発の実施
　・チラシの作成と配布（8月）
　・RKCラジオでの広報（8月29日）
　・啓発物の配布
　（9月１日ほか、各期の安全運動も活用して
チラシを配布）

（安全安心まちづくり推進）
○高知市老人クラブ連合会の主催する
女性大学において、受講生55名に対
し、特殊詐欺や犯罪被害防止対策、交
通事故防止対策について講義し、犯罪
被害防止及び交通事故防止への意識
を向上させた。

（交通安全対策）
○高齢者交通事故防止キャンペーン期
間中、帯屋町アーケードにおける啓発
パレード、主要道路交差点における街
頭活動を行い、高齢者に限らず、幅広
い年齢層に対して交通事故防止に関
する意識向上を訴えた。

（安全安心まちづくり推進）
・安全安心まちづくりに関するイベントの
開催
・地域における高齢者及び高齢者周辺者
対象の出前講座の実施

（交通安全対策）
・高齢者交通事故防止キャンペーン（９～
12月）における各種啓発活動の実施

（安全安心まちづくり推進)
・特殊詐欺及び特殊詐欺予兆事案
の高齢者被害対象の割合は前年
度と比べて減少しているが、全体
件数の約4割を占めていることか
ら、引き続き広報啓発及びタイム
リーな情報提供をする必要があ
る。

（交通安全対策）
・交通死亡事故の半数以上が高齢
者であり、高齢者の交通事故防止
は依然として大きな課題であること
から、引き続き、広報・啓発を行っ
ていく必要がある。

・高齢者を対象とした消費生活出前講座
の実施　随時
・地域見守り情報の発信　随時
・くらしの護身術（高知新聞）の掲載　37回
・高知県からのお知らせ（ＲＫＣラジオ）で
の注意喚起　19回
・消費生活情報誌「くらしネットKochi」の発
行　4回
・くらしのサポーター養成講座の実施（県
内３か所）　受講者定員　各回20名

・消費者問題へ関心のない方への
アプローチ
・県内の各地域におけるくらしのサ
ポーターの養成

・高齢者を対象とした消費生活出前講座の実
施　実施回数12回、受講者数447名
・地域見守り情報の発信　16回
・くらしの護身術（高知新聞）の掲載　36回
・高知県からのお知らせ（RKCラジオ）での注
意喚起　19回
・消費生活情報誌「くらしネットkochi」の発行
4回
・くらしのサポーター養成講座の実施　３回
（県内３カ所）　受講者数34名、くらしのサ
ポーター養成人数29名

・高齢者を対象とした消費生活出前講
座や地域見守り情報等の発信は、消費
者トラブルを未然に防ぐため、今後も継
続的な実施が必要である。
・くらしのサポーターは高知市など中心
部に集中していたが、養成講座を東部
と西部でも実施することにより、高知市
以外のサポーターを21名養成すること
ができた。
・くらしのサポーターを県内全域で養成
し、各地域で開発活動を行ってもらうこ
とにより、消費者問題へ関心のない方
へのアプローチが進むことが期待でき
る。

引き続き情報発信を行うとともに、養成講
座の地域開催により、県内全域でくらしの
サポーターの養成を目指す。

・消費者問題へ関心のない方への
アプローチ
・県内の各地域におけるくらしのサ
ポーターの養成

240
地域における相談支援体制
の充実強化と社会参加の推
進

（駐車場利用証許可制度導入事業費）
・民間事業所等に協力施設への登録依頼
を引き続き実施する。
また、協力施設向けの「対応マニュアル」
を配布し、制度が円滑に運用されるよう取
り組んでいく。

（普及啓発活動）
・県及び市町村の広報紙への掲載、テレ
ビやラジオでの広報、各種イベントでの制
度チラシの配布など、様々な機会をとらえ
て今後も情報発信を行い、周知を図って
いく。

制度が県民に正しく認知され、障
害者等用駐車場の適正利用が徹
底されるよう、制度の周知、普及啓
発を継続して実施する。

・各市町村窓口で障害者手帳や母子健康手
帳交付時に、対象者への制度周知を依頼
・母子健康手帳の別冊「お母さんと赤ちゃん
のためのサポートブック」への制度の掲載
・「さんSUNこうち11月号」へ掲載
・協力事業所増加(H29.9.30現在　2080施設、
1805スペース）
・利用者証発行数の増加(H30.3.31現在
14,220件）

・利用証発行数は増加していることか
ら、協力施設への登録依頼を継続して
実施していく必要がある。
・制度の周知がまだ十分でないためよ
り効果的な広報活動を実施していく必
要がある。

（駐車場利用証許可制度導入事業費）
・民間事業所等に協力施設への登録依頼
を引き続き実施する。
また、協力施設向けの「対応マニュアル」
を配布し、制度が円滑に運用されるよう取
り組んでいく。

（普及啓発活動）
・県及び市町村の広報紙への掲載、テレ
ビやラジオでの広報、各種イベントでの制
度チラシの配布など、様々な機会をとらえ
て今後も情報発信を行い、周知を図って
いく。

制度が県民に正しく認知され、障
害者等用駐車場の適正利用が徹
底されるよう、制度の周知、普及啓
発を継続して実施する。

障害福祉課
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239
交通安全、消費生活等に関
する情報提供と意識啓発

県民生活・男
女共同参画課

55



実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組
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課
　
　
題

取
組

取組の内容 担当課室

241
障害者の就労促進と工賃
アップ
・働く場の確保

・企業ニーズの高い清掃に関する研修等
を引き続き行う。
・工賃向上アドバイザー事業は事業所の
ニーズを把握し適時実施する

・清掃分野への就労促進を図るた
めの職業訓練等、専門研修を実施
するが、研修修了後の就職先の確
保が重要であるため、関係機関と
連携し、企業等への雇用促進の啓
発に努める

・清掃業務従事者研修４人終了。
・工賃向上アドバイザー事業の実績は個別
派遣1７事業所。
・品質マネジメントシステムフォローアップ研
修は５事業所３回開催。
・高知新工場セミナー開催２回１７事業者参
加。
・優先調達推進法による調達方針の策定は
全市町村策定済み。

・清掃業務従事者研修から一般就労に
つなげることができなかったため、引き
続き就職先の確保が必要である。
・農福連携による6次産業化に取り組
み、新たな商品の開発が進んだ。
・県版ＨＡＣＣPを取得することができた

・企業ニーズの高い清掃に関する研修等
を引き続き行う。
・工賃向上アドバイザー事業は事業所の
ニーズを把握し適時実施する。

・清掃分野への就労促進を図るた
めの職業訓練等、専門研修を実施
するが、研修修了後の就職先の確
保が重要なため、関係医療期間と
連携し、企業等への雇用促進。

障害保健支援
課

242
発達障害の早期発見・早期
療育支援体制づくり

・身近な地域における児童発達支援セン
ター等の整備促進を図り、早期支援への
取組みを行う市町村や保育所への支援
体制を強化する
・発達障害者支援センターの地域支援機
能を充実
・早期支援に関する研修会の開催
・ペアレント・プログラム導入のための研
修
・ペアレント・トレーニングの要素を取り入
れた研修
・発達障害専門医養成研修
・かかりつけ医(小児科・健診医)向け研修
・地域の療育機関への支援
・療育に携わる専門職を対象とした研修
会
・人材確保のための養成校への働きかけ

・児童発達支援センター等に従事
する専門人材の育成及び確保

・児童発達支援センター及び地域支援機能を有す
る児童発達支援事業所の新規開設・機能強化を
支援
・早期療育教室の実施(中央西：21回、延33名　中
央東：46回、延108名）
・親カウンセリング実施市町村への支援 （南国
市、土佐市、香南市、いの町で1回/月）
・地域支援マネージャーによる市町村支援
・乳幼児健診従事者向け研修会（42名）
・ペアレント・プログラムの実施（全6回、8名）
・上手にほめて楽しい子育て講座指導者養成セミ
ナー（58名）
・「ペアレント・トレーニング」指導者養成セミナー
（43名）
・保育士等対象「ティーチャーズ・トレーニング」研
修（中央西：18名、幡多：21名）
・かかりつけ医向け研修【基礎編】（70名）
・かかりつけ医向け研修【応用編】（医師51名、専
門職9名）
・発達障害児等支援スキルアップ研修（全8回、延
615名）
・「乳幼児の発達の見方と親支援」研修会（261名）
・発達障害児支援スーパーバイザー養成研修
（5月～2月、2～3日/週、1名修了）
＜成果＞
・児童発達支援センター（1か所）・児童発達支援
事業所の新規開設（1か所）、機能強化（保育所等
訪問支援を開始、1か所）
・早期に医療や相談につながる子どもの増加
・子育てに悩みを抱える保護者の不安の解消や
地域での支援体制づくり
・専門医師の養成
・市町村保健師、保育士の対応力の向上
・発達障害児等支援体制づくりにかかわる事業所
等の職員の支援力の向上

・児童発達支援センター及び児童発達
支援事業所の整備を引き続き促進する
必要がある。
・早期療育教室などの早期支援の取組
みを行う市町村への支援により、一部
の市町村においては、乳幼児健診後
の早期支援体制の整備が進んできて
いる。すべての市町村が早期支援に取
り組むよう支援していく必要がある。
・ペアレント・プログラムの有効性が確
認できた。来年度以降、県内での普及
を図っていく。
・ペアレント・トレーニング等の指導者の
養成は進んでいるが、実際に保護者を
対象にペアレント・トレーニングを実施
している市町村や事業所が少ない。
・発達障害児等支援スキルアップ研修
等の実施により、障害児支援に携わる
者の支援力の向上につながった。今後
も継続して人材育成に取り組んでいく
必要がある。

・身近な地域における児童発達支援セン
ター等の整備促進を図り、早期支援への
取組みを行う市町村や保育所への支援
体制を強化する。
・発達障害者支援センターの地域支援機
能を充実
・早期支援に関する研修会の開催
・ペアレント・プログラムの実施及び講師
の養成
・ペアレント・トレーニングの要素を取り入
れた研修の実施
・発達障害専門医養成研修
・かかりつけ医(小児科・健診医)向け研修
・地域の療育機関への支援
・療育に携わる専門職を対象とした研修
会

・児童発達支援センター等に従事
する専門人材の育成及び確保
・発達障害児の療育に携わる人材
の支援力の向上
・家族支援の充実

障害福祉課

243
外国人への日本語講座の開
催（高知県国際交流協会）

(日本語講座開催事業)
①初級Ⅰ、Ⅱ、Ⅲクラス
日本語の不自由な県内在住外国人を対
象に、日常生活に適応できるよう基礎的
な日本語講座を開設する。

②漢字読み書きクラス
日本語が初級レベルにある在住外国人
の読み書きをレベルアップさせるための
日本語講座を開設する。

③昼間の日本語講座開催事業
家庭や仕事の事情等で、夜の日本語教
室や土曜日の日本語サロンに参加できな
い在住外国人のために、平日の昼間に日
本語講座を開設する。

・報道機関への資料提供、ウェブ
ページ以外でのＰＲなどを行うこと
により、より多くの在住外国人に情
報が届くようにする。

○初級Ⅰ，Ⅱ，Ⅲクラス
　初級Ⅰ　8月17日～　毎週木曜日　12人
　初級Ⅱ　5月9日～　毎週火曜日　13人
　初級Ⅲ　5月10日～　毎週水曜日　9人

○漢字読み書きクラス
　5月8日～　毎週月曜日　13人

○昼間の日本語講座
　5月11日～　毎週木曜日　16人

・在住外国人の基礎的な日本語能力が向上
し、本県で生活していく上での障害が減少し
た。

・特に問題なし

(日本語講座開催事業)
①初級Ⅰ、Ⅱ、Ⅲクラス
日本語の不自由な県内在住外国人を対
象に、日常生活に適応できるよう基礎的
な日本語講座を開設する。

②漢字読み書きクラス
日本語が初級レベルにある在住外国人
の読み書きをレベルアップさせるための
日本語講座を開設する。

③昼間の日本語講座開催事業
家庭や仕事の事情等で、夜の日本語教
室や土曜日の日本語サロンに参加できな
い在住外国人のために、平日の昼間に日
本語講座を開設する。

・報道機関への資料提供、ウェブ
ページ以外でのＰＲなどを行うこと
により、より多くの在住外国人に情
報が届くようにする。

国際交流課
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組
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組
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244
日本語ボランティア講師の
養成（高知県国際交流協会）

○日本語ボランティア講師養成講座開催
事業
日本語の不自由な県内在住外国人に日
本語を教えることができるボランティアの
講師を養成するための講座を開催する。
初級コースは隔年開催とする。（平成29年
度は開催予定）
・日本語ボランティア研修

・報道機関への資料提供、ウェブ
ページ以外でのＰＲなどを行うこと
により、より多くの方に情報が届く
ようにする。

・イベントの参加者に対してＰＲを
行う。

○初級コース
　10月8日（日）、14日（土）、21日（土）、
28日（土）　28名受講

○日本語ボランティア研修
　3月18日（日）　29名受講

・日本語ボランティアに役立つ情報を提
供できた。

・初級コースを実施することで、新た
なボランティアを養成できた。

○日本語ボランティア講師養成講座開催
事業
日本語の不自由な県内在住外国人に日
本語を教えることができるボランティアの
講師を養成するための講座を開催する。
初級コースは隔年開催とする。（平成30年
度は開催しない）
・日本語ボランティア研修

・報道機関への資料提供、ウェブ
ページ以外でのＰＲなどを行うこと
により、より多くの方に情報が届く
ようにする。

・イベントの参加者に対してＰＲを
行う。

国際交流課

245
外国人が安心して相談でき
る体制の充実（国際交流協
会）

○在住外国人の生活相談事業
・県内在住外国人の生活相談の窓口を開
設
・市町村主催イベントでの相談ブース設置

・ニーズの多様性への対応

・生活相談事業について周知活動
に努める。

○相談件数　39件

・在住外国人からの相談を受け、解決に向け
尽力した。

・様々な分野の相談機会が提供されて
いることから、直接、事務所を訪問する
外国人は減少傾向にある。

○在住外国人の生活相談事業
・県内在住外国人の生活相談の窓口を開
設
・市町村主催イベントでの相談ブース設置

・ニーズの多様性への対応
・生活相談事業について周知活動
に努める。

国際交流課

246
ホームページやブログ、生活
情報誌などによる情報提供
（高知県国際交流協会）

○情報機関誌(ＷＩＮＤＯＷ)発行事業
国際交流･協力に関する情報誌
「WINDOW」(年2回各2300部発行)を発行
し、県民への情報提供と国際意識の向上
を図る。

○インターネット情報収集・提供事業
ホームページや携帯サイトを充実し、ま
た、インターネットにより内外の国際交流
情報や国際ボランティア活動、民間国際
交流団体の情報を広く県民や在住外国人
に提供する。

○在住外国人のための生活情報冊子
（Tosa Wave）の発行・ブログ発信事業
県内在住外国人が快適に暮らせるよう
に、高知の文化、歴史、生活等に関する
情報を提供するため、生活情報誌「Tosa
Wave」（英語及び中国語版、日本語ルビ
付きを3ヶ月に1回、各1000部発行）を発
行、及びブログ（英語版）を発信する。

・メルマガの登録者増に向けた情
報発信

・在住外国人のための生活情報冊
子では継続して外国人の視点を取
り入れる。

・地元在住の外国人に執筆を依頼
すること等を検討する。

・幅広い層の在住外国人に対応で
きる記事内容を検討する。

○情報誌「WINDOW」
　　第67号：9月発行　2,300部
　　第68号：3月発行　2,300部

○メルマガ　4/1～3/1　毎月発行　登録者
256人

○生活情報冊子「Tosa Wave」　6,9,12,3月発
行
　各1,000部

○ブログ更新回数17回

・情報誌やメルマガの発行により、県民が県
内で実施されている国際交流に関する情報
をタイムリーに得ることができ、参加者数の
増等につながった。

・在住外国人が本県で快適に生活している
上での参考となった。

・情報機関誌やメルマガの発行により、
県民が県内で実施されている国際交流
に関する情報をタイムリーに得ることが
でき、参加者数の増等につながった。

・異文化理解講座アンケート回答者58
名のうち2名がホームページやメルマガ
を見ての申込み。

・Tosa Waveでは、志国高知・幕末維新
博の紹介、高知のハラールフード事
情、土佐打刃物と宝石珊瑚、高知の釣
りと魚市場などを取り上げ、在住外国
人向けに情報を発信した。

○情報機関誌(ＷＩＮＤＯＷ)発行事業
国際交流･協力に関する情報誌
「WINDOW」(年2回各2300部発行)を発行
し、県民への情報提供と国際意識の向上
を図る。

○インターネット情報収集・提供事業
ホームページや携帯サイトを充実し、ま
た、インターネットにより内外の国際交流
情報や国際ボランティア活動、民間国際
交流団体の情報を広く県民や在住外国人
に提供する。

○在住外国人のための生活情報冊子
（Tosa Wave）の発行・ブログ発信事業
県内在住外国人が快適に暮らせるよう
に、高知の文化、歴史、生活等に関する
情報を提供するため、生活情報誌「Tosa
Wave」（英語及び中国語版、日本語ルビ
付きを3ヶ月に1回、各1000部発行）を発
行、及びブログ（英語版）を発信する。

・メルマガの登録者増に向けた情
報発信

・在住外国人のための生活情報冊
子では継続して外国人の視点を取
り入れる。

・地元在住の外国人に執筆を依頼
すること等を検討する。

・幅広い層の在住外国人に対応で
きる記事内容を検討する。

国際交流課

247
在住外国人への防災・災害
情報提供（高知県国際交流
協会）

○災害時語学サポーターのボランティア
活動保険への加入や大学等での外国人
向け南海トラフ地震対策講座への職員派
遣、南海トラフ地震対策パンフレット及び
災害用携帯カードの活用などにより、在住
外国人を南海トラフ地震から守ると共に、
外国人の自助・共助等の取り組みを支援
する仕組みを構築する。

・災害時語学サポーターのボラン
ティア活動保険への加入促進や南
海トラフ地震対策パンフレット及び
災害用携帯カードの活用などに努
める。

○4月及び9月に高知工科大学の留学生を対
象に南海トラフ地震対策講座を実施した。

○災害時携帯カード（英語版・中国語版）の
増刷を行った。

・留学生に南海トラフ地震について周知する
ことで、地震発生時にどう行動すべきかを示
すことができた。

・災害時携帯カードを増刷し、多くの外国人
に配布できるようになった。

・留学生をはじめとする在住外国人が
南海トラフ地震から命を守るための情
報提供ができた。

○災害時語学サポーターのボランティア
活動保険への加入や大学等での外国人
向け南海トラフ地震対策講座への職員派
遣、南海トラフ地震対策パンフレット及び
災害用携帯カードの活用などにより、在住
外国人を南海トラフ地震から守ると共に、
外国人の自助・共助等の取り組みを支援
する仕組みを構築する。

・災害時語学サポーターのボラン
ティア活動保険への加入促進や南
海トラフ地震対策パンフレット及び
災害用携帯カードの活用などに努
める。

国際交流課
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組
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語学ボランティアを対象とし
た通訳・翻訳講座の開催（高
知県国際交流協会）

○語学ボランティア登録者を対象に、防
災・観光・生活情報など在住外国人が本
県で生活するうえで役に立つ情報を正確
かつ誠実に翻訳できるための講座を開催
することにより、語学ボランティアのスキル
アップを図る。

・引き続き講座を開催し、より多くの
語学ボランティアのスキルアップに
努める。

○語学ボランティアを対象とした通訳・翻訳
講座
　2月25日（日）　23名受講

・通訳や翻訳に役立つ情報を提供できた。

・次年度も引き続き開催する。

○語学ボランティア登録者を対象に、防
災・観光・生活情報など在住外国人が本
県で生活するうえで役に立つ情報を正確
かつ誠実に翻訳できるための講座を開催
することにより、語学ボランティアのスキル
アップを図る。

・引き続き講座を開催し、より多くの
語学ボランティアのスキルアップに
努める。

国際交流課

249

高知家の女性しごと応援室
による決きめ細かな就労支
援（女性就労支援事業）（再
掲）

・相談ブースの増設により、相談体制の充
実を図る。

・様々な相談への対応のため、関
係先との連携強化

・キャリアコンサルティング・相談、関係機関
からの情報収集（随時）
・職業紹介、求人開拓（随時）
・県広報紙、求人誌等への広告掲載（随時）
・就職支援セミナー（6/10、9/7、11/13、
1/20）
（セミナー終了後、就職支援カフェ（少人数に
よる「つどいの場」）を開催）

＜成果＞
・新規相談者数　396人（累計1,503人）
・相談件数　1,363件（累計4,471件）
・就職者数　160人（累計507人）
・就職率　62.5％
・就職支援セミナー　参加者80名
・就職支援カフェ　参加者66名

・開室から３年９ヶ月で累計の相談者が
1,500名、相談件数が4,400件を超え、
相談者のニーズ、相談内容ともに多様
化している

・開室以来、県中部エリア以外からの
相談者が少ない

・県内企業の人手不足感が強まってお
り、潜在的な労働力の掘り起こしととも
に、長く働き続けられる職場環境づくり
が必要

・子育て支援センター等へのPRや再就職
支援イベントの開催による求職者の掘り
起こし

・東部、西部地域への出張相談による相
談窓口の拡大

・働きやすい職場づくりに向けた企業への
アドバイスの実施

・長く働き続けてもらうためのアフターフォ
ロー、キャリア形成支援

・応援室の機能強化に向けた、関
係先との連携強化

・企業、求職者への広報

県民生活・男女
共同参画課

250
職業能力開発訓練の充実
（再掲）

定員930名の計画で、ＩＴ系、介護系、事務
系の職業訓練を実施予定。

就職支援体制を強化するため、労
働局や職業安定所と引き続き連携
を図る。

入校者  　４８コース　５７３名
(内訳)
IT系　３２コース　３９４名
事務系９コース　１１７名
介護系　７コース　６２名
応募人数が少なく８コースが中止となった。
（IT系２コース　介護系６コース）

特に介護系コースは応募者数が少なく
６コース中止となり実施できていない
為、今後配慮して行く必要がある。

訓練時期・場所等が重複しないことや募
集時期についても考慮した計画

ニーズの把握に対応した訓練科目
の設定

雇用労働政策
課

251
就職支援相談センター（ジョ
ブカフェ）事業（再掲）

（しごと体験講習）
求職者が企業で実際に仕事を体験（5日
以内）することで、職種理解、マッチングに
繋げる。
しごと体験講習の受講前に、受講予定者
に対し、ジョブトレーニング（マナー向上や
ミスマッチ防止等の指導）を行い、就職率
及び就職後の職場定着率を向上させる。

・しごと体験講習受講者の正規雇
用率の向上

Ｈ２９しごと体験講習(H30年３月末)
・受講者数　２１４人
・採用数　１４５人
・うち正規雇用数　６９人

正規雇用率　４７．６％

しごと体験講習の受講前の、ジョブ
トレーニングを強化した結果、前年
同月の正規雇用率４４．９％を上
回っている。

就職基礎力養成講座、業界研究、企
業見学など、職場体験講習受講前の
就労支援の充実を図り、ミスマッチの
ない就職と職場定着につなげていく。
また、就職後もアフターフォローとして
定着の確認や在職者相談等への案
内を行う。（｢しごと体験講習｣を｢職場
体験講習｣に名称変更）

・就職までに時間を要する求職者
等への就職支援

雇用労働政策
課

252 生活・就労相談の実施
キャリアコンサルタントによるきめ細やか
な相談対体制をホームページやSNSで情
報発信

就労相談の充実により、男女共に
安心して就職活動に臨めるよう、
引き続き併設ハローワークとも連
携して周知を図る。

・H２９．３月末時点の相談件数６，８１９件。

ホームページやFacebook、twitterによ
る情報発信により就労相談の周知を図
り、相談件数は前年度の５，２８８件を
上回っている。

キャリアコンサルタントによるきめ細やか
な相談体制をホームページやSNSで情報
発信

就労相談の充実により、男女共に
安心して就職活動に臨めるよう、
引き続き併設ハローワークとも連
携して周知を図る。

雇用労働政策
課
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組

通
し
番
号

テ
ー
マ

課
　
　
題

取
組

取組の内容 担当課室

253
女性のチャレンジ・エンパ
ワーメント支援（再掲）

男女共同参画の視点をもった人材、地域
の中核的なリーダーとなる女性の育成を
行うための事業を行うとともに、次年度以
降の継続実施に向けたリーダー育成プロ
グラムを策定
・女性の活躍応援
・防災スキル向上講座

・就労応援パソコン講座（6コース）
・女性のための起業cafe
・エンパワメント講座事業

・効果的で継続的に実施可能なプ
ログラムの策定
・女性の置かれている社会的状況
を考えた上で必要な講座の検討
・事業内容の県民への周知

女性リーダー育成事業として
・女性の活躍応援塾（９名）６回開催
・女性防災プロジェクト（37名）８回開催
　公開講座（6月、10月）延べ119名参加

女性の就業・起業支援事業として
・就労支援パソコン講座　６コース110名参加
・女性のための起業Café（10月）14名参加
・エンパワメント講座（10月）21名参加

・企業や参加者のニーズを把握し、プロ
グラム内容の十分な検証が必要
・年間で複数回の開催すべてに全員が
参加するのは困難

・パソコン講座は申込も多く、講座受講
後のアンケート調査から、受講者の満
足度は高いなど十分なニーズがある。

・エンパワメント講座ではアサーション
手法について学び、女性として社会参
画するための力を見つけることにつな
がった。

男女共同参画の視点を持った人材、地域
の中核的リーダーとなる女性育成のた
め、職場及び防災のプログラム実施とス
キルアップのための講座を実施
・女性の活躍応援
・女性防災プロジェクト
・エンパワメント講座

・就労支援パソコン講座（6コース）

・参加者に対する職場の協力
・関係機関との連携

ソーレ

254
ひとり親家庭等自立支援事
業（再掲）

○ひとり親家庭等就業・自立支援センター
において自立に向けた支援
○ひとり親家庭の父、母に対し、職業訓練
等を受ける際の生活費等の給付
・高等職業訓練促進給付金の対象資格拡
大（栄養士、自動車整備士、臨床工学技
士を新たに追加）
・自立支援教育訓練給付金が、雇用保険
法による一般教育訓練給付金との併給が
可能に
○ひとり親家庭の親及び子の学び直しを
支援するため、高卒認定試験合格のため
の講座の受講費用の一部を補助
○高等職業促進資金貸付事業
○ひとり親家庭等福祉のしおりをひとり親
家庭及び関係機関へ配布

・ニーズへ対応するため、関係機
関との連携強化及び制度の周知

○ひとり親家庭等就業・自立支援センター
　・相談件数：1,107件
　（H28年度同時期：1,029件）
　・就職決定者数：38人（同：68人）
　・移動相談件数：23回（同：24回）
○ひとり親家庭の父、母に対し、職業訓練等
を受ける際の生活費等の給付（県内計）
　・高等職業訓練促進給付金：105件
　　（同：114人）
　・自立支援教育訓練給付金：9件
　　（同：1人）
　・高卒認定試験合格支援事業：0件
　　（同：0人）
○高等職業促進資金貸付事業：33件
　　（同：6人）
○ひとり親家庭等福祉のしおり
　・配布部数：22,500部
　・配布先：34市町村ほか411箇所
　　（新たに民生委員・児童委員、子ども
　　食堂等へ配布）

○ひとり親家庭等就業・自立支援セン
ターへの相談件数は横ばいであるが、
就業支援件数は減少している。　就業
相談者のニーズに対応するため、ひと
り親家庭等就業・自立支援センターと
関係機関が連携した支援のあり方を明
確にする必要がある。
○しおりの配布拡大等、各制度の周知
強化を図っているが、認知度はまだ高
いとは言えず、制度の利用が伸び悩ん
でいる。
→幅広い世代に情報が行き届くよう、
SNS等の新たな媒体活用が必要。ま
た、既存の周知ツールについても、市
町村における具体的な活用方法を定
める等して、ひとり親家庭に情報が行き
届く環境を整備する必要がある。

○ひとり親家庭等就業・自立支援センター
において自立に向けた支援
・ひとり親家庭等就業・自立支援セン
ター、高知労働局（ハローワーク）、高知
家の女性しごと応援室との間で定期的に
連絡会を行い、連携方法を具体化させ
る。
・ひとり親家庭等就業・自立支援センター
と連携し、市町村・関係機関への訪問によ
る制度の説明・周知を実施する。
・ハローワークでの出張相談等、関係機
関と連携した相談機会の拡大など情報提
供・相談体制を強化する。
○各種給付金制度等（高等職業訓練促進
給付金、自立支援教育訓練給付金、高卒
認定試験合格支援事業、高等職業促進
資金貸付事業）の周知を強化する。

○ひとり親家庭の支援機関として
の専門性を高めるため、相談対応
職員のスキル向上、相談者への継
続的なフォロー体制の構築
○SNS等の媒体も活用した適宜、
頻回な情報発信

児童家庭課

255
母子父子寡婦福祉資金貸付
事業（再掲）

○母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦に
各種資金を貸付
○ひとり親家庭等福祉のしおりをひとり親
家庭及び関係機関へ配布

ニーズへの対応及び制度の周知

○母子家庭の母、父子家庭の父に各種資金
を貸付
平成29年度貸付件数：72件
○ひとり親家庭等福祉のしおりをひとり親家
庭及び関係機関へ配布（Ｈ29年度からは、民
生委員や子ども食堂、児童家庭支援セン
ター等にも配布を始めた）
○ラジオにて制度の周知に取組む

○引き続き制度の周知に取り組む必要
がある。

○母子家庭の母、父子家庭の父、寡婦に
各種資金を貸付
○ひとり親家庭等福祉のしおりをひとり親
家庭及び関係機関へ配布し制度の周知
を図る
○ラジオ、SNSにて制度の周知を図る

ニーズへの対応及び制度の周知 児童家庭課

256 子育て短期支援事業（再掲）

市町村子ども・子育て支援事業計画に
従って実施される子育て短期支援事業に
対し、市町村が事業を実施するために必
要な費用に充てるための交付金を交付

補助金について更なる周知が必要

○市町村子ども・子育て支援事業計画に
従って実施される子育て短期支援事業に対
し、市町村が事業を実施するために必要な
費用に充てるための交付金を交付（21市町
村）

○近隣に児童養護施設等がないため、
交付金の活用に至っていない
○委託先である児童養護施設等の空
室が不足しており、保護者の必要に応
じた受け入れができていない

○全市町村訪問による子育て短期支援
事業の周知実施（H30.5-7月）
○里親等を活用した新たな委託先の開拓

○新たな委託先の開拓にあたって
里親制度そのものの周知が必要

児童家庭課
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組

通
し
番
号

テ
ー
マ

課
　
　
題

取
組

取組の内容 担当課室

257
乳児家庭全戸訪問事業（再
掲）

市町村子ども・子育て支援事業計画に
従って実施される乳児家庭全戸訪問事業
に対し、市町村が事業を実施するために
必要な費用に充てるための交付金を交付

補助金について更なる周知が必要

○市町村子ども・子育て支援事業計画に
従って実施される乳児家庭全戸訪問事業に
対し、市町村が事業を実施するために必要
な費用に充てるための交付金を交付（20市
町村）
○市町村職員等を対象とした研修等の実施
（延べ172名）
・リスクの見方について（6/6：51名）
・リスクマネージメントについて（7/4：56名）
・児童の成長、発達と生育環境（8/24：30名）
・児童家庭支援ソーシャルワーク（10/11：51
名）

○支援が必要と判断される家庭の把握
や、養育支援訪問事業による早期の養
育環境改善のために、訪問者の人材
育成及び資質向上が必要

○全市町村訪問による乳児家庭全戸訪
問事業の周知及び本事業を活用した地域
での見守り及び支援体制の構築に向けた
支援

児童家庭課

258 養育支援訪問事業（再掲）

市町村子ども・子育て支援事業計画に
従って実施される養育支援訪問事業に対
し、市町村が事業を実施するために必要
な費用に充てるための交付金を交付

補助金について更なる周知が必要

○市町村子ども・子育て支援事業計画に
従って実施される養育支援訪問事業に対し、
市町村が事業を実施するために必要な費用
に充てるための交付金を交付（14市町村）
○市町村職員等を対象とした研修等の実施
（延べ172名）
・リスクの見方について（6/6：51名）
・リスクマネージメントについて（7/4：56名）
・児童の成長、発達と生育環境（8/24：30名）
・児童家庭支援ソーシャルワーク（10/11：51
名）

○支援が必要と判断される家庭をアセ
スメントし、養育環境改善に向けた支援
を実施するために、訪問者の人材育成
及び資質向上が必要

○全市町村訪問による養育支援訪問事
業の周知及び本事業を活用した地域での
見守り及び支援体制の構築に向けた支
援

児童家庭課

259

生活困窮家庭などで非行歴
や非行傾向のある子どもを
対象とした見守りしごと体験
講習

・見守り雇用主の開拓
・見守り雇用主制度の周知
・進学を希望しない現役中学生へのしごと
体験活用の検討
・見守り就労支援連絡会の開催
・モデル市における教育と福祉の情報連
携の仕組みづくり

・見守り雇用主の登録拡大（市町
村及び業種の拡大）

・見守りしごと体験講習の受講者
増
・教育と福祉の連携強化

・見守り雇用主の開拓
　　79社163店舗　→　80社164店舗
・見守り雇用主制度の周知
　　各種会議での事業説明（12回）
・見守り就労支援連絡会の開催
　　2回開催（9/19・2/21）
・希望が丘学園アフターケア連絡会開催
　　香美市、南国市、日高村、高知市
・見守りしごと体験講習受講者及び見守り
　雇用主（事業所）への雇用実績
　　体験：3名（うち体験後雇用：1名）、
　　直接雇用（1名）

・希望が丘学園アフターケア連絡会
　開催
　→　希望が丘学園の退園児に対し
て、子どもの状況に応じた適切な支援
を早期に行うため、地元の関係機関
（社協、若者サポートステーション等）が
情報共有し、対応していくことを確認し
た。

・希望が丘学園アフターケア連絡会開催
　　　　　　　　　　　　　　　　（5～6月・随時）
　H30.3月退園児に関する情報を共有し、
状況に応じて社協等による訪問支援を実
施

・希望が丘学園在園中に社協担当
者と顔つなぎした児童（家庭）もい
るが、支援につなげるためには、
状況を見ながらのアウトリーチが
必要

児童家庭課

260

父子家庭の孤立、固定的性
別役割分担意識の解消に向
けた広報、啓発（情報誌、
ホームページ、メールマガジ
ン等による広報）

（こうち男女共同参画センター管理運営
費)
・情報紙「ソーレ・スコープ」
・ホームページやメールマガジン、SNSの
活用による啓発・広報
・啓発誌の改訂・活用や啓発パネル展示・
貸出し
・出前講座事業の実施
・図書等利用PR事業の実施
・公共交通機関での啓発広告
・地域イベント等での啓発

効果的な啓発・広報の検討

・情報紙「ソーレ・スコープ」発行(4月、7月、10
月、１月)
・ホームページやメールマガジン(毎月発行)、
フェイスブック（7/1開始）による啓発・広報
・啓発誌「ぐーちょきぱー」の改訂及び活用や
啓発パネルの館内展示・貸出しによる啓発
・ソーレ登録のサポーター講師やソーレ職員
による出前講座の実施
・図書等利用PR事業として、「私のためのリフ
レッシュタイム」の実施（5月、8月、１月）と
テーマを決めた図書の企画展示（毎月）
・男女共同参画推進月間に公共交通機関
（路面電車）で啓発広告

・情報紙、啓発誌の配布先が団体・企
業中心であることからより広範囲な啓
発・広報が可能
・これまで男女共同参画について学ぶ
機会のなかった県民への啓発・広報の
ため、様々な方法や媒体で啓発・広報
を実施

・情報紙「ソーレ・スコープ」
・ホームページやメールマガジン、SNSの
活用による啓発・広報
・啓発誌の改訂・活用や啓発パネル展示・
貸出し
・出前講座事業の実施
・図書等利用PR事業の実施
・公共交通機関での啓発広告
・地域イベント等での啓発

・効果的な啓発・広報の検討 ソーレ
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組

通
し
番
号

テ
ー
マ

課
　
　
題

取
組

取組の内容 担当課室

262
民生委員・児童委員活動の
充実

・活動費に対する助成
・必要な知識、技術の習得のため研修を
充実・強化
・活動への住民の理解を進めるための広
報・啓発を推進

・民生委員･児童委員(主任児童委
員)の負担感の軽減
・民生委員・児童委員活動の住民
への周知、理解

・活動費に対する助成
・経験等に応じて、必要な知識、技術の習得
のため研修を実施
・１００周年記念大会（9/2）、パレード(10/28)
の実施

・研修の実施により、必要な知識・技術
の習得を支援しているが、委員活動は
多岐にわたっており、引き続きわかりや
すく示していく必要がある。
・100周年記念事業により、委員活動の
広報を実施した。年度後半には、県広
報を活用して委員活動についての周知
を行い、住民の理解を促進していく。

・活動費に対する助成
・必要な知識、技術の習得のため研修を
充実・強化
・活動への住民の理解を進めるための広
報・啓発を推進

・民生委員･児童委員(主任児童委
員)の負担感の軽減
・民生委員・児童委員活動の住民
への周知、理解

地域福祉政策
課

261
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社会的自立に困難を抱える
若者への支援

・若者サポートステーション
による就学や就労に向けた

支援

◇若者の学びなおしと自立支援事業
・ニートや引きこもり傾向にある若者の社
会的自立を支援する「若者サポートステー
ション」に、より多くの若者をつなげ、就学
や就労に向けた支援を行うことで若者の
社会的自立を促進する。

○広報啓発活動
・学校及び関係機関への周知（中学、高
校、教育委員会、民生・児童委員、関係機
関）
・県内のコンビニ等へサポステチラシの配
布
・テレビ、ラジオ等での広報活動　等

○関係機関連絡会の実施
　・県連絡会（5月）
　・地区別連絡会（6～7月、県内6地区）
　・高等学校担当者会（6～7月、県内6地
区）

○保護者相談会・学習会の実施
○若者キャリア支援セミナー・相談会の実
施

○学校と連携した在校生への早期支援の
実施

○出張・訪問支援等アウトリーチ型支援
の実施

・支援エリアの見直しによる関係機
関等との連携体制の再構築が必
要

・地理的･経済的な状況から若者
サポートステーションへの通所が
困難な若者への支援の充実

・引きこもりや不登校等、若者サ
ポートステーションの支援に結びつ
いていない若者へのアウトリーチ
型支援の充実

・支援員のノウハウや専門性を蓄
積するための安定的・継続的な支
援体制の確保

・学校と連携した在校生への早期
支援体制の充実

・多様な若者の状況に応じた効果
的な支援の実施（プログラムの充
実、支援員のスキルアップ）

・支援体制の強化
　常設拠点２か所→３か所
　職員体制：常勤15名体制→常勤17名体制
　機動力の強化：車両７台→９台
　２サテライトの常設化（週１日→週５日）
　支援実績（H30.3月末）
　　新規登録者　328名　※（195名/H30）
　　利用登録者数　535名
　　累積登録者　2,357名
　　進路決定者数　192名　※（157名/H30）
　　出張相談数　194件　アウトリーチ　718件

・新たな支援体制の周知徹底
県連絡会　 参加43名（５月）
地区別連絡会　６地区　参加148名（６・７月）
高等学校担当者会 ６地区 参加47名（６・７
月）
県立学校訪問　７校（４・５・８月）
市町村訪問　６市町村（５・１月）
高等学校説明（校長会・教頭会・教務主任
会・進路指導主事会・人権教育主任会・生徒
指導主事会）（４・５月）
中学校説明　生徒指導主事会（５月）
マスコミ（テレビ・新聞・ラジオ）による取材
（５・７・９月）
民生・児童委員定例会総会での事業周知　９
地区（４～９月）
若者サポートステーション定例会での情報共
有　３回実施(７・１０・２月）

・多様な若者の状況に応じた支援の充実
「若者はばたけプログラム」活用研修会の実
施
　初級講座 ３会場３回及び合同会１回実施
　講座Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ 延べ129名(７～１月)
　指導者・アドバイザー講座　５回実施
　講座Ⅰ～Ⅴ １１名(６～２月)
「若者キャリア支援セミナー・相談会」の実施
　参加人数　　講演56名　セミナー41名　（８
月）

・中学校卒業時進路未定者の状況確認及び
支援の取組み
　各市町村教育委員会への聞き取り及び支
援状況の確認　（５月　11市町村　45名　→
９月　８市町村　26名　→　３月　５市町村　21
名）

・支援体制の強化(3拠点の設置、2サテ
ライトの常設化、人員・車両の配置増な
ど)や、新たに民生・児童委員総会など
を個別に訪問し、若者サポートステー
ションの周知や連携の依頼をすること
により、新規登録者数、進路決定者数
ともに増加傾向にある。

● 支援体制を強化した若者サポートス
テーションを有効に活用するためには、
より多くの厳しい状況にある若者を若
者サポートステーションにつなげる必要
がある。

● 新たな運営団体が加わったことに伴
い、運営団体同士の連携や支援方法
の共通化などにより、県内どこでも同じ
水準の継続的な支援を受けられる体制
をつくる必要がある。
   また、多様な若者に対し効果的支援
を行えるよう支援関係者の質的向上に
努める必要がある。

● ニートや引きこもりなど多様な若者
の特性に応じた就職先の充実を図る必
要がある。

○若者サポートステーションによる支援の
実施(通年)
・就学、就労支援
・臨床心理士による面談
・ソーシャルスキルトレーニング
・アウトリーチ型支援（訪問支援、送迎支
援、出張相談）
・職場体験　等の実施
○高等学校と連携した早期支援（就職セ
ミナー、個別相談等）の実施
○広報啓発活動
・学校及び関係機関への周知（中学校、
高等学校、私立学校、市町村教育委員
会、民生・児童委員、その他関係機関）
○関係機関連絡会の実施
・県連絡会（5月）
・地区別連絡会(6地区・6月～7月)
○若者キャリア支援セミナー・相談会の実
施(8月）
○若者はばたけプログラム活用研修の実
施
・初級講座　４回　・指導者ステップアップ
講座　３回
○市町村教委への中学校卒業時進路未
定者の支援状況の確認（5月・8月・3月）

○広く事業の周知を徹底し、多方
面からの若者サポートステーション
への対象者の接続を図るととも
に、関係機関との連携強化を図
る。

○定例会や研修会を開催し、
PDCAによる支援状況の進捗管理
や若者支援員のスキルアップを図
る。

○関係部局等と連携し、情報共有
することにより対象者のニーズや
特性を踏まえた就労先の掘り起こ
しを行う。

○各市町村の中学校卒業時の進
路未定者の状況や支援内容を確
認し、切れ目のない支援を実施す
る。

生涯学習課
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組
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ＤＶ被害者の保護と自立支
援

民間シェルターの活動により、さまざまな
問題を抱えたDV被害者の支援に繋がっ
た。

・民間シェルターの活動規模拡大
により活動費・運営費が増大し、継
続した被害者支援が困難になって
いる。
・県と民間の役割分担や連携の在
り方等について、第３次計画ＤＶ被
害者支援計画に基づいた検討が
必要。

・高知県民間シェルター運営費補助金
　100万円/年を限度に交付。

・民間シェルターの支援活動の増大に
伴い、事業量が増大。団体（支援者）の
負担が増えてきている状況である。

民間シェルターの活動により、さまざまな
問題を抱えたDV被害者の支援に繋げる。

・民間シェルターの活動規模拡大
により活動費・運営費が増大し、継
続した被害者支援が困難になって
いる。
・県と民間の役割分担や連携の在
り方等について、第３次計画ＤＶ被
害者支援計画に基づいた検討が
必要。

県民生活・男
女共同参画課

264

（思春期相談センター事業費）
・高知県性に関する専門講師派遣事業、
性の出前講話の継続実施
・思春期ハンドブックを高校1年生等に配
布、活用を図る

・思春期ハンドブックの教材活用の
推進
・教育委員会、学校現場との連携
強化

・高知県性に関する専門講師派遣事業の実
施：県立高等学校等9校実施
　(６月３校、７月4校、８月１校、９月１校、10
月４校、11月４校、12月２校、１月２校、３月１
校)
　※思春期ハンドブックを活用
・思春期ハンドブックを高校1年生等に配布
（６月）

〈成果〉（3月末現在）
・専門講師派遣事業の実施校数　22校
（3,116人）
・思春期ハンドブックの配布
　　県内全高校1年生等　47校
　　配布希望校、市町村等　５高校、３中学、
６市町

①事業活用希望校が増加し、性教育
の機会を得る生徒数の拡大につながる
と共に、思春期ハンドブックを活用した
講師による講話を実施することで、性に
関する正しい情報提供等について、直
接働きかけができている。

（思春期相談センター事業費）
・高知県性に関する専門講師派遣事業、
性の出前講話の継続実施
・思春期ハンドブックを高校1年生等に配
布、活用を図る
・塩見記念青少年プラザ移転（6月予定）。
移転の周知、来所者(面接相談含む）へ機
会をとらえた性情報の提供、館内関係団
体との連携強化

・思春期ハンドブックの教材活用の
推進
・教育委員会、学校現場との連携
強化

健康対策課

265

・「性に関する教育の充実」支援チームの
開催により、「いきいき心と体の性教育」
（指導の手引き）の改訂に向けた活用の
現状把握
・ＷＹＳＨ教育全国研修会（性教育に関す
る指導者研修会）へ引き続き教員を派遣

・教職員の資質、意識に差がある
・高知県市町村衛生職員協議会（安芸支部）
において講義を実施
・支援チームによる取組は未実施

・性に関する教育について、外部講師
との連携の充実が必要。
・ＷＹＳＨ教育全国研修会（性教育に関
する指導者研修会）への教員派遣は希
望者多数により抽選に漏れたため、派
遣できなかった。

・性に関する教育の実施状況調査の実施
（隔年）
・教員の資質向上を目的とした研修会等
を通じて、性に関する指導の年間計画（学
校保健計画への位置づけも含む）の作成
率の向上を目指す。

・学習指導要領の改訂をふまえた
取組の推進

保健体育課

266
高知県思春期相談センター
「PRINK」における性に関す
る相談・啓発の実施（再掲）

（思春期相談センター事業費）
・思春期相談センターでの相談事業の継
続
・思春期ハンドブックをホームページに掲
載し情報発信を継続

・思春期相談センター活動の周知
・ホームページによる情報発信の
強化

・電話・メール・面接相談の実施（随時）
・広報用名刺カードの配布

〈成果〉（３月末現在）
・電話相談　　1,152件
・メール相談　 　 19件
・面接相談　　　    0件
・広報用名刺カード配布
　県内高校全生徒、県立・私立・高知市中学
校や関係機関等に配布約 3.2万枚

・電話相談の約8割が思春期の子ども
たちで、思春期の性の相談窓口として
利用され、利用者の悩み等にも対応で
きている
・9割以上が男性の利用者で、その中で
も多い相談内容を記載した思春期ハン
ドブックをホームページに掲載し、情報
発信している。

（思春期相談センター事業費）
・思春期相談センターでの相談事業の継
続
・思春期ハンドブックをホームページに掲
載し情報発信を継続
・塩見記念青少年プラザ移転（6月予定）。
移転の周知、来所者(面接相談含む）へ機
会をとらえた性情報の提供、館内関係団
体との連携強化

・思春期相談センター活動の周知
・ホームページによる情報発信の
強化

健康対策課

267

こころの相談、法律相談、男
性相談等（女性問題解決・男
女共同参画推進に向けた相
談事業）

・相談員3名体制維持と相談員のスキル
アップをはかり相談者に対応

・事業内容の県民への周知及び相
談スキルの蓄積による相談員のス
キルアップ

【女性対象】相談の実施
・一般相談
・法律相談（第2・4木曜日）
・こころの相談（第1木曜日）
【男性対象】相談の実施
・男性のための悩み相談（第1・3火曜日、第4
水曜日）

相談の実施により、女性問題の解決及び男
女共同参画の啓発・推進が図れる。

・一般相談　1,622件
・法律相談　　94件
・こころの相談　17件
・男性相談　　50件

・相談員研修によるスキルアップを図り
つつ、より専門的な研修への参加を検
討していく。

・相談員3名体制維持と相談員のスキル
アップをはかり相談者に対応

・県民への周知及び相談スキルの
蓄積による相談員のスキルアップ
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組
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268 人権相談業務の実施

【人権啓発研修事業－人権相談事業】
対象：一般県民
内容：生活の様々な場面で発生する人権
問題に対応するため、県民からの相談を
受付ける

複雑化・多様化してきている人権
相談に的確に対応し、相談者の立
場に立ったより的確な助言等が行
えるようスキルアップに努める必要
がある。

平成29年度は「女性の人権」についての
相談なし。

「女性の人権」を専門に取り扱う相
談機関がある中、従来から相談件
数が少ない。
（Ｈ２６＝１件、Ｈ２７＝２件、Ｈ２８＝
１件）

【人権啓発研修事業－人権相談事業】
対象：一般県民
内容：生活の様々な場面で発生する人権
問題に対応するため、県民からの相談を
受付ける

複雑化・多様化してきている人権
相談に的確に対応し、相談者の立
場に立ったより的確な助言等が行
えるようスキルアップに努める必要
がある。

人権課
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①中学生を対象とした薬物乱用防止ポスター・
標語コンテストを実施

②ヤングボランティアを活用した６．２６ヤング
街頭キャンペーンの開催

③関係機関と協働して中学、高校生等に対す
る薬物乱用防止教室を開催

①機会を捉えたコンテスト実施の周知
が必要

②ヤングボランティアの確保

③全ての中学・高校における教室実施
に向けて講師の確保

＜結果＞
①薬物乱用防止ポスター・標語コンテスト
　　・県内中学校あてに参加依頼　115校
②各地区薬物乱用防止推進協議会による６・２６
ヤング街頭キャンペーンの実施
③薬物乱用防止教室
　  ･各学校での教室の開催
　　・薬物乱用防止教室の開催
④その他
　　・成人式での危険ドラッグ等啓発資材の配布

＜成果＞
①コンテスト応募数
　・参加中学校　15校
　・ポスター部門　294作品
　・標語部門　42作品
②６・２６ヤング街頭キャンペーン
　・開催数　9か所
　・参加者　591名（うちヤングボランティア　131
名）
③薬物乱用防止教室
   ○開催状況（医事薬務課、福祉保健所実施分）
　     ・小学校　14校（515人）
　     ･中学校　16校（1,090人）
　     ・高等学校　8校（1,751人）
   ○薬物乱用防止教育研修会（H30.8.2）
      参加者：170名
④その他
　 ○成人式での危険ドラッグ等啓発資材の配布
　　　33市町村、5,879部

①薬物乱用防止ポスター・標語コンテスト
　 ・参加中学校数が少ない（15校/115校）
　 ・標語部門の応募数が少ない

②６．２６ヤング街頭キャンペーン
   学生等ヤングボランティアの参加者の減
少

③薬物乱用防止教室
   薬物乱用防止教室を行う上で、県教育委
員会、高知県警、高知県の３者の連携強化
が必要

④その他
    新成人に対し危険ドラッグに関する幅広
い啓発を行うことができた

①薬物乱用防止ポスター・標語コンテスト
   高知県薬物乱用防止推進員の協力の下、
各中学校へ出向き、コンテスト参加依頼を実
施

②６．２６ヤング街頭キャンペーン
各地区薬物乱用防止推進協議会の活動計画
の見直しを行い、それぞれの地域での啓発活
動を活性化する

③薬物乱用防止教室の実施について
　・教室実施にあたり、学校からの外部講師依
頼方法を整理（依頼先：県警、福祉保健所の
窓口を紹介）
　・学校薬剤師等を対象に薬物乱用防止教室
指導員の育成を実施

④その他
   若年層の大麻乱用拡大防止のため、成人
式で啓発資材の配布

・高知県薬物乱用防止推進員及び薬
物乱用防止推進協議会の活動の見直
しが必要

・学校薬剤師との連携強化

・若年層に対する大麻に関する正しい
知識の普及・啓発の強化

・成人式で配布する啓発資材の内容の
検討が必要

医事薬務課
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・定期的なサイバーパトロールの実施
・県教委等を通じて、私立高校での薬物
乱用防止教室の積極的な開催を依頼
・継続した薬物乱用防止教室の実施
・他機関と連携した薬物乱用防止キャン
ペーンを実施すると共に、各種行事での
積極的な広報啓発活動を実施する
・薬物乱用防止に効果的な広報啓発グッ
ズの作成及び配布

・関係機関との連携強化
・私立高校の薬物乱用防止教室の
必要性に対する意識改革
・行政業務にかかる時間確保

・サイバーパトロールの実施（随時）
・県下小中高などの学校に対し、捜査員がス
クールサポーター等と協力して効果的な薬物
乱用防止教室を実施（随時）
・県下各警察署及び関係機関と会合を開き、
緊密な協力関係を保持するとともに情報共
有の実施
・税関、海上保安庁等、他機関と連携した薬
物乱用防止キャンペーンの実施
（4/26、6/24、10/4）
〈成果〉（平成29年１月～12月末）
・薬物乱用防止教室
　　　小学校　36回　　1186人
　　　中学校　45回　　2282人
　　　高校　　 35回　　4284人
　　　大学生　 2回　　　300人
　　　一般　　　3回　　  　60人
      合計　 121回　　 8112人

・少年サポートセンターが、小学校での
薬物乱用防止教室を実施しており、年
代に応じた教育を効果的に実施
・保健所や医事薬務課と協力して薬物
乱用防止教室を展開していく必要があ
るが、地域によって教室の実施に温度
差があるため、実施要領等について統
一見解が必要
・私立高校における薬物乱用防止教室
開催について、各学校のみならず、私
立高校を管轄する私学大学支援課に
対し同教室の必要性を説明して、時間
確保の依頼が必要
・他機関等と連携した薬物乱用防止啓
発キャンペーンを実施し、当課で独自
に作成した広報啓発グッズ（「NO！
DRUG」等と印刷されたミニハンカチ）を
配布するなどした効果的な広報啓発活
動を実施

・ＩＨＣ（インターネット・ホットライン・セン
ター）や、高知県警本部サイバー担当等と
緊密に連絡を取り合って違法情報の収集
を実施
・薬物乱用防止教室を効果的に実施する
ため、関係機関と実施方法等について協
議すると共に、教室の未実施が続いてい
る一部の私立高校での実施
・他機関と連携した薬物乱用防止教室を
実施すると共に、各種行事での積極的な
広報啓発活動を実施
・費用対効果の高い広報啓発グッズを作
成し、県下のあらゆる行事において効果
的な配布及び啓発

・全国的に薬物の若年化が深刻な
状態であり、各年齢層に沿った薬
物乱用防止教室の内容を再検討
・私立高校における薬物乱用防止
教室の未実施（実施は２校）が継
続していることから、各学校に対し
てだけではなく、県教育委員会や
私学大学支援課等への更なる働き
かけが必要
・捜査員の行政業務にかかる時間
確保が困難

組織犯罪対策
課
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組
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薬物乱用防止に関する普
及・啓発の促進

・各市町村教育委員会及び各県立学校に
対し、昨年度の薬物乱用防止教室の開催
状況結果と全国の開催状況結果を通知
し、薬物乱用防止教室の開催に向けての
更なる意識づけを行う。併せて、学校保健
計画へ位置づけた計画的な実施を依頼
する。

・各学校で薬物乱用防止教室を実施する
際の参考となるよう、夏季に薬物乱用防
止教育研修会を開催する。

・地域性もあり、薬物乱用に対する
危機感が感じられない市町村があ
る。

・８/２（水）薬物乱用防止教育研修会開催
　参加者数１５６名

・学校悉皆研修の場において各学校に直接
薬物乱用防止教室の実施を呼びかける。

・11月に、中学校・高等学校の薬物乱用防止
教室の実施状況を調査し、未実施校に実施
を促した。

・研修会は盛況であり、多くの参加者の
理解がみられた。

・年度当初に、学校保健計画へ位置づけ
た計画的な実施を文書で依頼するととも
に、講師派遣の依頼できる窓口の一覧表
を添付する。
・各市町村教育委員会及び各県立学校に
対し、昨年度の薬物乱用防止教室の開催
状況結果と全国の開催状況結果を通知
し、薬物乱用防止教室の開催に向けての
更なる意識づけを行う。
・関係各課と連携し、薬物乱用防止教室
の未実施校へのアプローチ方法等を検討
する。
・各学校で薬物乱用防止教室を実施でき
る能力を取得するための実践的な内容の
研修会を開催する。

・学校保健計画に位置づけた薬物
乱用防止教室の実施

保健体育課

272
・薬物相談の実施
・本人及びその家族の相談に適切に対応
するための自助グループ等と連携体制の
構築

・薬物相談先の周知
・薬物相談に対し適切に対応でき
る体制づくりと関係機関間の連携
体制の構築

＜結果＞
・薬物に関する電話相談
・平成29年度アディクション・薬物関連問題関
係者会議への参加
＜成果＞
・相談件数：8件（福祉保健所対応）
　　　　　　　 30件（精神保健福祉センター対
応）
・各関係機関間の取組内容等の情報共有

・機会を捉えた薬物相談窓口の周知が
必要
・継続した関係機関間の情報共有が必
要

・薬物相談窓口の設置の継続
・アディクション・薬物関連問題関係者会
議等への参加

・薬物相談窓口の周知を強化
・相談者への対応のための関係機
関間の連携の強化

医事薬務課
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◆薬物関連問題関係者会議
・アディクション・フォーラムの開催
◆薬物乱用に関する相談支援
・面接相談、電話相談の実施
◆薬物等依存症等の家族への支援
・家族会の開催　12回/年
◆薬物問題指導者研修の開催

・相談先や家族会の周知啓発
・依存症の方が早期に治療につな
がる体制づくり

◆薬物関連問題関係者会議
・アディクション・フォーラム開催に向け、検討
会を実施（8/24）
◆薬物乱用に関する相談支援
・面接相談、電話相談の実施
◆薬物等依存症等の家族への支援
・家族会の開催（34名）
◆薬物問題指導者研修の開催
・薬物乱用防止教育研修会（8/2）

依存症の方が早期に相談や治療につ
ながるよう体制整備が必要。

・依存症相談拠点の設置
・依存症についての正しい知識や理解、
相談先の周知啓発

障害保健支援
課

274
・県警本部に設置した薬物相談電話の周
知を図る積極的な広報活動及び適切な助
言指導の実施

・薬物相談電話を広報する機会が
少なく、未だ周知に至っていないた
め、あらゆる機会を通じて広報活
動を実施
・相談内容に適切に対応するため
に、関係機関との連携を強化

・ラジオ放送や広報誌等を媒体として、薬物
相談電話番号の積極的な広報を実施
（5/22ラジオ放送）
・関係機関と連携し、依存症に関するアディク
ションフォーラム実行委員会への参加し、相
談電話番号の広報を実施

・専用の薬物相談電話がある中、既に
周知されている警察総合相談電話（＃
９１１０）や、各警察署に薬物相談が為
されることが多く、専用電話番号の更な
る広報が必要
・相談者が利用しやすい環境整備

・県警本部に設置した薬物相談電話の周
知を図るため、あらゆる機会をとらえて広
報活動を実施すると共に、相談に対し適
切な助言指導の実施
・助言指導の効果を高めるため、相談者
に対し再乱用防止パンフレット等を交付

・未だ周知に至っていないことか
ら、あらゆる機会を通じて相談電話
番号の広報を実施
・相談者が匿名を希望することが
多く、相談に対し助言や指導まで
の回答となる

組織犯罪対策
課
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妊産婦に対する禁煙、受動
喫煙の害の啓発

・赤ちゃん会で禁煙相談及び受動喫煙防
止普及啓発

・禁煙分煙実態調査結果を活用し、対策
が不十分な施設等への啓発を強化

・受動喫煙対策法制化を見据えて県民や
サービス業経営者等を対象とした県民
フォーラムの開催

・国の法制化の動きを注視し、法制
化の状況を踏まえて県内施設の受
動喫煙防止対策の環境整備を推
進する必要がある

・赤ちゃん会等での禁煙相談及び受動喫煙
防止普及啓発
・受動喫煙防止対策を講ずる施設の認定
（空気もおいしい認定店、ノンスモーキー応
援施設）

（成果）
・赤ちゃん会での禁煙指導・受動喫煙相談
　高知会場120名　幡多会場93名
・空気もおいしい認定店24施設増
・ノンスモーキー応援施設18施設増

・赤ちゃん会の場で啓発したことで、産
婦及び家族に対して受動喫煙の害の
啓発が実施でき、喫煙者については禁
煙指導につながった。
・受動喫煙防止対策県民フォーラムを
開催し、県民に広く受動喫煙の害につ
いて普及啓発を行えた。

・赤ちゃん会で禁煙相談及び受動喫煙防
止普及啓発

・禁煙分煙実態調査結果を活用し、対策
が不十分な施設等への啓発を強化

・受動喫煙対策法制化を見据えて県民や
サービス業経営者等を対象とした県民
フォーラムの開催

・国の法制化の動きを注視し、法制
化の状況を踏まえて県内施設の受
動喫煙防止対策の環境整備を推
進する必要がある

健康長寿政策
課
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組
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禁煙治療につなぐ支援体制
の充実

・禁煙支援・治療指導者養成及びフォロー
アップの継続

・医療従事者の受講者数の増加を
図るため、禁煙治療実施機関や健
康づくり支援薬局と連携し周知を
図る

・医療従事者を対象としたe-ラーニング研修
を企画（１月から開始）

（成果）
・ｅ-ラーニング研修　修了者32名

・ｅ-ラーニング研修により、関係者のス
キルアップが図られ、より効果的な禁
煙治療や保健指導の実施につながっ
た。

・禁煙支援・治療指導者養成及びフォロー
アップの継続

・禁煙支援や保健指導の効果的な
実施により、禁煙実現者の増加に
つなげるため、禁煙支援・治療指
導者養成及びフォローアップを引き
続き行う必要がある。

健康長寿政策
課
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・学校でエイズ教育を実施できるよう啓発
素材の活用や出前講座等で学校を支援
する。

・学校関係に呼びかけを行い、大学祭な
どイベントを活用して、エイズ・性感染症
について啓発を行う。

・保健所と学校との連携
・６月のHIV検査普及週間等において、ポス
ターやパンフレット等を各高等学校、大学、専
門学校等に配布し、啓発活動を実施。

・エイズ・性感染症学習において、学校
側からの表現や内容に対する意見が
あるため、保健所での啓発素材の活用
及び対応について学校側との連携が
必要。
・学校へは、HIV検査普及週間等にお
いてポスター等を配布し、検査啓発を
行うことができた。

・学校でエイズ・性感染症教育を実施でき
るよう啓発素材の活用で学校を支援す
る。

・学校関係に呼びかけを行い、大学祭な
どイベントを活用して、エイズ・性感染症
について啓発を行う。

・保健所と学校との連携 健康対策課

278

・「性に関する教育の充実」支援チームの
開催により、「いきいき心と体の性教育」
（指導の手引き）の改訂に向けた活用の
現状把握
・ＷＹＳＨ教育全国研修会（性教育に関す
る指導者研修会）へ引き続き教員を派遣

・教職員の資質、意識に差がある
・高知県市町村衛生職員協議会（安芸支部）
において講義を実施
・支援チームによる取組は未実施

・性に関する教育について、外部講師
との連携の充実が必要。
・ＷＹＳＨ教育全国研修会（性教育に関
する指導者研修会）への教員派遣は希
望者多数により抽選に漏れたため、派
遣できなかった。

・性に関する教育の実施状況調査の実施
（隔年）
・教員の資質向上を目的とした研修会等
を通じて、性に関する指導の年間計画（学
校保健計画への位置づけも含む）の作成
率の向上を目指す。

・学習指導要領の改訂をふまえた
取組の推進

保健体育課

279
HIV（エイズ）に関する相談、
検査の実施

○ホームページ等を活用したエイズに関
する正しい知識及び検査相談の情報提
供。
・ホームページ、新聞、ポスター、その他
啓発グッズを作成し、より広く県民に情報
提供を行う。
・６月の検査普及週間及び12月の世界エ
イズデーにおいて、様々なイベントに出向
いて、パンフレット等の配布を行う。
○働く世代への啓発活動を実施
・企業と連携しHIV検査・啓発への呼びか
けを行う。
○個別施策層（青少年及びMSM（男性間
で性行為を行うもの）等）への啓発活動を
実施

・企業との連携方法
・本県にはNGOがなく、他県の
NGOとの連携方法。

○県庁のホームページにエイズに関するサ
イトを更新し、正しい知識及び検査・相談に
関する情報を掲載。
・６月のHIV検査普及週間に合わせて6/1～
6/7の７日間、全福祉福祉保健所で特別夜間
検査（17:30～18:30）を実施し、ポスター、
ホームページ及び新聞等で検査普及週間の
啓発を実施。（高知市は6/7の17:00～19:00）
・高知市では、市役所及び保健所にてエイズ
予防啓発パネル展及びパンフレットの配布を
実施。
○市町村、保健所、エイズ治療拠点病院、県
内の高等学校、大学・専門学校等にHIV検査
啓発のポスターを送付。
○検査件数：245件
　 相談件数：48件
　検査普及週間中の検査件数：2件(夜間0件)
○他県NGOが作成したMSM向けリーフレット
に本県の保健所情報を載せてもらい、啓発を
行った。

・ホームページ、新聞、ポスターの掲示
等を行い、広く県民への啓発活動がで
きた。
・HIV検査普及週間における特別夜間
検査件数は、通常の夜間検査件数に
比べて、増加した。
・今後、夜間検査のニーズが高いと思
われるHIV感染者が多い20～30歳代の
働き世代への啓発について検討が必
要。

○ホームページ等を活用したエイズに関
する正しい知識及び検査相談の情報提
供。
・ホームページ、新聞、ポスター、その他
啓発グッズを作成し、より広く県民に情報
提供を行う。
・６月の検査普及週間及び12月の世界エ
イズデーにおいて、様々なイベントに出向
いて、パンフレット等の配布を行う。
○働く世代への啓発活動を実施
・企業と連携しHIV検査・啓発への呼びか
けを行う。
○個別施策層（青少年及びMSM（男性間
で性行為を行うもの）等）への啓発活動を
実施

・企業との連携方法
・本県にはNGOがなく、他県の
NGOとの連携方法。 健康対策課
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学校におけるＨＩＶ（エイズ）、
性感染症に関する教育の推
進
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組

通
し
番
号

テ
ー
マ

課
　
　
題

取
組

取組の内容 担当課室

280 自殺対策の推進

〇第２期自殺対策行動計画に基づく取組
の推進（重点課題）
・地域の特性に応じた取組の推進
・相談支援体制の充実
・うつ病,アルコール健康問題への対策の
強化
・自殺未遂者支援の強化

〇自殺総合対策大綱の改正を踏まえ、行
動計画を改定

・市町村計画策定に向けた支援
・福祉保健所圏域でのネットワーク
の強化
・自殺未遂者支援体制構築拡大の
ためのネットワークの構築

○第2期自殺対策行動計画に基づく取組の
推進
・各福祉保健所ごとのネットワーク会議の開
催（安芸、中央西、須崎、幡多）
・いのちの電話養成講座の開講（9名）
・高齢者心のケアサポーター養成研修（80
名）
・若者向けゲートキーパー養成研修（高知学
園短期大学、高知大学、高知県立大学　計
90名）
・くらしとこころ・つながる相談会（須崎、四万
十市、高知市、奈半利町）
・多重債務者無料相談会とあわせた心の相
談会（9月6回高知市、南国市、四万十市市）
・テレビCMやラジオにて相談窓口の周知（9
月）
・G-Pネット検討委員会（5/22）
・アルコール健康障害対策推進計画策定に
向けた協議会の開催（6/19、8/25、11/20）
・安芸圏域の自殺未遂者支援体制の整備に
向けた検討会の実施（5/17、7/3、9/11、
12/20）
・自死遺族の集いの開催（47名）

・市町村レベルでの自殺対策が必要
・相談会については、地域によっては
相談がないところがあり、周知の方法
や内容等の検討が必要
・G-Pネット以外の医師同士の連携方
法について検討が必要
・大綱に盛り込まれた産後うつ対策の
推進が必要
・アルコール健康障害対策推進計画に
基づいた取組が必要
・自殺未遂者支援体制の構築について
安芸圏域以外でも展開が必要

●改定した第２期自殺対策行動計画に基
づく取組の推進
１.地域の特性に応じた取組の推進
・各福祉保健所でのネットワーク会議の強
化
・自殺対策推進センターを中心として、各
市町村の状況に応じた市町村計画の策
定と取組の支援を行う
２.相談支援体制の充実
・県民へのいのちの電話PRの強化
・対象ごとの啓発ツールの作成、病院等
に設置
・様々な悩みに対応できるよう多職種によ
る相談ブースの設置
３.うつ病対策の推進
・かかりつけ医と精神科医の連携の強化
・産婦人科医と精神科医の連携体制の構
築
４.依存症対策の推進
・普及啓発、相談支援体制の構築、医療
機関の整備（アルコール計画との連動）
５.自殺未遂者、自死遺族への支援
・安芸圏域の相談支援体制を他圏域へ拡
大
・高知市以外での自死遺族の集いの場の
拡大

市町村ごとに地域の実情に応じた
取組が展開されるよう支援が必要

障害保健支援
課

281 多重債務者対策の推進
毎年行っている事業を、関係団体との協
議のうえ、引き続き実施する。

多重債務者対策に多様な主体と連
携できている。債務者が再び債務
者となるケースも多く、再発防止に
対しての対策については不十分で
ある。

　多重債務者対策協議会を7月に開催した。
　多重債務者無料相談会も毎年実施してい
ることから、関係機関に対して一定の周知が
できている。

高知大学での講座（6/15,29）におい
て、司法書士会及び日本銀行にご協力
いただき、若者に対する金融教育を
行った。大学生は保証契約や身近な金
融トラブル等を学んだことで、多重債務
者対策に繋がっていると考える。

毎年行っている事業を関係団体との協議
のうえ、引き続き実施する。

多重債務者対策に多様な主体と連
携できている。債務者が再び債務
者となるケースも多く、再発防止に
対しての対策については不十分で
ある。

県民生活・男
女共同参画課
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組

通
し
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号
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題

取
組

取組の内容 担当課室

282

283

284
性差に応じた健康支援（が
ん検診）

・がん検診の受診促進
　　市町村検診の相互乗入体制の検討
　　ｾｯﾄ化の促進
　　事業所での大腸がん検診のｾｯﾄ化を
促進
・乳、子宮頸がん検診の医療機関検診
　　乳・子宮頸がんの医療機関検診の周
知
・事業所への受診勧奨
　　事業所健診（胸部検診単独）から
     がん検診同時受診への切替を促進

がん検診受診の重要性・必要性の
周知方法

・がん検診の受診促進
　　市町村検診の相互乗入体制について市
町村担当者会で検討
　　市町村検診のセット化：499/663日
・乳、子宮頸がん検診の医療機関検診
　　ﾁﾗｼを作成し市町村を通じて対象者への
案内に同封
　　検診機関に設置依頼
・事業所への受診勧奨
　　県内事業者にがん検診に関する情報とし
て協会けんぽによる「生活習慣病予防健診」
の案内を送付し受診勧奨を行った　1,100社
　　医療従事者への受診勧奨について県医
師会へ協力を依頼
　　病院事務長会での周知

・市町村検診の相互乗入体制について
は検討結果を踏まえ経費のかからない
形での実施を調整
・市町村検診のセット率：75.3%

・がん検診の受診促進
　　大腸がん検診の郵送回収事業やセッ
ト化促進の取り組みを強化
　　検診の意義・重要性の周知と利便性
向上の取り組みを継続
・乳、子宮頸がん検診の医療機関検診
　　乳・子宮頸がんの医療機関検診の周
知
・事業所への受診勧奨
　　医療従事者に対する受診勧奨の強化

・がん検診の意義・重要性の周知・
定着方法
・事業者との連携方法

健康対策課
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ひきこもりの相談支援体制
の充実・強化

１　ひきこもり地域支援センターを中心とし
た相談機関のネットワークの構築・強化
(1)関係機関連絡会議の開催
(2)若者サポートステーションとの情報交
換会の開催
(3)市町村のケース会議への技術支援
・ケース会議を発展させ、家族の集い等も
開催していく。
(4)センターにおける相談支援の充実
２　人材育成
(1)市町村職員等を対象とした人材養成研
修等を実施
３　居場所づくり
(1)青年期の集いの開催
・青年期の集い参加者を対象とした学習
会を開催
４　個別支援の充実
(1)訪問支援による本人及び家族の支援
や事例検討会の開催
(2)WRAPによる訓練の実施
(3)社会体験活動等の実施
・就労体験の実施
・ひきこもり地域センターの相談対応にお
ける体験発表（ピアサポーター活動）
５　普及啓発の促進
・ひきこもりに関する正しい知識の普及啓
発

１　ひきこもりの要因は様々で、か
つ本人や家族が問題を抱え込む
傾向があるため、ひきこもりの人数
等その実態が把握できず、十分な
支援につながっていない。
２　ひきこもりを支援する関係機関
が連携できるネットワークが十分で
はない。
３　ひきこもり地域支援センターに
よるアウトリーチ（訪問）型支援に
はマンパワーに限界があるため、
市町村、福祉保健所との連携が必
要である。

１　ひきこもり地域支援センターを中心とした
相談機関のネットワークの構築・強化
(1)関係機関連絡会議
　・6/16開催、9/27開催、1/29開催
(2)若者サポートステーションとの情報交換会
　・５回実施
(3)市町村のケース会議への技術支援
　・いの町　５回実施
　・須崎市　５回実施
　・佐川町　１回実施
　・中土佐町　３回実施
　・四万十町　２回実施
　・幡多地域　３回実施
(4)３月末相談実績　電話68件、来所832件
（計900件）
２　人材育成
(1)市町村職員等を対象とした人材養成研修
等を実施
　・9/7開催　74名参加
　　内容「ＣＲＡＦＴに基づく家族支援」
　・10/２開催（幡多地域）24名参加
　　12/15開催（安芸地域）18名参加
　　３/９開催（中央地域）21名参加
　　　内容　事例検討をとおした研修
３　居場所づくり
(1)青年期の集いの開催
　・青年期の集い　毎週水曜
(2)圏域ごとの集いの場（居場所・交流の場）
の運営への支援
　・といろ（高知市）
　・芸農人（黒潮町）
４　個別支援の充実
(1)訪問支援による本人及び家族の支援や事
例検討会の開催
(2)社会体験事業の実施
　・高知城ホール（5/29）：会場設営1名参加
　・高知こどもの図書館（8/23）：発送作業他1
名参加
(3)ひきこもり地域センターの相談対応におけ
る体験発表
ピアサポーター活動（5/12）：1名
(4)お仕事体験事業の実施
　・桂浜水族館（10/24）：清掃作業等1名参加
５　普及啓発の促進
　ひきこもりに関する普及啓発講演会の開催
　・9/27　開催（高知市）　65名参加
　内容
　第１部：ミニシンポジウム「地域の中でつな
がる」
　第２部：テーマ別のグループトーク等

１　ネットワークの構築・強化
(4)相談実績推移
・相談件数は年々増加している。
２　人材育成
(1)全市町村の受講には至っていない。
（H21年度～H29年度：26市町村受講）
３　居場所づくり
（１）青年期の集いの開催
・「青年期の集い」開催回数が徐々に増
え、活動が活発化している。
（２）圏域毎の集いの場開設
・徐々に利用者が増えてきており、定期
的な利用者も出てきた。
４　個別支援の充実
（１）市町村によって熟度に差がある。
（２）参加者同士の交流が生まれ、落ち
込みがちだった人が元気になる等の効
果が表れている。
（３）就労経験がない方が参加したが、
社会体験活動実施後、就労について
具体的な話題が現れるようになった。

１　ひきこもり地域支援センターを中心とし
た相談機関のネットワークの構築・強化
(1)関係機関連絡会議の開催
(2)若者サポートステーションとの情報交
換会の開催
(3)市町村のケース会議への技術支援
 (4)センターにおける相談支援の充実
２　人材育成
(1)市町村職員等を対象とした人材養成研
修等を実施
３　居場所づくり
(1)青年期の集いの開催
・青年期の集い参加者を対象とした学習
会を開催
４　個別支援の充実
(1)訪問支援による本人及び家族の支援
や事例検討会の開催
(2)社会体験活動等の実施
・就労体験の実施
・ひきこもり地域センターの相談対応にお
ける体験発表（ピアサポーター活動）
５　普及啓発の促進
・ひきこもりに関する正しい知識の普及啓
発

１　ひきこもりの要因は様々で、か
つ本人や家族が問題を抱え込む
傾向があるため、ひきこもりの人数
等その実態が把握できず、十分な
支援につながっていない。
２　ひきこもりを支援する関係機関
が連携できるネットワークが十分で
はない。
３　ひきこもり地域支援センターに
よるアウトリーチ（訪問）型支援に
はマンパワーに限界があるため、
市町村、福祉保健所との連携が必
要である。

障害保健支援
課
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②
生
涯
を
通
じ
た
健
康
支
援

生涯にわたるスポーツ活動
の推進

「スポーツ指導者活用事業」
・「スポーツ指導者活用事業」は廃止する

「総合型クラブ研修会」
・多くのクラブの参加を促し、クラブの活性
化につなげるため、高知県総合型地域ス
ポーツクラブ連絡協議会四国ブロッククラ
ブネットワークアクション2017のプログラム
に位置付けて実施し、クラブ担当者の意
識変革につなげる。

「総合型クラブ研修会」
・各クラブの実態に応じた、活性化
につながる研修会内容の設定

健康寿命延伸・スローエアロビック研修を開
催
参加者数２３人、参加クラブ数８クラブ
高知県立大学との共催で開催したことで、ス
ポーツマネジメントを専攻する学生とクラブス
タッフが交流しながら学ぶ機会となった。
各クラブでの既存の高齢者向けプログラム
の効果的な実施とともに、新プログラム検討
のきっかけとなった。

参加者数、参加クラブ数ともに増加した
が、活動が活発なクラブの参加が主で
あり、活動が停滞しているクラブからの
参加が少ない。（活動が２極化）。
世代交代したクラブについて、新しいク
ラブスタッフの参加が少ない。

地域スポーツ振興事業費補助金「地域ス
ポーツコーディネーター等養成塾事業」
（実施主体：高知県体育協会(H30年度～）
により研修会開催を支援する。

開催時期・会場・講師の選定等
スポーツ課

286

「女性に対する暴力をなくす運動期間（11
月12日～25日）」を中心とした啓発の実施

○広報広聴課、人権啓発センター等、活
用させてもらえる広報媒体を活用した広
報の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○公共交通機関を活用した広報活動の
実施
○民間支援団体と協働した広報・啓発活
動
　・広報・啓発素材の作成・配布
　・高知城パープルライトアップ
○市町村広報紙掲載に向けた広報文案
の送付
○活用可能な広報媒体による広報の実
施

・広報素材の工夫や広報の強化
・ターゲット（若年層、高齢者・障害
者等の情報弱者、被害者・加害
者）にあった内容か、あるいは広報
媒体や方法が適当か。

・広報紙に掲載するかどうかを判
断するのは市町村のため、実際に
掲載されるかどうかは不明。

【民間支援団体】
・女性保護対策協議会と連携した相談カード
の作成（2８,500枚）及び配布
・国際ソロプチミストと連携した広報・啓発用
素材（ポケットティッシュ、チラシ等）の配布
（街頭キャンペーンの実施）。

【県庁】
・ラジオ対談の実施（FMラジオ1回、ＲＫＣラジ
オ２回）

・民間団体と連携した広報・啓発を実施
し、マ、県民へのPRが図れた。（街頭
キャンペーン）

・今後とも継続した広報・啓発を実施し
ていく必要がある。

「女性に対する暴力をなくす運動期間（11
月12日～25日）」を中心とした啓発の実施

○広報広聴課、人権啓発センター等、活
用させてもらえる広報媒体を活用した広
報の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○公共交通機関を活用した広報活動の
実施
○民間支援団体と協働した広報・啓発活
動
　・広報・啓発素材の作成・配布
○市町村広報紙掲載に向けた広報文案
の送付
○活用可能な広報媒体による広報の実
施

・広報素材の工夫や広報の強化
・ターゲット（若年層、高齢者・障害
者等の情報弱者、被害者・加害
者）にあった内容か、あるいは広報
媒体や方法が適当か。

・広報紙に掲載するかどうかを判
断するのは市町村のため、実際に
掲載されるかどうかは不明。

県民生活・男
女共同参画課

287

・人身安全関連事案対策専科教養を継続
することにより、ＤＶ・ストーカー等対応専
門員の増強
・全所属職員に対して、恋愛感情等のも
つれに起因する暴力的事案に対する相談
段階からの対応、指導教養の徹底

この種の事案は重大事件に発展
するおそれがあることから、今後も
担当者に対する対応能力向上の
ための指導教養を徹底

2017/6/12～6/16迄の間、人身安全関連事
案対策専科教養を実施し、部外講師も招き
講義を受けることによるＤＶ・ストーカー等対
策専門員の増強

有事即応等の対応能力向上のため、
今後も同様に指導教養の徹底

・人身安全関連事案対策専科教養を継続
することにより、ＤＶ・ストーカー等対応専
門員の増強を実施
・全所属職員に対して、恋愛感情等のも
つれに起因する暴力的事案に対する相談
段階からの対応、指導教養の徹底

この種の事案は重大事件に発展
するおそれがあることから、今後も
担当者に対して、対応能力の向上
のための指導教養を徹底

少年女性安全
対策課

288

こころの相談、法律相談、男
性相談等（女性問題解決・男
女共同参画推進に向けた相
談事業）（再掲）

・相談員3名体制維持と相談員のスキル
アップをはかり相談者に対応

・事業内容の県民への周知及び相
談スキルの蓄積による相談員のス
キルアップ

【女性対象】相談の実施
・一般相談
・法律相談（第2・4木曜日）
・こころの相談（第1木曜日）
【男性対象】相談の実施
・男性のための悩み相談（第1・3火曜日、第4
水曜日）
相談の実施により、女性問題の解決及び男
女共同参画の啓発・推進が図れる。

・一般相談　1,622件
・法律相談　　94件
・こころの相談　17件
・男性相談　　50件

・相談員研修によるスキルアップを図り
つつ、より専門的な研修への参加を検
討していく。

・相談員3名体制維持と相談員のスキル
アップをはかり相談者に対応

・県民への周知及び相談スキルの
蓄積による相談員のスキルアップ

ソーレ
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DVや性暴力、売買春の拒絶
啓発
配偶者等に対する暴力に関
する相談・カウンセリング対
策の充実
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289 人権相談業務の実施（再掲）

【人権啓発研修事業－人権相談事業】
対象：一般県民
内容：生活の様々な場面で発生する人権
問題に対応するため、県民からの相談を
受付ける

複雑化・多様化してきている人権
相談に的確に対応し、相談者の立
場に立ったより的確な助言等が行
えるようスキルアップに努める必要
がある。

平成29年度は「女性の人権」についての
相談なし。

「女性の人権」を専門に取り扱う相
談機関がある中、従来から相談件
数が少ない。
（Ｈ２６＝１件、Ｈ２７＝２件、Ｈ２８＝
１件）

【人権啓発研修事業－人権相談事業】
対象：一般県民
内容：生活の様々な場面で発生する人権
問題に対応するため、県民からの相談を
受付ける

複雑化・多様化してきている人権
相談に的確に対応し、相談者の立
場に立ったより的確な助言等が行
えるようスキルアップに努める必要
がある。

人権課

290
ＤＶ被害者の保護と自立支
援（再掲）

・民間シェルターへの運営費補助による、
安定した運営とスキルアップに向けた支
援の実施

・民間シェルターの活動規模拡大
により活動費・運営費が増大し、継
続した被害者支援が困難になって
いる。
・県と民間の役割分担や連携の在
り方等について、第３次計画ＤＶ被
害者支援計画に基づいた検討が
必要。

・高知県民間シェルター運営費補助金
　100万円/年を限度に交付。

・民間シェルターの支援活動の増大に
伴い、事業量が増大。団体（支援者）の
負担が増えてきている状況である。

民間シェルターの活動により、さまざまな
問題を抱えたDV被害者の支援に繋げる。

・民間シェルターの活動規模拡大
により活動費・運営費が増大し、継
続した被害者支援が困難になって
いる。
・県と民間の役割分担や連携の在
り方等について、第３次計画ＤＶ被
害者支援計画に基づいた検討が
必要。

県民生活・男
女共同参画課

291
配偶者からの暴力の防止及
び被害者の保護のための基
本計画の推進

・現計画（第2次ＤＶ被害者支援計画）の成
果・課題取りまとめ
・第3次ＤＶ被害者支援計画の着実な実行
と進捗管理の実施

・計画の確実な実施と進捗管理に
向けた関係課との連携

・第２次ＤＶ被害者支援計画については、関
係各課からの評価を取りまとめた。
・関係課の29年度上半期実績について取り
まとめた。

・計画の取りまとめを行うことにより、連
携体制の把握、進捗状況の管理を行う
ことができた。

・第3次ＤＶ被害者支援計画の着実な実行
と進捗管理の実施

・計画の確実な実施と進捗管理に
向けた関係課との連携

県民生活・男
女共同参画課

292
配偶者暴力相談支援セン
ター（女性相談支援セン
ター）の機能の充実

・休日、夜間電話相談の実施
・来所、出張相談の実施
・無料法律相談の実施
・ＤＶ被害者へのカウンセリングの実施
・相談員等の専門研修への参加
・講師を招いての所内研修の実施

・専門的な研修は県内では、実施
が少なく、県外で実施されるものが
多い。多額の負担金を必要とする
ものもあり、頻繁に研修を受けるこ
とが難しい。

・休日、夜間の電話相談を実施
　　　電話相談　279件（延べ 506件）
　　　来所相談　    3件（延べ　4件）
・面接による相談及び出張相談を実施
　　　電話相談　450件（延べ 620件）
　　　来所相談　229件（延べ 401件）
       出張相談      6件（延べ  13件）
・無料法律相談の実施
　　　　　　　　　　　　41人
・県内外で開催される相談員専門研修、心理
担当専門研修やＤＶ支援に必要な各種研修
を受講するとともに、所内においても、講師を
招き様々な研修を行い、相談員等のスキル
アップを図った。
　　　専門研修への参加　延べ 6人
　　　所内研修の実施  10回

・相談員、心理ケア職員等のスキル
アップが図られ、相談者や入所者の信
頼が得られた。
・精神的回復に長い期間を要する。

・休日、夜間電話相談の実施
・来所、出張相談の実施
・無料法律相談の実施
・ＤＶ被害者へのカウンセリングの実施
・相談員等の専門研修への参加
・講師を招いての所内研修の実施

・専門的な研修は県内では、実施
が少なく、県外で実施されるものが
多い。多額の負担金を必要とする
ものもあり、頻繁に研修を受けるこ
とが難しい。

女性相談支援セ
ンター（県民生
活・男女共同参
画課）

293
女性に対する暴力防止ネッ
トワークの構築、連携の推進

 ・ＤＶ被害者を地域で見守る環境づくりを
進めるため、引き続き全ブロックで関係機
関連絡会議を開催する。
・県全体での支援ネットワークの構築・強
化のため、引き続き、DVネットワーク会議
及び専門者研修会を開催する。

・参加メンバーの見直し。
・参加率をどう高めるか。

８月下旬から９月上旬にかけて、県内5ヶ所
でブロック別関係機関連絡会議開催。昨年
度から引き続き、「市町村内部での連携強
化」をテーマに、ＤＶ被害者支援担当課以外
の関係課や社会福祉う協議会にも参加を呼
び掛けた。参加者は市町村の他、警察署、
福祉保健所、ソーレ、社会福祉協議会。
参加：63機関（うち市町村23、社会福祉協議
会２）、79名

・DVネットワーク会議及び専門者研修会を開
催。37人参加。

昨年度に引き続き、意見交換の時間を
多く取った。それぞれの状況や事情に
対する理解が深まり（市町村内、県市
間）、有意義な会議となった。参加者か
らは、情報交換の場としても有効であ
り、今後も継続して欲しいとの要望が
あった。
グループに分かれての意見交換となる
ため、会議の最後にグループでの話し
合いの概要を発表し、情報共有を図っ
た。
　分科会においては、事例検討という
スタイルが続いたため、今後は、地域
で関係機関が連携するために有用とな
る内容を考えていく必要性がある。

 ・ＤＶ被害者を地域で見守る環境づくりを
進めるため、引き続き全ブロックで関係機
関連絡会議を開催する。
・県全体での支援ネットワークの構築・強
化のため、引き続き、DVネットワーク会議
及び専門者研修会を開催する。

・参加メンバーの見直し。
・参加率をどう高めるか。

県民生活・男
女共同参画課
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（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
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294

 ・ＤＶ被害者を地域で見守る環境づくりを
進めるため、引き続き全ブロックで関係機
関連絡会議を開催する。
・県全体での支援ネットワークの構築・強
化のため、引き続き、DVネットワーク会議
及び専門者研修会を開催する。

・参加メンバーの見直し。
・参加率をどう高めるか。

８月下旬から９月上旬にかけて、県内5ヶ所
でブロック別関係機関連絡会議開催。昨年
度から引き続き、「市町村内部での連携強
化」をテーマに、ＤＶ被害者支援担当課以外
の関係課や社会福祉う協議会にも参加を呼
び掛けた。参加者は市町村の他、警察署、
福祉保健所、ソーレ、社会福祉協議会。
参加：63機関（うち市町村23、社会福祉協議
会２）、79名

・DVネットワーク会議及び専門者研修会を開
催。37人参加。

昨年度に引き続き、意見交換の時間を
多く取った。それぞれの状況や事情に
対する理解が深まり（市町村内、県市
間）、有意義な会議となった。参加者か
らは、情報交換の場としても有効であ
り、今後も継続して欲しいとの要望が
あった。
グループに分かれての意見交換となる
ため、会議の最後にグループでの話し
合いの概要を発表し、情報共有を図っ
た。
　分科会においては、事例検討という
スタイルが続いたため、今後は、地域
で関係機関が連携するために有用とな
る内容を考えていく必要性がある。

 ・ＤＶ被害者を地域で見守る環境づくりを
進めるため、引き続き全ブロックで関係機
関連絡会議を開催する。
・県全体での支援ネットワークの構築・強
化のため、引き続き、DVネットワーク会議
及び専門者研修会を開催する。

・参加メンバーの見直し。
・参加率をどう高めるか。

県民生活・男
女共同参画課

295
・県内相談機関の相談員を対象としたス
キルアップ研修を実施（３回）
うち1回は、相談者の情報交換や交流

・各相談機関の相談者同士の情報
交換や交流による連携の強化

県内相談機関の相談員を対象としたスキル
アップ研修を実施　３回　77名参加

・県内の各相談機関からの参加があ
り、相談者同士の情報交換の場とも
なっている。

・県内相談機関の相談員を対象としたス
キルアップ研修を実施（３回）
うち1回は、相談者の情報交換や交流

・各相談機関の相談者同士の情報
交換や交流による連携の強化

ソーレ

296

「女性に対する暴力をなくす運動期間（11
月12日～25日）」を中心とした啓発の実施

○広報広聴課、人権啓発センター等、活
用させもらえる広報媒体を活用した広報
の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○公共交通機関を活用した広報活動の
実施
○民間支援団体と協働した広報・啓発活
動
　・広報・啓発素材の作成・配布

○市町村広報紙掲載に向けた広報文案
の送付
○学生に向けた啓発（出前講座など）

・広報素材の工夫や広報の強化
・ターゲット（若年層、高齢者・障害
者等の情報弱者、被害者・加害
者）にあった内容か、あるいは広報
媒体や方法が適当か。

・広報紙に掲載するかどうかを判
断するのは市町村のため、実際に
掲載されるかどうかは不明。

【民間支援団体】
・女性保護対策協議会と連携した相談カード
の作成（2８,500枚）及び配布
・国際ソロプチミストと連携した広報・啓発用
素材（ポケットティッシュ、チラシ等）の配布
（街頭キャンペーンの実施）。

【県庁】
・ラジオ対談の実施（FMラジオ1回、ＲＫＣラジ
オ２回）

・民間団体と連携した広報・啓発を実施
し、マ、県民へのPRが図れた。（街頭
キャンペーン）

・今後とも継続した広報・啓発を実施し
ていく必要がある。

「女性に対する暴力をなくす運動期間（11
月12日～25日）」を中心とした啓発の実施

○広報広聴課、人権啓発センター等、活
用させてもらえる広報媒体を活用した広
報の実施
　・広報紙（さんSUN高知、
　　ソーレスコープ等）
　・ラジオ対談、原稿読み上げ
　・テレビＣＭ
　（人権啓発センター）
○公共交通機関を活用した広報活動の
実施
○民間支援団体と協働した広報・啓発活
動
　・広報・啓発素材の作成・配布
　・高知城パープルライトアップ
○市町村広報紙掲載に向けた広報文案
の送付
○活用可能な広報媒体による広報の実
施

・広報素材の工夫や広報の強化
・ターゲット（若年層、高齢者・障害
者等の情報弱者、被害者・加害
者）にあった内容か、あるいは広報
媒体や方法が適当か。

・広報紙に掲載するかどうかを判
断するのは市町村のため、実際に
掲載されるかどうかは不明。

県民生活・男
女共同参画課

297

・DV啓発防止講演会の開催
・啓発・情報提供
　　啓発誌の活用
　　情報誌やホームページでの啓発
　　出前講座の実施

・関係機関との関係強化
・配布先・機会の確保
・教育機関への啓発・広報

・ＤＶ防止啓発講演会<11月）　129名参加
・デートDV研修資料として誰でも気軽に手に
入れられるようにホームページで公開し普及
を図った。

ソーレ外でのデートＤＶ研修資料の普
及が図れた。

・DV啓発防止講演会の開催
・啓発・情報提供
　　啓発誌の活用
　　情報誌やホームページでの啓発
　　出前講座の実施

・関係機関との関係強化
・配布先・機会の確保
・教育機関への啓発・広報

ソーレ
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相談関係者に対する研修・
啓発

ＤＶ及びデートＤＶに関する
啓発及び情報提供
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実行（D) 評価（C)

H29年度実施計画
（インプット）

実施上の課題等

・アウトプット（結果）
　インプット（投入）により、具体的に表れた形
・アウトカム（成果）
　アウトプット（結果）等を通じて生じるプラス
の変化

実施後の分析、検証
H30年度実施計画

（インプット）
実施上の課題等

計画（P) 改善（A)　　　次年度の取組

通
し
番
号

テ
ー
マ

課
　
　
題

取
組

取組の内容 担当課室

298
ＤＶ被害者を支援するＮＰＯ
の育成・協働の推進

・民間シェルターへの運営費補助による、
安定した運営とスキルアップに向けた支
援の実施

・民間シェルターの活動規模拡大
により活動費・運営費が増大し、継
続した被害者支援が困難になって
いる。
・県と民間の役割分担や連携の在
り方等について、第３次計画ＤＶ被
害者支援計画に基づいた検討が
必要。

・高知県民間シェルター運営費補助金
　100万円/年を限度に交付。

・民間シェルターの支援活動の増大に
伴い、事業量が増大。団体（支援者）の
負担が増えてきている状況である。

民間シェルターの活動により、さまざまな
問題を抱えたDV被害者の支援に繋げる。

・民間シェルターの活動規模拡大
により活動費・運営費が増大し、継
続した被害者支援が困難になって
いる。
・県と民間の役割分担や連携の在
り方等について、第３次計画ＤＶ被
害者支援計画に基づいた検討が
必要。

県民生活・男
女共同参画課

299
被害者に対する捜査員の対応能力の向
上及びカウンセリング技術を高める専科
教養の継続実施

被害者の心情に配意した対応をす
るため、担当者に限らず、全職員
に対し指導教養を徹底

被害者に対する捜査員の事案及び相談対応
能力を高める専科教養の継続実施

被害者の心情に配意した対応をするた
め、担当者に限らず、全職員に対しさら
なる指導教養の徹底

引き続き、被害者に対する捜査員の事案
及び相談対応能力を高める専科教養を実
施

被害者の心情に配意した対応をす
るため、担当者に限らず、全職員
に対し指導教養を徹底

少年女性安全
対策課

300

各種支援制度の周知徹底を図るため、教
養・研修会を実施するとともに、犯罪被害
者の心情を理解させるための教養の継続
実施

効果的な教養を実施するとともに、
関係資料を精査するなどして、制
度の運用に漏れがないかを検証

警察署への巡回教養、警察学校での専科教
養等を実施し、各種支援制度について周知
徹底を図るとともに、各種研修会に参加し、
犯罪被害者支援に関する教養を実施
（成果）
　巡回教養受講者　329人
　学校教養受講者　215人
　研修会参加者　114人

・積極的な公費負担制度の運用によ
り、犯罪被害者等の精神的、経済的負
担を軽減（緊急避難場所公費負担制度
５件　、性犯罪被害者に対する公費負
担制度９件）

各種支援制度を適切に運用するため、教
養・研修会を継続実施し、制度に関する
周知徹底を図ると共に、犯罪被害者の心
情を理解させるための教養の充実

関係資料を精査する等して、支援
制度の運用に漏れや誤りがないか
検証し、効果的な教養を実施

県民支援相談
課
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被害者の心情等に配慮した
捜査活動の推進
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